
NO, 2574 P. 12018年胡198 1塒00》 鯨繍鎚鈴

■
■
９
▲
１
日
０
一
日
■
０
９
凸
■
■
■
８
８
■
■
Ⅲ
０
９
■
■
■
０
０
６
０
ａ
Ｐ
Ｑ
０
Ｇ
０
白
Ⅱ
Ｕ
▲
○
０
■
■
Ｕ
●
■
二
■
Ｐ
■
▲
６
１
日
！
■

平成30年6月1 9日

東京高等裁判所総務課庶務係御中
（法曹連絡協議会ご担当者様）
ファクシミリ番号03-3503-3997

関東弁護士会連合会

事務局長大橋勝晴

（担当事務局:■）
〒100-0013

千代田区霞が関1-1-3弁護士会館14階
TELO3-3581-3838,.AXO3-3581-0223
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平成30年度「法曹連絡協議会」の開催日程について（ご連絡とお願い）

謹啓時下益埼ご清祥のこととお喜び申し上げます。
さてｿ関東弁護士会連合会が主催しております「法曹連絡協議会｣は，昭和43年に東
京高裁管内の司法事務の円滑な運営を期して発足しました｡以降,司怯の運営全般につき,
制度および運営の実体を相互に正しく認識し,且つ適正な改善を図るための情報交換なら
びに率直な検討協議をすることを目的として，毎年開催しております。その記録は‘ ｢関弁
連会報」により，広く関弁連管内弁護士会会員に報告しているところです。
本年度法曹連絡協議会は,平成30年1乞肩4日 （火）に下記のとおり開催させていた
だきたく，ご連絡申し上げます。
つきましては，貴裁判所長官機民事部代表常置委員様，刑事部代表常置委員様，事務
局長様のご参加を賜りたく,宜しくお取りはからいいただきますようお願い申し上げます。
なお，開催のご案内及び議題等につきましては，後日ご連絡させていただきます。
何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具
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記

平成30年12月4日 （火）

協議会：午後S時から5時まで
懇親会：午後5時から

日時

協議会：法曹会館2階「高砂」

懇親会：法曹会館3階「富士」
場所
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東京高等裁判所

長官林 道晴殿

■
関東弁護士会連合会

理事長三宅

平成SO年度「法曹連絡協議会」の開催について

拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃より， 当連合会の活動にご理解･ご協力を賜り，厚く御礼申し上げます｡

関東弁護士会連合会が主催する「法曹連絡協議会｣は，昭和43年に東京高裁管内

の司法事務の円滑な運営を計ることを期して発足し,以降，司法の運営全般につき，
制度および運営の実体を相互に正しく認識し,且つ適正な改善を図るための情報交換

ならびに率直な検討協議をすることを目的として毎年開催され，その記録は「関弁連
会報」により，広く関弁連管内会員に報告しているところです。

本年度も下記日程・場所にて開催することと致しましたb

つきましては，ご多忙の折誠に恐縮でございますが，何卒ご出席くださいますよう
お願い申し上げます｡また,協議会終了後,懇親会の用意をしておりますので, ．併せ
てご出席いただきたくご案内申し上げます。

お手数ながら， ご出席の有無を平成30年11月9日 （金）までに，別紙出欠票に
てご回答賜りたくお願い申し上げます。

なお，議題は現在取りまとめ中ですので， これがまとまり次第，追ってご連絡申し
上げます。

敬具

〆一
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記

1;・協議会

日時

場所

平成30年12月4日 （火）午後3時から

法曹会館2階「高砂」 ‘

2．懇親会

日時 平成30年12月4日 （火）午後5時から

（協議会終了後）

場所 法曹会館3階「富士j

会費 6,OOO円（当日，受付にて頂戴致します）

以上
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関弁連発第264号

平成30年10月3日

東京高等裁判所

事務局長吉崎佳弥殿

■
関東弁護士会連合会

理事長三宅

平成SO年度「法曹連絡協議会」の開催について

拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 ． 、

日頃より， 当連合会の活動にご理解．ご協力を賜り，厚く御礼申し上げます。
関東弁護士会連合会が主催する「法曹連絡協議会」は,昭和43年に東京高裁管内
の司法事務の円滑な運営を計ることを期して発足し，以降，司法の運営全般につき，

制度および運営の実体を相互に正しく認識し，且つ適正な改善を図るための情報交換
ならびに率直な検討協議をすることを目的として毎年開催され，その記録は「関弁連

会報」により，広く関弁連管内会員に報告しているところですb

本年度も下記日程・場所にて開催する二とと致しました。

つきましては,ご多忙の折誠に恐縮でございますが，何卒ご出席くださいますよう
お願い申し上げます。また，協議会終了後，懇親会の用意をしておりますので,併せ

てご出席いただきたくご案内申し上げます。

お手数ながら， ご出席の有無を平成SO年11月9日 （金）までに，別紙出欠票に
てご回答賜りたくお願い申し上げます。

なお，議題は現在取りまとめ中ですので， これがまとまり次第，追ってご連絡申し

上げます。

敬具
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記

1．協議会

日時

場所

平成30年12月4日 （火）午後3時から

法曹会館2階「高砂」

2懇親会

日時 平成30年12月4日 （火）午後5時から

(協議会終了後）

場所 法曹会館3階「富士」

会費 6,OOO円（当日，受付にて頂戴致します）

以上
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関東弁護士会連合会

平成30年度「法曹連絡協議会」出欠票

0年度「法曹連絡協議会」

程 平成30年12月4日 （火）

所 法曹会館

Ｓ成
日
場

平

1．協議会午後3時から（法曹会館2階「高砂｣）

凌哩動
＞さ●
ｰ 欠席●

I

2．懇親会午後5時から（法曹会館3階「富士｣）

凌逗二面
＞-か

ー 欠席①

湊所属東京高等裁判所

承役職 東京:嵩等裁剰所憂官

ﾌﾘｶ､ナ ■■■■■■■
ご芳名林 ’道晴

出欠票送付先：関東弁護士会連合会

フアクシミリ番号OS-3581-O22 3
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関東弁護士会連合会

平成BO年度「法曹連絡協議会」出欠票

平成SO年度「法曹連絡協議会」

日程 平成SO年12月4日（火）

場所 法曹会館

1．協議会午後3時から （法曹会館2階「高砂｣）

/狸三蔵
汚●

ー 欠席●

I

2．懇親会午後5時から （法曹会館3階「富士｣）

ダ延扇
学昌●

← 欠席ロ

ご所属東京高等裁判所
－

（

湊役職 東細等洲所事菱昼塁

一
一一

すげ７

出欠票送付先：関東弁護士会連合会 ､

ファクシミリ番号OS-3581-O223
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関東弁護士会連合会

平成BO年度「法曹連絡協議会」出欠票

o年度「法曹連絡協議会」

程 平成SO年12月4日 （火）

所 法曹会館

雪
３成
日
場

平

L協議会午後3時から（法曹会館2階「高砂｣）

'唖壷〉
ｰ●

ー 欠席（
●

2．懇親会午後5時から （法曹会館3階「富士｣）

〃超二重） ＞奔

一 欠席巴

"所属

（

諺役職

ﾌﾘｶﾞﾅ

ご芳名

出欠票送付先：関東弁護士会連合会

ファクシミリ番号OS-S581-O223
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関東弁護士会連合会

平成30年度「法曹連絡協議会」出欠票

３成
日
場

平 o年度「法曹連絡協議会」

程 平成BO年12月4日 （火）
所 法曹会館

1．協議会午後3時から（法曹会館2階「高砂｣）

載逗ご夢
＞畠や

ー 欠席●

I

2．懇親会午後5時から（法曹会館3階「富士｣）

諭延意
＞dや

ｰ 欠席●

ヘ
、

軍享為裁‐頃所属

（ ‘

率役職 3

ﾌﾘｶﾞﾅ

薄芳名

出欠票送付先：関東弁護士会連合会‘

フアクシミソ番号O3-3581-O223



関東弁護士会連合会

平成SO年度「法曹連絡協議会」出欠票

0年度｢法曹連絡協議会j

程 平成SO年12月4日 （火）

所 法曹会館

Ｓ成
日
場

平

工,協議会午後3時から（法曹会館2階「高砂｣）

起動・ 碁=矢==籍
ざ
ぞ〆

／

（

2．懇親会午後5時から（法曹会館3階｢富士｣）

唖盈・巻雲矢=毫癬
一
壱

ご所属≠知的財産高等裁判所業1壱戸

蓮 器役職所長
一一q一
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出欠票送付先:．関東弁護士会連合会

ファクシミリ番号OS-3581-O223
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平成SO年10月31日

東京高等裁判所

総務課庶務係御中

関東弁護士会連合会(担当事務局:■
〒100-0013

千代田区霞が関l-1-3弁護士会館14階

TELO3-3581-3838 FAXO3-3581-0223

平成B0年度「法曹連絡協議会」議題の御送付’

平素よりお世話になっております。

平成30年12月4日に法曹会館において開催させていただきます平成SO年度法

曹連絡協議会の議題をお届けいたしますので，お取り計らいの程よる.しくお願い申し

上げます。

なお，事務局様用に1部同封させていただきます。

また，今回お送りいたしました議題につき，ご回答いただける先生がお決まりにな

りましたら,予めご教示いただきたくお願い申し上げます。

お忙しい折誠に恐縮に存じますが，何卒宜しくお願い申し上げます。

ｆ
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平成SO年度法曹連絡協議会議題

日時：平成30年12月4日 （火）

場所：法曹会館2階､｢高砂」

第1 自然災害への取り組み

議題1 （大規模自然災害対策の取り組みの実施状況）

東京高裁管内の裁判所，検察庁そして弁護士会等における喫緊の課題で

ある首都直下地震，また南海トラフ巨大地震等の大規模自然災害発生時の
対応を検討,準備するにあたり，以下の点について各ご教示いただきたい｡
1 （裁判所）

（1）本年，大規模な災害を被った大阪,札幌等の地域の裁判所に対して，
①当該裁判所（支部等を含む｡）が業務についてどのような対応(期日
取り消し，そのための当事者への連絡’その他管理業務等)を決めら
れたか,②実際にどのような対応状況であったか(個々の裁判体が個々

に判断されたのか，統一的な取扱いがなされることはなかったか｡)，
③職員の出勤状況はどのようなものであったか，④職員の退勤指示等
はどのように実施されたか，⑤関係機関（弁護士会，法律事務所，検
察庁，法テラス等)に対する連携，連絡の実施の状況はどのようなも
のであったか，⑥それらを実施するに際しての気付き,課題等はどの
ようなものであるかｸについて照会・確認をされたか。

（2） （1）において照会・確認を実施したと回答される場合，その概要を
ご教示ください。

（3） （1‘）において照会・確認を実施していないと回答される場合，その
理由，及び今後確認する意向があるかどうかをご教示ください。
2 （検察庁）

（1）本年,､大規模な災害を被った大阪，札幌等の地域の検察庁に対して，
①当該検察庁（支部等を含む｡）が業務についてどのような対応（取り
調べ（身柄・在宅）の延期，そのための当事者への連絡,その他管理
業務等）を決められたか，②実際にどのような対応状況であったか，
③職員の出勤状況はどのようなものであったか，④職員の退勤指示等
はどのように実施されたか，⑤関係機関（裁判所,弁護士会，法律事
務所&法テラス等)に対する連携，連絡の実施の状況はどのようなも
のであったか，⑥それらを実施するに際しての気付き，課題等はどの
ようなものであるか,について照会・確認をされたか｡

（2） （1）において照会・確認を実施したと回答される場合”その概要を
ご教示ください。

（3） （1）において照会・確認を実施していないと回答される場合，その
理由，及び今後確認する意向があるかどうかをご教示ください。
3 （裁判所，検察庁）東京三弁護士会が東京高裁，東京地裁東京家庭
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裁判所，東京高検，東京地検，そして法テラス東京が大規模災害時の対

応についてここ数年にわたり継続して協議会を開催していること，茨城

県弁護士会が水戸地裁水戸地検と大規模災害時における対応について

協議を開始していると伺っている。これらの取り組みは災害時対応に極

めて有効なことと思料されるが，現在も弁護士会員は事務所の所在地の

管轄裁判所だけでなく都県を跨いで裁判等の業務をしており’また,今
後，大規模災害は広域的な被災が想定されるため，地裁管内での協議で

は効果的な取り組みが困難なことも想定される（大阪高裁管内では各裁
判所の期日取り消しの広報・連絡体制にばらつきがあったと伺ってい

る｡)。そこで，東京高裁管内という広域的な災害対応（裁判業務の期日

取り消し等の統一的対応，移送等の方針検討等）を検討するため，年に

1度の頻度（できれば年度初め）で協議会を開催することを当連合会が

東京高裁東京高検に呼びかけた場合， これに応じて参加いただけるか。
また，裁判所，検察庁側から同様の提案をされる意向はあるか。

（関弁連災害対策協議会PT提出）
【提案理由】

本年は，各地で大きな自然災害が発生している。特に， 6月･18日の大阪北部
地震， 9月4日の台風21号では膨大な建物被害と人的被害，鉄道等の公共交通

機関が麻庫するなど,市民生活に重大な支障が生じることが現実となった｡また,
9月6日の北海道胆振東部地震では多数の人的被害と共に,札幌を含む北海道全
士の大規模停電を発生させ,大規模停電の与える社会的影響の大きさを知ること
となった。

東京高裁管内の私たち法曹関係者は裁判所,検察庁等の司法機能においても大

規模自然災害に遭遇して重大な支障が生じる可能性が否定できない以上,来たる

べき首都直下地震，南海トラフ巨大地震等に適切に備えるものとして， このよう
な現実に発生した災害の被災地域での取り組み,課題等について情報を共有し，
検討を深めるべきである。

そして，裁判所,検察庁等の対応方針については，それぞれが関連諸機関に伝

達しておくことが極めて有用である。 BCP (業務継続計画）策定においても，
関係各所(取引先及びサプライチェーン等が典型例として示されるがこれに限ら

ない｡） との連携情報交換，情報共有，が重要であることが指摘されている。
法曹関係者では当然のことながら，裁判所，検察庁，弁護士会，法テラス等がそ
れら連携を図るべき諸団体と言いうる。これらが自らの対応方針を決めるにあた
り，他の法曹団体がどのような対応方針であるのかを知ることは有用であるにと
どまらず不可欠なものと言いうる。また，弁護士会においては多数の会員に対し
て，平常時から裁判所の対応方針，検察庁の対応方針を告知しておくことは被災
直後から復旧期における混乱,無為な対応による人的物的資源の消耗を防止する
ことにつながることが明らかである。

以上のことから，上記協議事項を提案するものである。
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第2男女共同参画への取り組み

議題2東京高裁管内の裁判所及び検察庁における男女共同参画の具体的取り組

み及びその成果と問題点，今後の課題等をご教示いただきたい｡

（関弁連男女共同参画及び両性の平等推進に関する委員会提出）
【提案理由】

男女共同参画社会基本法に基づき策定された第4次男女共同参画基本計画(平
成27年12月25日決定）の「第2分野政策・方針決定過程への女性の参画
拡大」の「2司法分野jでは， 「司法分野について，法曹三者それぞれにおい

て30%目標に向けた取組を加速していくため' ｡法曹となり得る人材プールを

拡大すべく，法曹養成課程において女性法曹の養成に向けた取組を進める。検察
官については継続就業に配慮する取組を進め，裁判官・弁護士についても継続就
業に配慮する取組を進めるよう要請する。」ことを施策の基本的方向とし，検察
官，裁判官，弁護士，法曹養成課程，それぞれにおける具体的な取り組みが示さ
れている。

また,最高裁判所では， 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
に基づき，平成28年3月24日に「裁判所特定事業主行動計画」を策定し，同
計画に基づく取り組みを行っていると伺っている。

そして，法務省でも同様に，平成28年3月31日に「法務省・公安審査委員
会・公安調査庁特定事業主行動計画（アット・ホウムプラン）～男女がともに活
躍し,活力ある社会を実現ずるために～」を策定し,同計画に基づく取り組みを
行っていると伺っている。

関東弁護士会連合会は，本年度より 「男女共同参画及び両性の平等推進に関す
る委員会」を設置し，管内弁護士会が連携して，弁護士の男女共同参画及び両性
の平等に関する取り組みを始めたところである。

そこで，これらの取り組みを先行して行っている東京高裁管内の裁判所及び検
察庁における具体的な実施状況及びその成果と問題点や今後の課題等をお伺い
し，今後， 当連合会で取り組む際の参考としたい。

I

（

ー

第S地域司法充実推進への取り組み

【民事・家事調停官制度】

議題3民事・家事調停官制度の拡充について

（栃木県弁護士会提出）
【提案理由】

民事調停官（民事調停法第23条の2）及び家事調停官（家事事件手続法第2

職蝋裟謝霊響熟蟄熱驫黙壼瀞蟇巷漂
手続をより一層充実・活性化することを目的として創設された。

東京高等裁判所管内においては, 2004年（平成16年)1月の制度発足当
初は東京（簡易裁判所，地方裁判所,家庭裁判所）及び横浜（簡易裁判所）で実
施され,徐々に導入庁を拡大して, 2006年(平成18年) 10月には東京(前
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同） ，横浜（簡易裁判所，家庭裁判所） ，川崎（簡易裁判所） ， さいたま（簡易

裁判所，家庭裁判所）及び千葉（簡易裁判所，家庭裁判所）で実施されることと

なったが，その後新たに導入された庁はない。また，非常勤裁判官の人数につい

ても，上記東京高等裁判所管内の導入庁における非常勤裁判官の定員の合計は制

度発足当初の14名から, 2010年（平成18年) 10月には56名まで増え

たが，それ以降は増員がない。

宇都宮地方・家庭裁判所管内に導入庁はなく，栃木県弁護士会の会員である弁

護士2名が2006年10月に東京地方裁判所民事調停官に, 2007年10月

’日にさいたま家庭裁判所家事調停官にそれぞれ任命されたが,それ以降は任命
の実績がない。

非常勤裁判官制度創設の目的とするところは,大規模庁のある大都市圏に限ら

ず地方圏においても等しく妥当するものである。また，配属庁が遠隔地にあるこ

とは,弁護士が非常勤裁判官に任官しようとするにあたって大きな支障となるも

のと考えられる。そうすると，各地に非常勤裁判官が導入されることが制度の趣

旨にかなうものと言える。制度導入にあたって導入対象庁等を限ることとした当

時の理由は承知しているが，一方で，制度の規模の拡大も期待されていたところ

である。

そこで,非常勤裁判官制度の拡充（導入庁の拡大，導入庁における人数枠の増

員等）について，主に東京高等裁判所管内の検討状況ないし見通しをご教示願い

たい。

【地域司法と民事裁判のIT化】

議題4地域司法の充実の観点から， いわゆる支部問題がこのIT化の実現にど

のような影響を及ぼすのかについて

（神奈川県弁護士会提出）

【提案理由】

民事裁判のIT化については，いわゆる第1フェーズの展開の中で， この秋か

らは横浜地方裁判所においても模擬裁判が実施されるところと承知しています。

当該模擬裁判も基本的には本庁において実施されるところと思慮いたしますが，

例えばオンライン上で期日を開催するような場合にも,横浜地方裁判所管内にお
いて比較的事務所の集中している関内周辺におけるよりも,地理的時間的に隔た
りのある支部管内に所在する事務所との間の方が,オンライン上で期日を開催す

ることについて実効性を実感でき，問題点の検証にも優位性が認められるとも考
えられます｡

殊に，司法のIT化については， これまでより司法アクセスが改善することを

期待する声がある一方で，他方では，人材等少ない司法資源の一層の中央集中を

招くのではないかという懸念も持たれているところです。そこで，かかる疑念を

払拭するためにも，フェーズの早い段階から，積極的に支部管轄の地域の裁判所
や弁護士を取り込む形で実施運用されることが意識の上からも肝要ではないか

と考えます。
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【労働審判】

議題ら静岡地方裁判所沼津支部における労働審判の早期実施を要望していただ

きたい。

（静岡県弁護士会提出）

【提案理由】

労働審判は，静岡地方裁判所管内では本庁に加え，平成29年4月より浜松支

部において取扱が開始されましたが,沼津支部では実施されておりません。

浜松支部が管轄する静岡県西部地域と，沼津支部が管轄する静岡県東部地域と

では,人口はほぼ拮抗しており,本庁へのアクセスの不便さにおいても同様です。
そのため,静岡県西部地域に比較して静岡県東部地域の住民や事業主が労働審

判の申立てを行うためには基本的に，本庁のある静岡市までの交通費や移動時
間の負担を強いられることになり,同じ静岡地方裁判所管内において司法サービ
スを享受することに差異を生じているため提案しました。

一

｛
【裁判官。調査官の配置】

議題6－1 静岡家庭裁判所島田出張所に常駐の裁判官及び調査官を配置してい
ただきたい。

（静岡県弁護士会提出）
【提案理由】

静岡家庭裁判所島田出張所では，管内人口が約50万人に達し，管内人口約3

8万人の静岡家庭裁判所富士支部のそれを大きく上回っており，家事事件の受理
事件も静岡家庭裁判所本庁と対比しその半数を超えている状況であるにもかか
わらず，裁判官も家裁調査官も常駐していないことから，調停事件等の期日がな

かなか入らず,調査もなかなか進めてもらえないという常況にありますため提案
しました6

議題6－2長野家庭裁判所佐久支部に，常駐の家庭裁判所調査官を配置して頂
きたい。

（長野県弁護士会提出）

【提案理由】

家事事件が増大するなか，多様化・複雑化する家事事件にあって，家庭裁判所
には,事件の背後にある人間関係や環境を考慮した真の解決に寄与することが求
められている。裁判所がこの役割を果たすためには，家事事件手続の各段階にお

いて専門性を活かした関与をする家庭裁判所調査官（以下「調査官j 'という。 ）
が必要不可欠であるが，長野家庭裁判所本庁及び県内6支部の中で，唯一，佐久
支部にだけ調査官が常駐していない。

佐久支部の管内人口及び家事新受事件数は，いずれも長野県内6支部の中で松
本支部・上田支部に次ぐ3番目に多い状況にありながら，常駐調査官は0名であ

り (長野本庁6名,松本支部4名,上田支部5名,伊那支部2名飯田支部2名,
諏訪支部1名） ，地域間で公平であるべき司法機関の整備状況について，形式的
にも実質的にも不平等な状態が続いている。

まして，平成25年1月から施行されている改正家事事件手続法においては，

（
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家庭裁判所には，調査官を活用して，子の福祉や事件の背後にある人間関係・環

境を考慮した真の解決に寄与することが求められている｡また，平成28年5月

から施行されている成年後見制度利用促進法においても，成年後見制度の利用者

の能力に応じたきめ細かな対応を可能とする観点が示され,成年後見人等の事務

の監督等の支援に係る機能を強化するため家庭裁判所等における必要な人的体

制の整備その他の必要な措置を講ずること等が基本方針として掲げられている。

したがって，佐久支部の調査官非常駐問題は，他支部からの填補等ではなく，新

たに常駐調査官を配置することによって解消されるべきである。なお，実際に家

事事件を多数扱っている佐久調停協会所属の家事調停委員からも，調査官の常駐

を求める声が多数あがっている。

平成29年9月29日には,佐久支部管内の全11市町村で組織する佐久広域

連合の議会が， 「長野家庭裁判所佐久支部において，調査官の常駐，少年審判の

取扱い，及び庁舎の建替えを求める意見書｣を採択しており，同年12月には，

同様の意見書が,広域連合構成市町村の各議会においても採択されている。さら
に，平成30年3月2日には，長野県議会において, 「裁判所支部機能の充実を

求める意見書」が採択され，その中でも佐久支部における調査官非常駐問題が指
摘されている。

地域住民にとってより利用しやすく頼りがいのある司法実現のために，直ちに

具体的な改善をお願いしたい。

議題6－s長野家庭裁判所佐久支部において，少年審判を取り扱って頂きたい。

（長野県弁護士会提出）

【提案理由】

長野本庁及び長野県内6支部のなかで，唯一佐久支部だけが少年事件を取り扱

っていない。現在，佐久支部管内で発生した少年事件は上田支部において取り扱

われているが，そのために上田支部の少年新受事件数は,平成20年･24年？

28年においては，県内支部のなかで最も多いばかりか長野本庁の新受事件数を

も上回っており，それ以外の年も長野本庁に匹敵する件数となっている。なお，

佐久支部は上田支部と隣接してはいるものの佐久支部の管轄地域は広大で,特に
南佐久地域から上田支部庁舎に赴くには，自家用車利用にせよ公共交通機関利用

にせよ1時間半から2時間程度の時間を要し,決して交通の便が良いとはいえな

い。

少年の保護者等の中には,手続のために上田支部に赴かなければならないと聞

くと，その距離と時間を理由に協力を拒む者も存在する。手続の期間が限られて

いる少年事件において，保護者等が身近で速やかに関与できないということ自体

が，少年をより孤立化させる可能性を高め，更生可能な少年の更生を妨げる事情
のひとつとなっている。

そもそも，少年の更生は，少年が居住する地域内でなされることが望ましいと

ころ，少年や少年の家族らがその居住地の家裁において調査を受け，少年審判を

受けることができるようにすべきことは,佐久支部と県内の他支部とで何ら違い
はない。

この点についても，平成29年9月29日，佐久広域連合議会において， 「長
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野家庭裁判所佐久支部において，調査官の常駐，少年審判の取扱い，及び庁舎の
建替えを求める意見書」が採択され，同年12月には，同様の意見書が，管内各
市町村議会においても採択されている。また，平成30年3月2日の長野県議会
「裁判所支部機能の充実を求める意見書｣においても,佐久支部において少年事
件の取扱いがない点が指摘されている｡

これらの意見書による要望は，地域住民の声そのものであり，是非，長野家裁
佐久支部においても，早期に少年審判の取扱いを開始して頂きたい。

議題6－4 （さいたま地方裁判所秩父支部等における裁判官の常駐）

東京高等裁判所管内の，さいたま地方裁判所・さいたま家庭裁判所秩父

支部，前橋地方裁判所･前橋家庭裁判所沼田支部，千葉地方裁判所・千葉
家庭裁判所館山支部，同佐原支部，水戸地方裁判所・水戸家庭裁判所麻生
支部には裁判官が常駐していない。

以上に対する東京高等裁判所の見解は，概ね，最高裁判所の決定事項で
あること，裁判所も国の予算で運営される公的な機関であって，業務量に
見合った配置をする必要があること，各地方・家庭裁判所において適宜決
定しており,最高裁判所にも適切に情報提供して取り組んでまいりたいと

いう回答をいただいたが，それ以上の具体的な見解については，回答をい
ただいていない。

そこで， さらに以下のとおり質問する。

（1）裁判所は，支部等の裁判官の配置について， どのような見解をとって

いるのか,その見解を実現させるために，いつまでiこどのようなことを
行うと考えているのかを伺いたい。

（2）最高裁判所が決定するにあたっては各地方・家庭裁判所からの事件処
理状況等の情報提供が必要不可欠であるが,各地方q家庭裁判所からは，
最高裁判所に対し,いつ， どのような情報を提供しているのか， （各地
方・家庭裁判所ごとに）回答を伺いたい。

また，各地方・家庭裁判所は，情報提供とともに見解を述べているの
か（各地方。家庭裁判所ごとに）を伺いたい。

見解を述べている場合は， （各地方。家庭裁判所ごとに）内容とその
理由を伺いたい。

見解を述べていない場合は， （各地方・家庭裁判所ごとに）その理由
を伺いたい。

′ （関弁連地域司法充実推進委員会提出）
【提案理由】

上記各支部は，裁判官が非常駐であることから,民事家事事件を扱う一方，刑
事事件を扱わなかったり （千葉地方裁判所佐原支部) ，身柄の刑事事件を扱わな
かったり （水戸地方裁判所麻生支部） ，少年事件や執行事件を扱っていない（上
記5支部）など，通常の地方裁判所・家庭裁判所の機能を果たし得ていない。
こうした事態は，裁判を受ける権利(憲法第32条）や法の下の平等（憲法第
14条）を保障する日本国憲法が予定する司法の姿とはいえない。

一昨年度の法曹連絡協議会においても同様の議題が提出され，その際， 3年前

（

（
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から沼田支部においては週2日，麻生支部においては週4日，本庁から裁判官が

出向く体制となっていると聞いているが，それ以降の体制の変化は無いとの回答

をいただいた。また，昨年度の法曹連絡協議会では，重ねて，引き続き各支部の

事件処理状況等にきめ細かく目配りしつつ,適切に最高裁判所にも情報提供して

いきたいと考えている旨の回答もなされている。この点について，東京高等裁判

所管内の裁判官非常駐支部における昨年度以降の体制の変化など具体例(裁判官

の出廷日の増加等）があれば， ご教示いただきたい。

昨年度，常駐させていないことについて，裁判所の見解を伺ったところ，東京

高等裁判所からは，概ね，最高裁判所の決定事項であること，裁判所も国の予算

で運営される公的な機関であって，業務量に見合った配置をする必要があるこ

と，各地方・家庭裁半I所において適宜決定しており，最高裁判所にも適切に情報

提供して取り組んでまいりたいという回答をいただいたが，裁判所の見解につい

ては，そもそも常駐化について賛成なのか反対なのか，具体的な回答をいただい

ていない｡．

また，各地方。家庭裁判所ごとに業務量や配置も異なっているため，各地方・

家庭裁判所ごとに回答をいただきたく質問したものである。

【地方裁判所・家庭裁判所支部の新設等】

議題フ （千葉県における地方裁判所及び家庭裁判所支部の新設）

市川簡易裁判所と千葉家庭裁判所市川出張所の管轄区域に地方裁判所と

家庭裁判所支部を新設するとともに，特に家庭裁判所の増員について以下

の質問に御回答いただきたい。

市川簡易裁判所での裁判官数は3名とのことであるが，かかる裁判官数
において,係属事件の遅滞ない処理がされているか。

千葉家庭裁判所市川出張所の裁判官の填補の状況は，一日平均何名か。

家庭裁判所調査官は，常駐しているか。現在の事件処理状況に遅滞等の支
障はないか。

今後，裁判官の増員の予定はあるか。増員の基礎情報として，東京高等

裁判所は，最高裁判所に市川簡易裁判所，千葉家庭裁判所市川出張所の事
件処理状況をいかなる頻度，内容により情報提供しているか。

(関弁連地域司法充実推進委員会提出）
【提案理由】

管轄人口から見ても，また，成年後見制度利用促進法と閣議決定された利用促

進基本計画が執行されるに従い，今後，成年後見等の申立と審理件数が増加する

と思われる。そういったことからも，市ﾉl l簡易裁判所と千葉家庭裁判所市川出張

所の管轄区域に地方裁判所と家庭裁判所支部を新設するのが妥当と考えるが,地
方。家庭裁判所支部の設置に際し，最高裁判所が支部規則の変更をするかどうか
の検討をする必要がある。

かかる最高裁判所の検討の基礎となる情報を東京高等裁判所が提供すべきも

のと思慮する。そのため，市川簡易裁判所と千葉家庭裁判所市川出張所の事件処

理状況等の情報を東京高等裁判所が絶えず把握し,最高裁判所にどのような情報
提供をしているかを確認したく提案した次第である。
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【家裁出張所の新設・事件処理等】

議題B-1-1 藤沢簡易裁判所，厚木簡易裁判所への家庭裁判所出張所併設に
ついて

（神奈川県弁護士会提出）
【提案理由】

超高齢化社会を迎え，家事事件は増加の一途をたどっている。神奈川県内の自

治体が行っている法律相談の実績（平成22年度）を見ても，離婚や相続など，
家庭に関する相談が全体の約43％を占めている。藤沢簡裁管内の人口は約11
7万人，厚木簡裁管内の人口は約37万人に達し，今後も，管内で成年後見関係

事件や相続に関する問題が継続して発生することが見込まれる。しかし，藤沢市

の中心部から横浜家裁本庁までは,徒歩も含めると約50分，厚木市の中心部か

ら横浜家裁小田原支部までは,徒歩も含めると約1時間を要することから， 自動
車を利用しない高齢者にとっては気軽に利用できる距離ではない。

そこで，藤沢簡裁，厚木簡裁に家庭裁判所出張所を併設し，そこで成年後見関

係事件の審判や離婚,相続の調停などを行えるようにし，本庁ないし小田原支部
まで出向かなくても，身近な裁判所で家庭に関する問題を解決できるようにする

べきである。藤沢簡裁管内（藤沢市・茅ケ崎市・大和市・海老名市．綾瀬市・高
座郡)の法律事務所で業務を行う弁護士は,平成30年9月現在, 99名に達し，
厚木簡裁管内（厚木市･伊勢原市・愛甲郡）の法律事務所で業務を行う弁護士は，
平成30年9月現在では35人に達しており，当地の市民の需要に応えられる態
勢は整いつつある。

そして，藤沢市議会，茅ケ崎市議会，伊勢原市議会は藤沢簡裁に家裁出張所を
併設するよう求める意見書を，厚木市議会は厚木簡裁に家裁出張所を併設するよ

う求める意見書を提出しており； 当地の市民がこれを要求している。

！

議題B－1－2 （神奈川県における家庭裁判所出張所の新設）

神奈川県弁護士会は2013年， 「神奈川司法計画2013」において，
神奈川県内にある藤沢簡易裁判所，厚木簡易裁判所，平塚簡易裁判所に横
浜家庭裁判所出張所を併設し，横浜市北部と川崎市北部にそれぞれ，横浜
家庭裁判所出張所を新設することを提案している｡‘

昨年度の東京高等裁判所事務局長の御回答において，かかる要望を最高
裁判所に伝えるとの見解が示されたが，いつ，どのような形式において，
東京高等裁判所より最高裁判所に要望が伝えられたか御教示いただきた
い。

また,東京高等裁判所は，藤沢簡易裁判所，厚木簡易裁判所，平塚簡易
裁判所における家事事件の需要についての調査を実施する意向はあるのか
御教示いただきたい｡

さらに，藤沢，厚木，平塚の調停協会が行っている無料相談会における

家事事件の相談が全体に占めている割合の過去5年間の推移について，東
京高等裁判所は，調査する意向があるか御教示いただきたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）
【提案理由】

一一
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神奈川県弁護士会は，神奈川県内にある藤沢簡易裁判所，厚木簡易裁判所，平

塚簡易裁判所に横浜家庭裁判所出張所を併設し,横浜市北部とjll崎市北部にそれ

ぞれ,横浜家庭裁判所出張所を新設することを提案している。

成年後見制度禾ﾘ用促進法と閣議決定された利用促進基本計画が執行されるに

従い，今後，成年後見等の申立と審理件数が増加すると思われる。そういった観

点からも，前記提案は現実味を帯びていると思われる。

家庭裁判所出張所の新設は最高裁判所規則によるものであるが，家庭裁判所出

張所設置規則の変更をするかの判断の基礎となる事実の収集について,東京高等

裁半ﾘ所に調査等のご協力をいただけるかを再度確認したく質問したものである。

議題S-2 (家庭裁判所出張所における出張事件処理について）

新潟家庭裁判所村上出張所・同南魚沼出張所・同柏崎出張所・同糸魚川

出張所の各出張所にて，出張事件処理を行いつつある。

昨年度,裁判所の見解を伺ったところ“出張審判や出張調停を行うか否

かという点は裁判官又は調停委員会の判断によるものであること，その判

断基準はこの場で回答する性質のものではないとの回答をいただいている

が，それ以上の裁判所の具体的な見解については，回答をいただいていな

い。

そこで，改めて，裁判所は，出張事件処理について， どのような見解を

とっているのか,その見解を実現させるために，具体的に， いつまでに，
どのようなことを行うと考えているのかを伺いたい。

また，上記新潟家庭裁判所各出張所，前橋家庭裁判所中之条出張所，長

野家庭裁判所木曽福島出張所，同大町出張所，同飯山出張所において平成

29年度及び平成SO年度（集計されているところまで）の各出張事件処

理が行われた件数について， （各出張所ごとに）伺いたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）
【提案理由】

上記新潟家庭裁判所各出張所では，事件の受付だけしかやらず,昨今，例外的

に出張事件処理が行われてきているものの，調停期日がわずかであり，期日が調
整できないと家庭裁判所支部での調停を余儀なくされている。

さらに,成年後見制度利用促進法と閣議決定された利用促進基本計画が執行さ

れるに従い，同法や基本計画の理念であるところの，全国どの地域にいてもその

人の状況に応じた権利擁護サービスが受けられるという観点，そして，今後，地

方各地において，成年後見等の申立と審理件数が増加すると思われることから，
どの家庭裁判所出張所でも調停を含めた事件処理を実施すべきであるが，裁判所
は,地方の各出張所での事件処理の実施についてどのような見解であるかを伺い
たい。

本年度においても，前記8つの各出張所での各出張事件処理件数を伺いたい。

議題B－3地域司法サービスの充実化の観点から，地域に密着した裁判所であ

る簡易裁判所に家裁の出張所を併設する等して。家事調停を現在の簡裁の
施設を利用して実施できるようにすることについて，裁判所の見解と検討
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状況を伺いたい（特に，家裁立川支部においては，町田簡裁の所在場所で
の家事調停を実現されたい） 。

（東京弁護士会提出）

【提案理由】

家事事件は，当事者が気軽に裁判所を利用して解決出来るような制度設計をす

べきであり，わざわざ遠い裁判所に行かなければ家裁を利用できないというのは，
地域司法サービスの充実化の観点から課題となっている。法テラスの場所を借り

た新宿調停の実績もあり，出張調停等の実現は不可能ではなく，また，現在の家
裁の待合室が溢れるほどであるという施設の不十分さを考えるとその改善にも
なり得るものと考える。

議題8－4家庭裁判所出張所における出張調停の実施促進と成年後見制度の利

用の促進に関する法律制定にともなう出張所機能のさらなる拡充について

（新潟県弁護士会提出）
【提案理由】

1最高裁協議と家裁出張所出張調停の実施状況

(1) 最高裁協議による出張調停実施の確認

平成28年に実施された民事司法改革に関する最高裁・日弁連｢基盤整備」
部会において，当事者双方が当該出張所の管轄区域内に住所を有している事

案や，当事者双方が当該出張所において家事調停を行うことを希望している

事案等には,担当裁判所の調停委員会の判断により，調停委員会が当該出張
所に出張して家事調停を実施することがあることが確認された（以下「出張
調停」 という｡)。出張調停の実施は，地域司法の利便性を高め司法による紛

争解決を求める市民のニーズに的確に応え，ひいては「市民に身近な司法」
を実現するために極めて重要なものと認識している。

(2) 管内家裁出張所における出張調停の実施状況

全国の家裁出張所(全77庁)のうち,家事調停審判を実施していない(受
付のみ）出張所は11庁あり， うち4庁が新潟県内にある（平成28年1月

現在村上，柏崎南魚沼，糸魚ﾉ| |)。 これら11庁は乙号支部統廃合後に

新設された出張所であるところ，東京高裁管内に限れば，新潟県の上記各出
張所を除き,全て出張事件処理が実施されている。

そこで新潟県弁護士会（以下「当会」 という｡）では，県内の受付のみの

家裁出張所において，出張事件処理，特に出張調停の実施を求める活動（個
別案件での出張調停実施を求める上申書の提出励行，地域住民への周知活動
等）を行っている。

2最高裁協議後の家裁出張所における出張調停の実施に関する，裁判所の対応
等の問題点

（1） しかし，実際には出張調停が積極的に実施されていない現状が存在する。
例えば， 当事者が出張調停の実施を求め担当裁判所支部に上申書を提出し
た案件について，担当裁判所支部が，相手方に意向聴取するに際し，出張調
停ではなく電話会議の方法による調停を実施できる可能性があるとのみ伝

えるケースが認められる。 しかも，意見聴取の際には，地元の裁判所で調停

｛

守一
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が実施できるという当事者の利益にはふれず，電話会議の方法では「対面の

場合と比べて，調停委員や他方当事者に，書面や発言等に現れない微妙な事

情や心情を伝えたい場合に，不便を感じることがあることを予め了承願いま

す｡」 というような不利益と思われる情報のみを送った上で，出張所ではな

く支部へ出頭する意思の有無を確認する方法が取られていた例も報告され

ている。このように，担当裁判所支部では，出張調停の実施を避けるかのよ

うな対応を取られており，実際には，両当事者が出張所管内に住所を有して

いる案件であっても， 当然に出張調停を実施する運用とはなっていない。

（2） また， 当会では，各家裁出張所管轄の自治体の広報誌に，家裁出張所で出

張調停が実施可能である旨の案内文の掲載依頼をしているところ，掲載内容

について，新潟家庭裁判所の確認が行われ，出張調停について記載すること

が認められないケースも出てきている。

（3）最高裁協議が画餅とならないよう，新潟家庭裁判所のみならず東京高裁管

内の各家庭裁判所出張所における出張調停の実施に積極的に取り組んでい

ただく必要がある。

3成年後見制度の利用の促進に関する法律制定に伴う機能拡充が急務と考え

られること

平成28年に成年後見制度の利用の促進に関する法律が制定・施行された。

同法に基づき，成年後見制度利用促進基本計画が作成され，成年後見制度の

利用が計画的。総合的に推進されることとなった。

関東弁護士会連合会でも，平成30年度関東弁護士会連合会定期大会にお

いて「東京高等裁判所管内の家庭裁判所の人的物的体制の更なる充実強化を

求める決議」を発出し，最高裁判所に対して，①東京高等裁判所管内の家庭

裁判所裁判官，調査官，書記官の大幅増員，②家庭裁判所支部または出張所

の新設,③市町村に対する成年後見制度利用促進に関する施策についての基

本的な計画を定めるにあたり必要な情報の提供に努めることを求めている

ところである。

成年後見制度の利用促進のためにも，家庭裁判所出張所の機能拡充は不可

欠であり，東京高等裁判所管内における機能拡充に向けた取り組みについて，

ご説明をいただきたい。

【成年後見制度利用促進法関係】

議題9－1 成年後見制度の利用の促進に関する法律制定に伴う体制強化につい

て，特に中核機関の設置が難航すると思われる司法過疎地などにおいては，

個別具体的な取り組みが必要になってくると思われるが， どのような体制

作りをしているか。また，今後， 同法の趣旨を実現するためにどのような

方策を検討しているか， ご教示頂きたい。

（関弁連弁護士偏在問題対策委員会提出）

【提案理由】

5か年計画である後見制度利用促進計画が2年目に入り，現在， 自治体により

取組み方に大きな差がある。同計画においては， 自治体等が作る中核機関と地元

家庭裁判所が連携するという建前になっているところ，その連携体制作りについ
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て伺いたい。

特に,中核機関の設置が難航すると思われる司法過疎地などにおいては,本庁

からの応援や家裁調査官の増員，出張所を増やすなど個別具体的な取り組みが必

要になってくると思われるが，現時点において，どのような体制作りが行われて

いるのかご教示頂くとともに，今後の具体的な方策としてどのような体制作りを

検討されているのかご教示頂きたい。もし，それらの検討事項において，課題や
問題点があるのであれば，それについても伺いたい6

議題g－2東京高等裁判所管内の成年後見，保佐，補助の過去5年間の申立に

つき，各自治体ごとの申立件数及び，後見人等に選任された者の属性（弁

護士， 司法書士，社会福祉士，その他の専門職，親族，市民後見人，その
他）ごとの人数について御教示いただきたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）
【提案理由】

成年後見制度利用促進法と閣議決定された利用促進基本計画は，全国各地の家

庭裁判所を含めた地域連携ネットワークの構築などを躯っており，裁判所は，そ
の中核をなす地方自治体からの要請があれば，必要な情報提供（主に，統計的な
もの）を行う義務があると思われる。

そういったことを踏まえ，東京高等裁判所管内における各家庭裁判所（本庁，
支部，出張所）が管轄する各自治体ごとの統計資料を知る必要があり，それによ

って管轄裁判所ごとのニーズを改めて検討する必要がある。

｛

K相模原支部での合議事件の取扱い】

議題10-1 横浜地方裁判所相模原支部における合議事件の取り扱いについて

（神奈川県弁護士会提出）
【提案理由】

横浜地方裁判所相模原支部における合議事件の取り扱いは，これまでも繰り返
し議題としてきたが，いまだに実現されていない。

この点については，地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則第3条に基づき，

当該支部の事件の係属状況や最寄りの合議事件取扱庁までの交通事情などを総

合的に勘案して各地方裁判所及び家庭裁判所が決定するものであるところ,横浜

地方．家庭裁判所では， このような諸事情を勘案して同条の議決に基づいて相模
原支部では合議事件を取り扱わないこととしているとのことである。

そうであれば，平成2年の支部統廃合以降，東京高裁管内の裁判所支部におい

て，管轄人口，新受件数，本庁からの距離・時間などの観点から，取り扱い事件
の種類を増やした事例，減らした事例，裁判官数（填補も含めた実際に執務して

いる裁判官数）を増やした事例，減らした事例があれば，増減の理由も含めて，
可能な範囲でお伺いしたい。

また，全国的には，係属期間が2年を超える未済事件数は増加傾向にあり，非
典型的な損害賠償請求事件をはじめ，複雑・困難な事件が増加しているとされて

いる（最高裁判所の裁判迅速化検証報告書（第7回） 22頁69頁） 。各裁判
所では，合議体による審理の活用に積極的に取り組んでいる一方で，長期未済事
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件の多くが依然として単独事件として処理されており，そのような事件の中に

は,合議に付することにより,早期に審理の方向性を定めることができるものが
あるのではないかとされている（同報告書71頁） 。このような問題は，合議事

件を現に取り扱っている裁判所だけではなく，合議事件を取り扱っていない相模

原支部でも同様に妥当するのではないかと考えられる。

そこで， このような近時の事件動向及び審理の実情を踏まえてもなお，相模原

支部では合議事件を取り扱わないとする理由についても具体的にお伺いしたい。

議題10-2 (横浜地方裁判所相模原支部）

横浜地方裁判所相模原支部において，民事・刑事の合議事件を取り扱う

ことに関する裁判所の見解，特に同支部において合議制を導入できない具体

的な障害がどこにあるのかを，横浜地方裁判所横須賀支部との対比におい

て，管轄人口，新受件数，裁判官数，本庁からの距離・時間などの具体的な

観点から，伺いたい。

また，今後合議事件を取り扱うことへどのような対応をすればよいか御

教授いただきたい。

なお，昨年まで横浜地方裁判所相模原支部において合議事件を取り扱うよ

う要望していたことを，最高裁判所及び横浜地方。家庭裁判所にお伝えして

いただいていると思われるが，具体的にどのような対応がなされたのかをお

伺いしたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）

【提案理由】

地方裁判所支部に合議制を実施するかどうかは，手続的には，地方裁判所及び

家庭裁判所支部設置規則第3条に基づき，当該支部の事件の係属状況や最寄りの

合議事件取扱庁までの交通事情などを総合的に勘案して各地方裁判所及び家庭

裁判所が決定するものであり，横浜地方・家庭裁判所では, このような諸事情を

勘案して同条の議決に基づいて相模原支部では合議事件を取り扱わないことと

しているとのことである。

しかしながら，神奈川県内においての横浜地方裁判所横須賀支部で合議制を導

入していることと横浜地方裁判所相模原支部で合議制を導入していないことに

つき， どのような理由からこのような取り扱いに差がでているのか，今回は，管

轄人口，新受件数，裁判官数，本庁からの距離。時間などの観点から具体的な説

明をお伺いしたい。

また，合議事件を取り扱うかどうかは，各地方裁判所・家庭裁判所が決定する

ものとのことであるが，今後，横浜地方・家庭裁判所に対してどのような対応を

すればよいのか，具体的にその方策をご教授いただきたい。

更に， この要望に対して，従前から最高裁判所及び横浜地方・家庭裁判所に伝

えていただけるとの回答をいただいているが，お伝えしていただいた際，最高裁
判所及び横浜地方･家庭裁判所ではどのような対応がなされたのかを具体的にお

伺いしたい。
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【立川支部を巡る問題】

議題’’－1 （東京地方裁判所・家庭裁判所立川支部の本庁化）

東京地方裁判所・東京家庭裁判所立川支部を独立した地方裁判所・家庭
裁判所本庁とするのが妥当と考えている。

裁判所の議論及び取り組み状況について,東京高等裁判所の回答は，従

前，概ね，裁判所の本庁の設置は立法政策の問題であること，裁判所とし

ては政府や国会の検討の中で意見を述べていく性質のものであると承知し

ていること，最高裁判所には意見があったことを伝えるというものであっ

た。

そこで,本年においても，同様の出題を継続し,以下のとおり，質問する。

（1）最高裁判所が政府や国会の検討の場で述べている意見の内容やその理

由，それに対する政府や国会の意見の内容やその理由などについてj具

体的にどのように検討され,どのような議論がされてきたか,その内容
を伺いたい。

（2）最高裁判所に対し， 当連合会からの意見をどのような形で,どのよう
に伝えているか伺いたい。

当連合会の意見に対する最高裁判所の具体的な見解,そのような見解
をとっている理由をもう少し具体的に伺いたい。

伝えていないとしたら，伝えていない理由を伺いたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）

【提案理由】

1東京地方裁判所｡東京家庭裁判所立川支部が，管内人口や事件数で全国の地

方裁判所．家庭裁判所本庁を含めて有数の裁判所であり，裁判員裁判，労働審

判，司法修習等の面で，本庁並みの機能を果たしている。また，平成19年以

降，東京都議会，多摩地域30の全市町村議会，多くの商工会議所において，
本庁化を求める決議が採択され，本庁化を求める地域の声は強まっている。

東京三弁護士会においても,東京地方裁判所.家庭裁判所立川支部の本庁化
の推進を目的とする協議会を設置し，裁判所が本庁化された場合，速やかに多

摩に独立した弁護士会を設立するための準備を進めている。また， 「本庁化．

本会化推進本部」が東京三弁護士会多摩支部内に設置され，最高裁判所，法務

省に本庁化を求める要望書（添付資料1及び資料2）を提出している。

2その地域に相応しい裁判所の規模・機能を持つことは,立法政策に委ねられ

るものではなく，その地域住民の権利というべきものであり，裁判所を始めと

する国の責務と言わなければならない。巨大な支部が支部のままであることに

よる地域住民の不利益は，法制上，行政事件や簡易裁判所控訴事件が取り扱え

ないということにあるが，それだけではなく，人事権を始めとする司法行政の

権限が支部にはないことから，例えば，裁判官の人的配置においても大きな不
利益を蒙っているのではないかという懸念がある。

東京三弁護士会多摩支部地域司法計画策定委員会の調査では，平成24年度

の裁判官1人あたりの人口は，東京地方裁判所本庁が約2万6000人である

のに対し，東京地方裁判所立川支部は約14万3000人と, 5. 5倍にも及
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んでいる。また，家事事件においては，東京家庭裁判所立川支部の事件数は，

全国の本庁，支部を含めた順位で例年第4位を占め，かつ，年々増加の一途を

辿っているものの，裁判官，職員の増員は微増にとどまり，その繁忙ぶりは著

しい状況が続いている。

3 このような不合理を解消するために,一刻も早い東京地方裁判所・東京家庭

裁判所立川支部の本庁化が望まれる。本法曹連絡協議会では，繰り返し議題と

して提出してきたものであるが，立法政策であるとの回答をいただくばかり

で，最高裁判所の具体的な意見，見解，その理由について回答いただいていな

い。最高裁判所が本庁化について述べている意見，見解，その理由を伺いたい。

議題1 1－2東京地裁立川支部において，行政事件の取り扱いが出来るように，

規則，法改正をすることについて裁判所の見解と検討状況について伺いた

い。

（東京弁護士会提出）

【提案理由】

立川支部の民事，家事，刑事の事件数は，東京以外の地方の本庁を遥かに上回

る。多摩地域には30自治体があるため，行政事件に関しても地方の本庁を上回

る事件数であることは，容易に推測出来る。それにもかかわらず，当事者である

自治体と住民の双方が多摩地域にいる場合に，行政訴訟をするためには，霞ヶ関

に出向かなければならないという現状は,双方にとって過重な負担を強いている

状況である。住民にとっては，行政訴訟の提起をためらう事になりかねず，地域

司法サービスの観点から改善されるべき課題であると考える。

【裁判所庁舎・設備】

議題12－1 静岡家庭裁判所島田出張所の庁舎につき，待合室の拡張， 当事者

の鉢合わせを回避するための待合室設置場所の工夫を含めた庁舎の拡張，
エレベーターの設置を含むバリアフリー化及び駐車場の設置拡大等物的設

備の拡充を行うことを要望していただきたい。

’ （静岡県弁護士会提出）

【提案理由】

静岡家庭裁判所島田出張所では，庁舎が手狭で待合室のキャパシティが不足し

ていること，調停事件の申立人と相手方とが鉢合わせしてしまうこと，エレベー

ターの設置がなく高齢者等によって使い勝手が悪いこと，駐車場が少ないこと等

といった物的施設が不十分であると思われますので提案しました。

議題12－2静岡家庭裁判所掛川支部の庁舎につき，エレベーターの設置を要

望していただきたい。

（静岡県弁護士会提出）

【提案理由】

静岡家庭裁判所掛川支部の庁舎につき，エレベーターの設置がなく高齢者等に

よって使い勝手が悪いと思われますので提案しました。
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議題’2－s長野地方。家庭裁判所佐久支部・佐久簡易裁判所庁舎の建替えを
して頂きたい。

（長野県弁護士会提出）

【提案理由】

長野地家裁佐久支部･佐久簡易裁判所庁舎は，主に2階部分に法廷・調停室．

待合室が集中していながら，エレベーターが設置されておらず，高齢者．障がい

者･妊婦･乳幼児を抱えた方々等の利用に著しい不便をきたしている。過去には，

来庁者を車椅子に乗せ,それを裁判所職員数名の人力で2階まで持ち上げて登ろ

うとした際に,来庁者の頭部が大きく後方へ傾いたことによる不安感から体調不

良をきたし2階まで登りきれなかったという例も報告されている（なお, ,長野地

方裁判所によると，現在はこのような方法は行っていないとのことである。 ） 。

また， 2階で急病人が発生した際に,階段が狭くストレッチャーの搬入ができず，

階段の勾配のために担架の使用すらもできなかったという事例も報告されてい

る。

また，佐久支部庁舎は，子どもとの試行面会室や，少年審判廷も存在せず，県

内他支部の庁舎に比して明らかに見劣りすると言わざるを得ない状況である。さ

らに，待合室の防音状態も非常に悪く，個人のプライバシー保護が重視される公

的施設としてあまりにも貧弱な防音設備である｡加えて， 日本でも有数の寒冷地
に存在しながら，防寒設備も充分でなく，冬季は庁舎内が非常に寒いという問題

もある。

佐久支部庁舎は昭和49年築で県内支部庁舎の中では最も古い庁舎であり，上

記諸問題を抜本的に改善するためには建替えをするほかない｡この問題にっいて
も，平成29年9月29日，佐久広域連合議会において， 「長野家庭裁判所佐久

支部において，調査官の常駐，少年審判の取扱い，及び庁舎の建替えを求める意

見書」が採択され，同年12月には，同様の意見書が，管内各市町村議会におい

て採択されている。また，平成SO年3月2日には，長野県議会において, 「裁

判所支部機能の充実を求める意見書」が採択され，その中でも佐久支部庁舎にお

ける昇降設備の未設置や施設老朽化等が指摘されている。

さらに，平成SO年9月1日には，佐久広域連合．同議会。管内選出県議．佐

久調停協会。管内更生保護女性会・県社会福祉士会？県司法書士会．県弁護士会

等を構成員とする「裁判所佐久支部の充実を求める協議会」が発足し,活動を開

始しており，佐久地域全体が裁判所佐久支部の改善。充実を切望している状況に

ある。

I

（

議題12－4管内の支部庁舎には，エレベーターが設置されていない庁舎も少

なくないが， 2階に法廷があり1階別室での代替対応が不可能な場合に，

裁判所はどのような対応をされているのか。高齢者,障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律の趣旨に鑑み，今後，更なる具体的な改善策を
予定されているのかご教示願いたい。 、

（関弁連弁護士偏在問題対策委員会提出）
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【提案理由】

関弁連弁護士偏在問題対策委員会の支部等調査において,実際に東京高裁管轄

内の裁判所の各支部庁舎や独立簡裁庁舎等を訪問調査させていただいたところ，
バリアフリー化が不充分な庁舎が散見される。

現状において,エレベーターが設置されていない庁舎では， 2階に法廷や調停

室がある場合でも，可能な限り1階の施設を代替利用する等して対応されている

ことは承知しているが，それでも全ての案件で1階利用による代替対応すること

は現状不可能であると思われる（例えば，尋問期日の本人・証人，在宅事件の被
告人，弁護人・訴訟代理人等） 。エレベーターのない庁舎には階段昇降機も設置
されていないことが多いと認識しているが，かような状況において，利用者等が
2階にあがる方法としては，どのような対応をされているのか,ご教示頂きたい。
もし，対応マニュアル等で予定されている方法もあるのであれば,伺いたい。
特に支部地域は,高齢化率が高い地域であることが多く，一般の利用者は勿論，
弁護士や調停委員,専門委員等の高齢化等は今後避けて通れない状況であると思
われる。庁舎の改修等は相当額の予算を要するものであり，現実的に一挙解決で
きないのはやむを得ない面もあろうが,高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律の趣旨を実現すべき公的機関でもある裁判所として，今後の対策
についてどのように考えているのか伺いたい。

【地方議会の意見書等の取扱い】

議題13 司法過疎地の自治体議会等が当該地域の司法の充実に関して意見書を
採択した場合に，裁判所に送付された意見書は， どのような手続で取り扱
われることになるのか。また，裁判所内において，地家裁支部や家裁出張
所等の職員から人的物的基盤に関する要望があった場合に， どのような時
期にどのような段取りを経て，最終的に予算化されることになるのか，そ
の手続についてご教示願いたい。

（関弁連弁護士偏在問題対策委員会提出）
【提案理由】

司法過疎地の司法の充実に関して，地元自治体議会が意見書を採択するなどし
て，裁判所に対して切実な要望がなされることが増えている。

自治体等において意見書をひとつ採択するだけでも，相当な時間と労力が費や
されているが，その割には，それらの要望が実現することは非常に稀で，それら
の意見書が裁判所内でどのような手続で扱われているのかすら，わからないこと
も多い。

裁判所を，市民・住民にとって利用しやすいものとするためには，利用者の目
線に立った要望に耳を傾けて頂くことが必要不可欠であるところ，地域の実情を
よく知る地家裁支部や家裁出張所の職員等から，地元自治体の意見書と同様の要
望があげられることも今後あろうかと思われる。

各手続の時期も含めて，裁判所内部での予算化までの手続をご教示頂くこと
で，各地域における活動を時宜にかなったものにしていくことが可能となり，ひ
いては速やかな地域司法の充実に繋がるものと考える。
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第4訴訟実務・運用関係

議題14訴訟救助要件の疎明について

（神奈川県弁護士会提出）

【提案理由】

資力に乏しいために，法テラスから援助決定を受けているにも関わらず，訴訟

救助を申立て求めると，厳格な疎明を求められ，裁判所との折衝に時間を要し，
期日指定がなされず,訴訟遅延となる場合や，最終的に救助を得られない場合が

ある。同じく国の機関である法テラスが援助の必要性を認定しているケースで

は，司法アクセスを保障する見地から，もう少し広く訴訟救助を認めるべきであ

る。

議題15いわゆる提携リースでサプライヤーがユーザーに不正な勧誘を行った

上で倒産し，ユーザーが予想外のリース料を請求される等の悪質サプライ

ヤーによるトラブルの多発に対し，業界団体を中心とした撲滅の取り組み

がされているところ， この点について裁判所における問題や状況の把握の
試みがあれば教えていただきたい｡

（関弁連消費者問題対策委員会提出）

【提案理由】

いわゆるファイナンス?リース取引に係る紛争の1つとして， リ､~ス会社とサ

プライヤーとの間に業務提携関係のある類型のリース取引（ 「提携リース」ある

いは「小口リース取引」と称される。 ）において，サプライヤーがユーザーに不

正な勧誘を行った上で倒産し,ユーザーが予想外のリース料を請求されるという

ケースが後を絶たず，このようなケースにつき，ユーザーのリース会社に対する

リース料支払債務の存否をめぐって集団訴訟となるものも少なくない。

提携リースにおいては，サプライヤーは，物件の購入をユーザーに提案するこ

とによって自らの商品販売を促進できるとともに,リース会社から商品代金を一

括して受領できるため，ユーザーの支払能力を考慮せずj強引･悪質な方法で契

約を獲得しがちであり，さらに商品代金を受領した後は誠実な対応をする動機

付けが希薄になる。一方でリース会社は， リース契約の勧誘と契約条件の調整，
契約申込み・締結手続のほとんどをサプライヤーに委ねるため，不適正な勧誘活
動に対する審査が不十分になりやすいという構造がある。

提携リースについては,経産省の指導を受けて業界団体である公益社団法人リ

ース事業協会が，業界をあげてサプライヤー管理を強化してきたところであり，
業界としても強い危機感をもっている。

ところが， ファイナンス・ リース取引については，従来いわゆる「空リース」
のようなサプライヤーとユーザーが結託してリース会社に不利益を与えるタイ

プの紛争が多かったせいか,上記のようなリース会社と提携するサプライヤーが

ユーザーを編すタイプの紛争について,被害が多発している状況に鑑みた判断が
なされているとは必ずしも言い難い状況にある。

I

ロ
ワ
ロ
▽
。
■
且
▽
可
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もちろん個別具体的な事情に即した判断であるから結論が区々になることは

当然であるが，悪質サプライヤーに対して適切な指導・管理を怠るリース会社に

対して，裁判所から適切な判断がなされないままであると，適切な指導・管理を

行って営業しているリース会社が相対的に営業上の不利を被る結果になり，被害
の防止への取り組みが頓挫してしまう。

そこでj近年トラブルが多発している提携リース取引の問題及び特殊性につい

てこの機会にご報告させていただくとともに，これらの状況及び問題点について

把握する試みがすでにされているのであれば,教えていただきたくご質問する次
第である。

議題16犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置
に関する法律（平成12年法律第フ5号，以下「法』という。 ）第4条第
，項第'号に基づく訴訟記録の閲覧又は謄写について，以下の点を伺いた
い。

1 特殊詐欺（いわゆる「振り込め詐欺」等）の刑事事件において，暴力団
員が被告人である場合，当該暴力団員の所属する暴力団の他の暴力団員が
関与する特殊詐欺事案の被害者が，訴訟記録の閲覧又は謄写をする余地が
あるか｡

また，法4条第2項及び同条第3項において,検察官はかかる申出に対
する意見を述べる立場にあるが,その際，刑事事件において提出していな

い証拠類を根拠として,謄写又は閲覧を許すべきである旨の意見を述べる
余地があるか。

2刑事記録の閲覧又は謄写をする余地ある場合，被告人と上記他の暴力
団員との関係性（同一組内でのみ有効か,あるいは別の組であっても同
一上部組織の傘下組織であればよいか）はどのようなものが要求される
か。

（関弁連民事介入暴力対策委員会提出）
【提案理由】
1 について

近年，特殊詐欺による被害は高止まりを続けており, ‘一向に減少しない。ま
た，特殊詐欺が暴力団の新たな資金源となっていることは，各種白書や統計等
から見て明らかと言える。

特殊詐欺の被害者としては，被害回復のため,実行犯に対して損害賠償請求
を行うほか，暴力団員（組との関係においては「組員」とも言う。 ）の関与す
る事案においては，特殊詐欺が暴力団の組織ぐるみで行われたものであること

を理由として,暴力団の組長等に対して，民法715条または暴対法31条の
2に基づいたいわゆる組長訴訟を提起する方向性にあり，現に複数の同種の訴
訟が提起されている。

そして，当該被害者が被害に遭った事件(A事件）の実行犯に暴力団員が含
まれている場合において，その後，当該暴力団員の所属する暴力団の他の暴力
団員が関与する別の特殊詐欺事件(B事件）が立件された場合, B事件の刑事
記録は,A事件が暴力団の組織ぐるみで行われたものであることを裏付ける重
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要な証拠となり得る。

この点,法第4条第1項第1号は，共犯による同種余罪の被害者に訴訟記録

の閲覧又は謄写を認めているが'以下のとおり,A事件の被害者は, B事件と
の関係で, B事件の共犯により行われた同種余罪の被害者に当たるとも言える
のではないか。

暴力団においては，強固な組織の結び付きを維持するため,組長と組員が｢杯

事(さかずきごと） 」 といわれる秘儀を通じて，親子（若中） ；兄弟（舎弟）
という家父長制を模した序列的な擬制的血縁関係が結ばれ，組員は組長に対

する全人格的包括的な服従統制下に置かれている。親分・子分の上下関係は，

理屈を超えた絶対的なものとされ，親分の命令であれば，理非善悪を問わずこ

れに従うのが子分としての当然の義務であり，かつ美徳であるとされ，シノギ

（資金獲得行為）においても組長の指示・指導に基づいて行われる。従って，

暴力団員が関与する特殊詐欺の事案においては， 当該暴力団員の所属する暴力

団の組長が共犯関係にある場合が大半であると考えられる。また，特殊詐欺は

決して組員一人でなしえるものではなく，マニュアル，アジト，携帯電話等の

通信機材等の物理的支援が所属する組または他の組員によって行われる事例

も多数存在するところである。

以上のように,暴力団員の関与する特殊詐欺事案においては,組長を介して，
あるいは組員同士が共犯関係に立つ蓋然性が高く,他の暴力団員の関与する特

） ≦

殊詐欺の被害者は，法第4条第1項第1号の言う 「共犯」による同様な態様で

継続的に又は反復して行われた同種の罪の犯罪行為の被害者であると言える

と考える。従って,当該被害者は，法第4条第1項第1号に基づき刑事事件の

訴訟記録の閲覧又は謄写を行う余地があると考えるがどうか。

また，検察官が犯罪被害者の権利利益の保護を積極的に推進すべき立場にあ

ることは言うまでもないのであり，訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があった場

合には，たとえ刑事事件には証拠とし提出されていないものであってもシ共犯

関係が分かる証拠や共犯関係を窺わせる証拠を参照して，謄写又は閲覧を許す

べきである旨の意見を積極的に述べるべき立場にあると考えるがどうか。
2 について

暴力団においては，子分が， 自らが親分と､なって子分を持つことにより，序

列的な擬制的血縁関係の連鎖が形成されて行き，多重的なピラミツF型組織が
形成される｡そして，山口組等の大規模な暴力団組織においては，傘下組織を

含めたピラミッド型組織全体を運営していくため，頂点に位置する最上位の組

長から末端構成員に至るまでを－つの組織とした上で，それを細分化した階層

に区分けして，全体としての上下関係を明確にされている。更に，暴力団組織

の運営方針，上層部の人事，他団体との問題処理に関しては，暴力団組織ごと

に綱領や内規を定め，最高幹部会，執行部等の上部機関が検討し，その結果を

最上位に位置する組長が最終的に決定するといった形で運営されている。そこ

で,お互いに近隣に所在する同一系統の末端の組織同士(二次組織同士や,二

次組織と三次組織）が上記のピラミッド型の統制の下でいわば兄弟組織として

同一の詐欺事案に関与する（共犯関係に立つ）ことも大いに考えられるところ
である。

｛

～
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このような事実関係の中で，法第4条第1項第1号に言う 「共犯」には同一

上部組織の傘下の異なる組織の組員が当たりえるか,また，当たりえるとして，

お互いに直上の上部組織が同一である必要があるか,あるいは，それ以上の階

層の上部組織の傘下にお互いがある場合も想定し得るのかを伺うものである。

議題17－1 東京地方裁判所における退去強制令書の執行停止申立について，

①平成28年及び平成29年における申立件数

②収容部分について執行停止が認容された件数

③送還部分について執行停止が認容された件数

④取り下げられた件数

⑤本案判決と同時に執行停止に関する判断がなされた件数

を各ご教示願いたい。

（東京弁護士会提出）

【提案理由】

近年，退去強制令書の執行停止申立を行った際に，本案の判決がされるまで執

行停止決定がされない例があるとの情報が寄せられている。また，仮放免が許可

されている外国人については，送還部分について重大な損害を避けるための「緊

急の必要性」はないとして，送還部分の執行停止が認められなかったり，あるい

は，取り下げを勧告されたりする例があるとの情報も寄せられている。

しかしながら，訴訟係属中であっても送還の執行は可能であるので，仮放免の

延長が認められずに収容され,執行停止申立をする暇もなく直ちに国費送還され

ることも想定されることからぅ少なくとも何ら判断も示さないで取り下げを勧告

し，あるいは本案訴訟の判決まで執行停止決定をしないというのは，仮の救済制

度である執行停止制度の趣旨を没却する。

また地方裁判所が執行停止決定を判断しないことにより，法が定める上級審へ

の即時抗告という不服申立て(救済手段)の道を事実上,奪うこととなっている。

そこで，実態を把握するため，①ないし⑤のデータをご教示願いたい。

議題17－2東京地方裁判所における退去強制令書発付処分の取消訴訟（無効
確認訴訟）での当事者尋問｡証人尋問，審理回数について,

①平成28年及び平成29年における当事者尋問の申出件数

②上記①に対する採用件数，却下件数

③平成28年及び平成29年における証人尋問の申出件数

④上記③に対する採用件数，却下件数

⑤平均審理回数

⑥2回で結審した件数

を各ご教示願いたい。

（東京弁護士会提出）

【提案理由】

近年，退去強制令書発付処分の取消訴訟（無効確認訴訟）において， これが，

当該外国人が強制送還されるという重大な不利益を被る処分の適法性の審理で

あるにもかかわらず，当事者である当該外国人の供述などを直接聞かずに判決に
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至っている案件が報告されている。また，当該外国人の家族などの証人の供述を

直接聞かずに，判決に至ることも見受けられる。

しかしながら，強制送還によって家族が分断されたり，生活基盤を失ったりす

るなど，当該外国人が深刻な不利益を被ることからすれば,仮に事実関係につい

て被告が積極的に争っていない場合であっても，当事者やその家族など証人の供

述を法廷に顕出させる機会を安易に奪うべきはない。

そこで，実態を把握するため，①ないし⑥のデータをご教示願いたい。

議題18調査嘱託に対する回答拒否をする官公署に対し，裁判所としての働き

かけをしているのであれば，その事例を明らかにして頂きたい。

していないのであれば，今後，回答するように,裁判所から申し入れをす

べきであると考えるが， この点に関する裁判所の見解及び検討状況について

伺いたい。

（東京弁護士会提出）

【提案理由】

投資詐欺，原野商法，ネッﾄ取引等において，加害者の住所の特定が困難であ

ることがあるが，源泉徴収票に関して税務署，労災保険に関して労基署に調査嘱

託をしても，守秘義務を理由に，回答を拒否されることが多い。

しかしながら，裁判所が審理に必要であるとして，調査嘱託をしているのであ

るから，守秘義務を理由に一律に回答を拒否するのは,民事訴訟法が調査嘱託の
制度を認めたことと矛盾する。

特に，被告の住所の特定のための調査嘱託については，原告が裁判を受ける権

利を保障するために，被告の住所等を明らかにする方法を確保する必要がある｡

また，このことは，被告の住所が不明であるとして，公示送達により判決をされ

る場合と比較して，被告の手続保障にも資する。

調査嘱託を受けた官公署には,回答義務があるから，裁判所は，回答を拒否し

ている官公署に対して，回答するように積極的に働きかけを行うべきである。

そこで，調査嘱託に対する回答拒否をする官公署に対し，裁判所としての働き
かけをしているのであれば，その事例を明らかにして頂きたい。

また， していないのであれば，今後,回答するように，裁判所から働きかけを

すべきであると考えるが，この点に関する裁判所の見解及び検討状況について伺
いたい。

伊

（

I

の一

一

議題19 口座名義人の住所等につき，金融機関への調査嘱託の申立がされた場

合には，金融機関から回答があることがほとんどであると言ってよいにも

かかわらず，その申立を受けた裁判所が, 申立人（代理人)に対し， 「こ

の調査嘱託に対して’調査嘱託先が回答してくれるかどうか,事前に確認

しておくように｡」と対応する事例があるようだが， このような対応の是
非について，裁判所の見解を伺いたい。

（東京弁護士会提出）

【提案理由】

いわゆる特殊詐欺ないし悪徳詐欺商法の被害にあい,誤振込をしてしまった者
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が，振込先口座の名義人に対し，不当利得返還請求をする事案において，その前

提として， 口座名義人の住所等を把握すべく，当該口座開設金融機関を嘱託先と

する調査嘱託の申立をしたところ，裁判官が「この調査嘱託に対して，調査嘱託

先が回答してくれるかどうか，事前に確認しておくように。 」と対応した事例が

あったということである。

しかしながら， ．かかる調査嘱託に対して，金融機関から回答があることがほと

んどであると言ってよい。上記のような裁判官の対応に従うためには，金融機関

への問合せ書面を作成送付し，回答を得るまでの時間，そのための費用， 申立代

理人弁護士の労力が，余計にかかることになるが， これらは,本来，無用なもの
であると考えられる。

そこで，調査嘱託の申立に対する上記のような対応の是非について，裁判所の

見解を伺いたい。

議題20保管金提出書に振込口座名義人の住所を記載する欄があるが，削除し

て頂きたい。

（東京弁護士会提出）

【提案理由】

自己破産の予納金を提出する際に記入を求められる保管金提出者には,提出者

の住所,氏名等のほか，残金返還用の振込先口座の記載を求められ，その振込先

口座の表示として， 口座名義人の住所（当該口座開設金融機関に口座名義人が届

け出ている住所)も記載しなければならない様式となっている。

しかしながら，残金を返還する手続をする上で，返還先口座の口座名義人の住

所を,裁判所が把握する必要はなく，現行の様式は，不要な作業を保管金提出者

に強いるものである。

弁護士が，業務上，裁判所に保管金を提出する場合，提出者の住所は，事務所

の所在地を記入するが，返還先口座として記載する預り金口座について，金融機

関に届け出ている住所は，事務所所在地ではなく， 自宅の住所となっていること

が多いと思われる。この場合， 「口座名義人の住所を記載させる」ということは，
事務所所在地のほかに,職務とは無関係の弁護士の自宅住所を裁判所に明らかに

しなければならないということになるが， 自宅住所は，重要な個人情報であり,

必要もないのに明らかにさせることを求めることは許されないと考えられる。

そこで，保管金提出書の様式を改め，振込口座名義人の住所を記載する欄を削
除して頂きたい。

第5その他諸問題

議題21 裁判所及び検察庁における公益通報窓口設置状況について，

①裁判所及び検察庁における公益通報の窓口の有無

②公益通報窓口が設置されていない場合には，今後の設置予定について
③公益通報窓口が既に設置されている場合，その制度内容及び運用状況
を各ご教示願いたい。

（東京弁護士会提出）
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【提案理由】

東京弁護士会では，公益通報者保護法に基づき， 「会務及び職務に関する法令

違反行為の公益通報処理に関する規則」を作成し（別紙参照） ，東京弁護士会事

務局内に公益通報窓口を設置している。消費者庁における公益通報制度に関する

各種ガイドラインの策定や,内閣総理大臣の諮問を受けた内閣府消費者委員会に

設置された公益通報者保護専門調査会において,公益通報者保護法改正に向けた

検討を再開し「中間整理」が公表する等，近時，公益通報窓口の重要性は増して

いる。このような情勢にも鑑み,裁判所及び検察庁内の公益通報制度に関する現
況を伺いたい。

議題22東京地方裁判所及び東京高等裁判所における，市民的及び政治的権利

に関する国際規約（以下「自由権規約」という｡),の解釈と適用に関する専
門的訓練実施の有無，実施している場合はその対象者，頻度，内容を各ご

教示願いたい。

（東京弁護士会提出）

【提案理由】

平成26年8月の自由権規約委員会の総括所見C・主要な懸念事項と勧告の6

項において, 「委員会は，締約国によって批准された条約が国内法としての効力

を有していることは認められるものの,規約の下において保護される権利が裁判

所で適用されたケースが限られていることに懸念を有する（第2条)。

委員会は,前回の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5,para.7)を繰り返し，締約国に
対して，規約の適用と解釈が，下級審を含むすべての審級において，弁護士，裁
判官及び検察官に対する専門的訓練の中に組み入れられることが確保されるよ

う求めるb 」 との懸念が示されている。 ，

外国人の在留資格や難民に関する訴訟においては,自由権規約の適用が主張さ
れる事案も少なくないが，近時においても， 自由権規約に基づき保護されるべき

権利について，これを直接的に適用する裁判例が極めて限定的であり， 自由権規

約委員会の懸念事項が+分に払拭されているとは言い難い状況にあるとの情報
が寄せられている｡

自由権規約委員会の懸念を速やかに払拭するためにも，法曹三者が協力して適

切な専門的訓練を実施し,裁判において国際的水準に合致する自由権規約の適切
な解釈･適用がなされる環境を確保する施策を取ることが重要であると考えられ

る。

そこで； 自由権規約の適用と解釈にかかる専門的訓練の実施状況についてご教示
願いたい。

F

I

’

a，

~

議題23東京高等・地方・簡易合同庁舎におけるアスベストの飛散，エレベー

タシャフト内でのアスペスト検出について

①同建物内のアスベストの所在の現状,及び,今後の対策に関する検討を
するため，同建物内の工事等の段階でのアスベスト調査結果，工事作業
日報各種測定結果（写真を含む） ，設計図面の提供

②上記資料の検討や，今後の対策の検討のため，裁判所アスベスト検証対
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策協議会を法曹三者で設置すること

③協議会には弁護士会の推薦する専門家をメンバーに加え，現地立ち入り

調査も実施すること

について，裁判所の見解を伺いたい。

’また，上記建物以外の管轄内の裁判所管理の建物についても，上記と同様

に，アスベストの所在の現状,対策検討をし，順次無害化することについて，

裁判所の見解を伺いたい。

（東京弁護士会提出）

【提案理由】

過去安全と考えられて推奨されていたアスベストが裁判所に吹き付けられて

いることは,火災対策上致し方ないところもあるが，今や，閾値が無いとされる
アスベストは,全国でも，第三者委員会などによりタ徹底してリスク評価される

などしている。これまで,平成27年の東京高等裁判所のダクトシヤ.フトからの

アスベスト飛散,平成29-30年のエレベータシャフトでのアスベスト検出に

ついては，東京三弁護士会の質問に応じて，一定の図面や報告書を提出頂いたと

ころである。もつとも，矩計図，仕上げ表,ダクト図面，工事前のアスベスト調

査結果，工事中の作業日報工事時期以外の測定結果に関する写真つきの書類な

どが提出されていないため，当委員会で夏期合研などの勉強会を重ねたが，アス

ベストの現状について不透明な部分が残っている。これらアスベストの現状を知

るに貴重な資料の提出を求め,法曹三者が長時間利用する庁舎の安全を確認した

い。また，憲法上の裁判の公開のもとに，当事者のみならず傍聴人としての一般

市民・児童生徒が来庁される場所の安全を厳密に確保したい｡とりわけ，外国人

も多く来る場所であり，世界レベルの安全確保に至急努める必要がある。そのた

めに， まず，手元資料の十分な活用をする必要がある。

①の資料については，法曹三者でしっかりと検討する場が必要である。

とりわけ,同種資料を見慣れ,かつ，数々の現場で作業をし，業者を指導して

いる専門家の知見が不可欠であり，アスベストによる疾病で苦しむ多くの被害者

を目の当たりにした弁護士が推薦する専門家をメンバーにし,諸外国のアスベス

ト会議にも出席して，諸外国の吃ベルを熟知する彼らにより,現地立ち入り調査

をすることが解決と日本の司法制度に対する信頼を維持するために効果的であ

る。

管内でも裁判所管轄の建物の改修解体工事が予定されて,一部は進んでいると

のことであるが，東京高裁・地裁・簡裁合同庁舎と同様な危険があるので，同合

同庁舎と同じような，書類公開協議会，専門家参加を求める｡
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匿題m－諦責料11

多摩支部26－97

2015 (平成27)年3月20日
最高裁判所長官寺田逸郎殿

=京難会菫摩芙=ゞ■
第一臺護護壼会壼摩毫部■

JZ

第二東京弁護士会多摩支部

支部長増田径子一

東二京士也方言裁半皿戸斤工Z J1I支吾阪及て父東二京家庭
I

裁半【1両干立〃I支苦雁の二本こ庁=イヒを穿冥i乏めﾉる皇室≦皇書書

第1要望の趣旨

多摩地域の人口や取扱事件数に対応して多摩地域における法的サービスの充実

のために東京地方裁判所立川支部及び東京家庭裁判所立川支部を本庁にすること

を要望いたします｡

第2要望の理由

平成21年4月に東京地方裁判所八王子支部と東京家庭裁判所八王子支部が立

川に移転し、東京地方裁判所立ﾉil支部と東京家庭裁判所立川支部が設立されまし
た。

立川支部が管轄する多摩地域は、 30の自治体があり、人口は420方人を超
え、四国4県の人口に相当します｡.立川支部の取扱件数は、家庭裁判所では全国

4位であり、民事、刑事事件においても全国で10番以内の取扱件数を有する超

大規模支部となっています。

立川支部では、地方の本庁と同様に裁判員裁判や労働審判が行われているとと

もに、司法修習生が配属されている唯一の支部です。また、立川支部の建物の規

模は、地方の本庁を遙かに凌ぐものです。多摩地域の司法に関して､すでに本庁

と同様の責任が持たされているものと言うことができます。

しかし、支部であるために多摩地域の司法サービスを独自に検討するための人
事や予算の決定権がなく、全てが霞ヶ関にある本庁の決定に委ねなければならな

いことは、 ‘市民に対する司法サービスの観点から､極めて問題であると言わなけ

ればなりません。また、行政事件。簡裁控訴事件の管轄がなく､地家裁委員会が

ないという問題もあります。

・平成21年9月までに、東京都議会と多摩30自治体全議会において、本庁化

を求める意見書が採択され、最高裁、法務省等に送付されています。

そのため、多摩地域の法的サービスの充実化に責任を負う立場である東京三弁

護士会多摩支部として、地域市民の要望に応えるために、本要望を行う次第です。

以上

ｉ
、
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多摩支部26－97

2015 （平成27）年3月20日

法務大臣上川陽子殿

呂
東京弁護士会多摩支部

支部長露木肇

第一東京弁護士会多摩支部

支部長田中昭

■
第二東京弁護士会多摩支部

・支部長増田径

東京士也こち裁半IJ戸斤立ノIr支二音E‘及皇てJﾐ東京冒家展菫 ・

謁乞半唖戸斤エヱハI支音暦の二本こ庁=イヒ壱三更便乙らる皇室臺篁雲壽

第1要望の趣旨

多摩地域の人口や取扱事件数に対応して多摩地域における法的サービスの充実

のために東京地方裁判所立川支部及び東京家庭裁判所立川支部を本庁にすること

を要望いたします。

第2要望の理由

平成21年4月に東京地方裁判所八王子支部と東京家庭裁判所八王子支部が立

川に移転し、東京地方裁判所立川支部と東京家庭裁判所立川支部力､設立されまし

た。

立川支部が管轄する多摩地域は、 30の自治体があり、人口は420万人を超

え、四国4県の人口に相当します。立川支部の取扱件数は、家庭裁判所では全国

4位であい民事、刑事事件においても全国で10番以内の取扱件数を有する超

大規模支部となっています。

立川支部では、地方の本庁と同様に裁判員裁判や労働審判が行われているとと

もに、司法修習生が配属されている唯一の支部です。また､立川支部の建物の規

模は、地方の本庁を遙かに凌ぐものです。多摩地域の司法に関して、すでに本庁

と同様の責任が持たされているものと言うことができます。

． しかし、支部であるために多摩地域の司法サービスを独自に検討するための人

事や予算の決定権がなく、全てが霞ヶ関にある本庁の決定に委ねなければならな

いことは、市民に対する司法サービスの観点から、極めて問題であると言わなけ

ればなりません。また、行政事件・簡裁控訴事件の管轄がなく、地家裁委員会が

ないという問題もあります。

平成21年9月までに、東京都議会と多摩30自治体全議会において、本庁化
を求める意見書が採択され、最高裁、法務省等に送付されています。

そのため、多摩地域の法的サービスの充実化に責任を負う立場である東京三弁

護士会多摩支部として、地域市民の要望に応えるために、本要望を行う次第です。

以上



平成30年11月5日

東京高等裁判所

総務課庶務係御中

関東弁護士会連合会(担当事務局:■
T100-0013

千代田区霞が関1-1-3弁護士会館14階

TELO3-3581-3838 FAXO3-3581-0223

４
ｔ

平成S0年度「法曹連絡協議会」議題21添付資料のご送付

平素よりお世話になっております。

本年10月31日付で平成30年度法曹連絡協議会の議題をお届けいたしました

が，議題21の添付資料が漏れておりましたのでご送付申し上げます。

ご出席の先生方にお渡しいただきたく，お取り計らいの程よろしくお願い申し上げ

ます。

事務局様用に1部同封させていただきます。

お忙しい折お手数をお掛けいたしまして誠に恐縮に存じますが，何卒宜しくお願い

申し上げます。

（

期
憾
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露五二魑詞

に壼蕊曇丘。
○会務及び職務に関する法令違反行為の公益通報処理に関する規則

（平成20年7月30日制定）

（目的）

第1条この規則は、次条第2項に規定する通報者から行われる、東京弁護士会（以下「本会」

という。 ）の会務又は職務に関連して生じる法令違反行為に関する通報（以下単に「通報」

という。 ）の適正な処理の仕組みを定めることにより、法令違反行為の早期発見と是正を図

るとともに通報者に対し、通報を行ったことを理由として解雇その他の不利益取扱いをす

ることを禁止し、もって、本会における法令遵守をはかることを目的とする。

（定義）

第2条この規則において「勤務者」とは、雇用、嘱託（ただし、会員を除く。 ） 、出向、派遣、
業務委託その他勤務形態の如何を問わず本会に勤務する者をいう。

2この規貝ﾘにおいて「通報者」とは、本会の勤務者又は本会に勤務していた者であって第4項

に規定する通報対象事実が生じ、又は生じようとしている旨を通報する者をいう。

3この規則において｢会務」とは､次に掲げる活動をいう。

（1）本会の委員会、委員会の部会、小委員会、合同委員会、協議会その他これに準ずる会議

（以下「委員会等」という。 ）における委員、幹事その他これに準ずる地位（以下「委員

等」という。 ）としての活動及び委員会等が主催する講演、研修等の企画についての委員
等としての活動

②本会の法律相談センターが行う審査の活動

（3）本会の紛争解決センター及び住宅紛争審査会における審査､仲裁、あっせん等の活動

4この規則により通報の対象となる事実似下「通報対象事実」 というd )は、公益通報者保

護法（平成16年法律第122号）第2条第3項の通報対象事実のうち、次に掲げるものとする。
（1）会員の会務上の法令違反行為

②本会の会長､副会長､監事､常議員及び嘱託（ただし､会員に限る｡ ）のその職務に関
する法令違反行為

（3）勤務者の職務上の法令違反行為

（窓口）

第3条本会に通報の処理を担当する副会長（以下｢担当副会長」という。 ）を置くものとし、
担当副会長は、通報の処理全般の常務について統括する○

2担当副会長は、通報者からの通報を受け付ける窓口（以下「通報窓口」という。 ）を事務局
内に設置し、窓口は通報の処理全般に関する常務を行う。

樋報の方樹

第4条通報窓口の利用方法は、電子メール､書面又は面会によるものとする。
儲査）

第5条通報対象事実に関する調査は、通報を受けた担当副会長がこれを行う。ただし、担当副

会長において調査の必要性がないと判断し、調査を実施しない場合には、担当副会長は、そ
の旨及びその理由を速やかに会長に報告する。

2担当副会長は、調査チームを設置することができる。



3担当副会長は、速やかに調査を実施し、その結果を会長に報告する。

（揺力義務）

第6条勤務者は、担当副会長又は調査チームから通報対象事実の調査に協力を求められた場合

には、正当な理由がない限り、これを拒絶してはならない。

（是正措置等)

第7条調査の結果、通報対象事実が生じ、又は生じようとしていることが明らかになった場合

には、会長は、速やかに当該通報対象事実に対する是正措置及び再発防止措置を講じなけれ

ばならない。

（法令違反行為者に対する処置等）

第8条調査の結果、会員による通報対象事実が生じ、又は生じようとしていることが明らかに

なった場合には、会長は、当該会員について、必要に応じて、本会綱紀委員会に対し調査を

求める等の処置を講ずることができる。

2調査の結果、勤務者による通報対象事実が生じ、又は生じようとしていることが明らかにな

った場合には､会長は、当該勤務者について、必要に応じて、東京弁護士会職員就業規則に

従って処分を課す等の処置を講ずることができる。

（通報者等の保護）

第9条会長をはじめとする会員及び職員は、通報したこと又は調査に協力したことを理由とし

て、通報者及び調査に協力した勤務者(以下關査協力者」という。 ）に対して、いかなる

不利益取扱いも行ってはならない。

2会長は、通報者が通報したこと又は調査協力者が調査に協力したことを理由として、通報者

及び調査協力者の職場環境が謝上することのないように、適切な措置を講じなければならな

い｡また、通報者又は調査協力者に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者（通報者又

は調査協力者の上司、同僚等を含む。）があった場合には、会長は、必要に応じて、その者

が会員であるときは、弁護士法及び本会会則に従って処置を講ずることができ､その者が勤

務者であるときは、東京弁護士会職員就業規則に従って処分を課すことができる。

個人情報の保護）

第'0条この規則で定める業務に携わる者は､通報された内容及び調査で得られた個人情報を

開示してはならない。

（通知）

第11条会長は、通報者に対して、調査結果並びに本会が講じた是正措置及び処置等について、

通報対象者（その者が通報対象事実を行い、又は行おうとしているとして通報された者をい

う。 ）のプライバシーに配慮しつつ、遅滞なく通知しなければならない。

2第5条第1項ただし書により調査を実施しないときは、会長は、通報者に対して、その旨及

びその理由を遅滞なく通知しなければならない。

（不正の目的）

第'2条不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で行われた通報

の通報者については、第9条の規定は適用しない。



（代行規定）

第13条会長が当事者又は関係者である事案については、この規則で定める会長の権限は、会

則第45条第3項に規定する順序により副会長がこれを代行する。

2担当副会長が当事者又は関係者である事実については、この規則で定める担当副会長の権限

は、他の副会長が、前項に規定する順序により、最も先順位の者から、これを代行する。

（細貝I）

第14条この規則を実施する上で必要な事項については、細則で定めることができる。

附則

この規則は、 日本弁護士連合会の承認を得て、公示した日 （平成20年8月20日）から施行す

る。

｛
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送信先:東京高等裁判所総務課庶務係伊藤様
｡＄〃
｡●

『品

蕊●‐： Zz84●
閣東弁霞士会適合会
…血吋－㎡唖グー昌丙･言

送信元:関東弁護士会連合会 （担当■
zlEL:03-3581-3838/FnX:03-3581-0223

mmailg■■■■■■■■
送信日 2018年12月3日

「

送信枚数

件名 軍』 ： ；.， ‘幸

日頃より，お世話になっております。

さて,先ほどお問い合わせいただきました標記の件につきましてi出席者名簿，席
図をお送りいたしますので，ご査収，ご確認ください。

ご不明な点等ございましたら，お問い合わせ下さい。

どうぞよろしくお願い申し上げます。／
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S.弁護士会関係

①関東弁護士会連合会
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長野県弁護士会
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溌題1 （大規模自然災害対策の取り組みの実施状況）

東京高裁管内の裁判所，検察庁そして弁護士会等における喫緊の課題で

ある首都直下地震，また南海トラフ巨大地震等の大規模自然災害発生時の

対応を検討,準備するにあたり，以下の点について各ご教示いただきたい。

1 （裁判所）

（1）本年,大規模な災害を被った大阪,札幌等の地域の裁判所に対して，

①当該裁判所（支部等を含む｡）が業務についてどのような対応（期日

取り消し，そのための当事者への連絡,その他管理業務等）を決められ

たか,②実際にどのような対応状況であったか(個々の裁判体が個々に

判断されたのか,統一的な取扱いがなされることはなかったか｡),③職

員の出勤状況はどのようなものであったか，④職員の退勤指示等はど

のように実施されたか,⑤関係機関（弁護士会,法律事務所,検察庁，

法テラス等)に対する連携,連絡の実施の状況はどのようなものであっ

たか,⑥それらを実施するに際しての気付き,課題等はどのようなもの

であるか，について照会・確認をされたか｡

（之） （1）において照会・確認を実施したと回答される蛎合，その概要を

ご教示ください。

(S) (1)において照会。確認を実施していないと回答される場合、その

理由，及び今後確霊する意向があるかどうかをご教示ください。

2 （検察庁）

（1）本年,大規模な災害を被った大阪,札幌等の地域の検察庁に対して，

①当該検察庁(支部等を含む｡)が業務についてどのような対応(取り

調べ（身柄・在宅）の延期，そのための当事者への連絡，その他管理業

務等）を決められたか,②実際にどのような対応状況であったか,③職

員の出勤状況はどのようなものであったか，④職員の退勤指示等はど

、のように実施されたか,⑤関係機関（裁判所,弁護士会,法律事務所，

法テラス等)に対する連携,連絡の実施の状況はどのようなものであっ

たか,⑥それらを実施するに際しての気付き,課題等はどのようなもの

であるか，について照会・確認をされたか。

（2） （1）において照会・確認を実施したと回答される場合，その概要を

ご教示ください。

(3) (1)において照会・確認を実施していないと回答される場合，その
理由，及び今後確蕊する意向があるかどうかをご教示ください。
S (裁判所，検察庁）東京三弁薩士会が東京高裁，東京地裁，東京家庭裁

判所,東京高検.東京地検.そして法テラス東京が大規模災害時の対応に
ついてここ数年にわたり継続して協譲会を開催していること，茨城県弁

瞳士会が水戸地裁，水戸地検と大規模災害時における対応について協畿

を開始していると伺っている。これらの取り組みは災害時対応に極めて

有効なことと思料されるが,現在も弁瞳士会員は事務所の所在地の管轄

裁判所だけでなく都県を跨いで裁判等の業務をしており，また，今後，大

規模災害は広域的な被災が想定されるため,地裁管内での協議では効果
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的な取り組みが困難なことも想定される（大阪高裁管内では各裁判所の

期日取り消しの広報･連絡体制にばらつきがあったと伺っている｡)。そこ‘

で,東京高裁管内という広域的な災害対応(裁判業務の期昌取り消し等の

統一的対応,移送等の方針検討等)を検討するため，年に1度の頻度（で

きれば年度初め)で協譲会を開催することを当連合会が東京高裁,東京高

検に呼びかけた場合，これに応じて参加いただけるか。また，裁判所，検

察庁側から同様の提案をされる意向はあるか。

（関弁連災害対策協議会PT提出）

【回答案】

1－(1)， (2)について

公式照会・確認は行っていないが，事実上当日の実情について概括的に情報を得

ています。例えば，大阪の発災の際に職員の出勤がままならない中で， どのように

対応したかなどについてであります。

1－(3)について

当庁における対応の参考となる事項について，今後，必要に応じて個別に確認す

ることは考えられます。

3について

裁判所として,協議会に参加することは差し支えないが,裁判の事件処理は,個々

の裁判体の判断事項であることに加え,管内各庁はそれぞれの庁で定めた業務継続

計画に基づいて対応を行うこと,各庁の被害状況や程度を一律に想定することは，

地域性の違いも考慮すると，困難であることに照らすと，何らかの統一的な対応を

あらかじめ決めておくことが容易ではないことはご理解いただきたいと存じます。

一方で，大規模災害に備えて，地家裁管内単位で裁判所，検察庁，弁護士会，法

テラスにおいて情報交換を行い，連携を構築しておく必要性は高いと考えており，

高裁としても事務打合せ等において，管内各庁にも伝えているところです。
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識題2東京高裁管内の裁判所及び検察庁における男女共同参画の具体的取り組

み及びその成果と問題点，今後の課題等をご教示いただきたい。

（関弁連男女共同参画及び両性の平等推進に関する委員会提出）

【回答案】

裁判所では，国全体の積極的な取組として， 「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律」により数値目標の設定を含む特定事業主行動計画の

策定が義務付けられたことに伴い,裁判所特定事業主行動計画を策定‘公表

しています。裁判所においては女性の採用比率が5割を超え，全職員に占め

る女性割合が増加しつつあることもあり，今後，組織活力を維持・向上する

ためには，女性の活躍の推進に取り組み，多様な人材を活かす方策を進める

ことが不可欠であると考えており，そのためには行動計画に基づく取組を進

めていく必要があると考えています6

具体的な取組状況については, :行動計画に基づいて定期的に公表している

ところですが，大きく，①採用②登用③長時間勤務の是正等男女双方の働

き方改革④家事・子育てや介護をしながら活躍できる職場環境の整備に分

けて御説明します。

まず「採用」については,裁判官についてはこれまでも男女を問わず裁判

官として相応しい者についてできる限り任官してもらいたいと考えており，

実際，そのようなものが判事補に採用されてきておりますoまた，一般職に

ついても，男女の偏りなく，募集パンフレットへの掲載や業務説明会等への

派遣を行うなど,きめ細やかな実効性のある広報活動等を推進しています。

続いて「登用」については，裁判官については登用という概念が馴染みに

くいが，一般職については，女性職員の職域拡大，計画的な育成等のために，

研修や試験の実施に当たって，育児等の家庭事情を抱える女性職員等も参加又

は受験しやすいよう配慮をしたり，幹部職員から，各種研修や事務打合せ等の

機会を通じ，裁判官及び管理職員を始めとする全ての職員に対し，女性職員の

活躍に向けた取組の重要性等について意識啓発を行っています。さらに，採用

間もないころから継続的に，各種研修等において，先輩職員の活躍状況や経験

談等を紹介する機会を設けたりしています。

次に｢長時間勤務の是正等男女双方の働き方改革」 としては，各職場が実

情に応じて， ワーク・ライフ・バランスに関するDVDの上映会の開催を行

ったほか，職場ミーティング等を行うなどしたり，職場の実情に応じた事務

の簡素化・合理化に取り組むなど，働き方改革に向けた各種取組を推進して

います。また， フレックスタイム制等の制度について，研修等の機会に管理

職員や人事担当者の理解を深めたり， ハンドブックを整備したりすることで

職員への周知を図るなど，育児や介護の事情により時間制約のある職員が，

その状況に応じて柔軟な働き方ができるよう職場環境の整備に努めていま

す。

最後に「家事･子育てや介護をしながら活躍できる職場環境の整備」 とし

ては，策定した「チャイルドプラン」を活用し，育児休業，配偶者出産休

暇，育児参加休暇の取得を促進したり，裁判官・職員に向けて,両立支援制
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度に関するハンドブックを，改定ないし新規に整備し，管理職員等を通じて

各制度の周知及び利用を促すよう態勢を整えています。また，育児休業中に

職務関連情報を提供したり，復帰時に研修等を実施するなど，育児休業を取

得した裁判官。職員の円滑な復帰に向けたフォローアップ態勢の充実に努め

ています。

ワーク・ライフ・バランスの実現は，裁判所全体の目標であり，東京高裁及

びその管内においてもこれに資する取組を行ってきたところでありますが，今

後も継続的に，更にきめ細やかな取組を行っていく必要があると考えていま

す。

＝
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騒題S民事・家事調停官制度の拡充について

(栃木県弁護士会提出）

【回答案】

民事調停官及び家事調停官制度については，提案理由にあるとおりの目的

から創設され，その目的を踏まえ， ‘徐々に導入庁を拡大してきたところで

す。

「民事調停官及び家事調停官の勤務する裁判所は,最高裁判所が指定する｡」

(民事調停官及び家事調停官規則第2条）と規定されており，どの庁にどれだけ

の調停官を配置するかについては，各庁の事件数の動向や事件処理状況等を踏

まえて，全国的な見地から，最高裁判所において決定しています。東京高裁と

しては，各庁の事件数の動向や事件処理状況等に目配りをし，適時に最高裁

に情報提供するよう努めておりますが，最高裁の検討状況について，回答す

べき立場にないことは御理解ください。

今後も， これまで同様，各地家裁とともに，各庁の事件処理状況等にきめ細

かく目配りしつつ，最高裁に適切に情報提供をしていきたいと考えております。
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議題4地域司法の充実の観点から，いわゆる支部問題がこのIT.化の実現にど
のような影響を及ぼすのかについて

(神奈川県弁醗士会提出）

【回答案】

民事訴訟手続のIT化については，内閣官房に設置された「裁判手続等のI

T化検討会｣により，本年春にその検討結果が取りまとめられ公表されて以降，
7月には商事法務研究会に「民事裁判手続等IT化研究会」が立ち上げられ，
同研究会には最高裁も関係省庁として参加しています｡現在,裁判所としては，
本研究会における議論等を踏まえてIT化への検討を進めているところでは

ありますが，当面の間は，各庁に設置されたIT化について検討を行う検討体
(PT)を中心として， ウエブ会議の利用による争点整理など，現行法の枠組
みの中で可能な方策を検討しつつ，法整備に向けた検討に対応していく予定で
あります。

また，今後において, IT化が進展したとしても地域に対して充実した司法
サービスを提供する必要性はなお高いものがあると認識しており，今後におい

てもそのような観点を踏まえた検討が行われていくものと考えています。
現在,弁護士会にはウェブ会議を活用した模擬裁判の実施などにつき御協力
をいただいているところでありますが，裁判所が民事訴訟手続のIT化を具体
的に実現していくに当たっては,弁護士会の協力は必要不可欠なものと考えて
います。これまでの御協力に感謝するとともに引き続き御協力をお願いします。

）
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識題s静岡地方裁判所沼津支部における労働審判の早期実施を要望していただ

きたい。

（静岡県弁餓士会提出）

【回答案】

昨年もお答えしましたが,支部において労働審判事件を取り扱うかどうかに

ついては，当該支部で労働審判事件を取り扱うとした場合に予想される事件数

の見通しや，地裁本庁への移動に要する時間等の利便性を基本としつつ，各庁

の労働審判事件の運用状況や事件処理態勢,労働審判員の安定的な確保を含め

た地域的な事情も総合的に勘案して，最終的には各地方裁判所において,地方

裁判所及び家庭裁判所支部設置規貝1第3条1項の規定に基づく裁判官会議の

議決により定めているものです。また， これらの判断や態勢整備をするには，

全国的な状況を踏まえる必要があることから，上級庁においても検討がされる

べきものです｡

お尋ねの静岡地裁沼津支部についてはｩ先ほど述べた考慮要素を総合的に検

討した結果,平成29年4月以降これまでの間，取扱庁とはされなかったもの
と理解しています。

なお，労働審判事件を支部で取り扱うかは，各庁の労働審判事件の運用状況

等によるところですので，東京高裁としては， これまで同様，各庁の運用状況
を注視し，上級庁には必要な情報を提供していきたいと考えています。

』
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溌題6－1 静岡家庭裁判所島田出張所に常駐の裁判官及び調査官を配置してい

ただきたい。

（静岡県弁儀士会提出）

【回答案】

【総論】

裁判官の配置については，各庁の事件数の動向や事件処理状況等を踏ま

えて，全国的な見地から，最高裁において適切に行われていると認識して

います。

また，家庭裁判所調査官の配置についても，業務量に見合った適正な人
の

配置の在り方を全国的な視点で考えていく必要があり，家庭裁判所調査官

’が関与する事件の事件数が少ない裁判所においては，近隣の庁に配置され

ている家庭裁判所調査官がてん補して事件を担当する態勢を執っていると

ころです。 ’

【裁判官】

島田出張所においては，裁判官については， 1名の裁判官が週4日出向

いて執務を行う態勢を執っています。裁判官のてん補態勢については，平

成27年までは週3日であったところ，平成28年から週4日執務を行う
態勢へと充実が図られております｡

【調査官】

家庭裁判所調査官については,静岡家裁本庁の家庭裁判所調査官が週3

日 （水・木・金)必ずてん補しており,期日立会の必要に応じて，最大3

名の家庭裁判所調査官がてん補して事件を担当する態勢を執っています。

また，事件処理の必要に応じて週4日てん補することもあります。

東京高裁としては， 引き続き静岡家裁とともに，事件処理状況等にきめ

細かく目配りしつつ，最高裁にも適切に情報提供していきたいと考えてお

り，今後も， これまで同様，適正かつ迅速な事件処理の実現に向け，必要

に応じた執務態勢の整備に取り組んでいきたいと考えています。

I
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議題6－2長野家庭裁判所佐久支部にi常駐の家庭裁判所調査官を配置して頂
きたい。

（長野県弁膜士会提出）

【回答案】

（先程も申し上げたとおり，）家庭裁判所調査官の配置については，業

務量に見合った適正な人の配置の在り方を全国的な視点で考えていく

必要があり，家庭裁判所調査官が関与する事件の事件数が少ない裁判所

においては，近隣の庁に配置されている家庭裁判所調査官がてん補して

事件を担当する態勢をとっているところです。

長野家裁佐久支部においては，少年事件を取り扱っておらず， また，

上田支部からの交通の便がよいため，家事事件で調査が必要な事件につ

いては，上田支部の家庭裁判所調査官がてん補して事件を担当していま

すb佐久支部における調停期日は週2回（水・金） としているところ，ほ

ぽ両日とも，最低でも1名の上田支部の家庭裁判所調査官がてん補して

事件を担当する態勢を執っています。また，事件処理の必要に応じて週

2日以上てん補することもあります。

なお，長野県内に配置されている家庭裁判所調査官の数は，長野家裁

本庁が6人，上田支部が5人，松本支部が4人，諏訪支部が1人，飯田

支部が2人，伊那支部が2人です。

東京高裁としては， 引き続き長野家裁とともに,事件処理状況等にき

め細かく目配りしつつ，最高裁にも適切に情報提供していきたいと考え

ております。
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識題6－s長野家庭裁判所佐久支部において，少年審判を取り扱って頂きたい。

（長野県弁薩士会提出）

【回答案】

支部において少年保護事件を取り扱うかどうかは，地方裁判所及び家庭裁

判所支部設置規則3条に基づき，当該支部の管轄区域の事件動向や諸事情な

どを勘案して，家庭裁判所の裁判官会議において定められるものであり， ま

た，全国的な状況を踏まえる必要もあることから，上級庁においても検討が

されるべき事柄です。

上田支部において，本庁の新受事件数を上回る年があること，佐久支部の

管轄地域が広大であり，地域によっては上田支部に赴くのに相当の時間を要
することは承知しておりますが,支部において少年事件を取扱うかどうかは，

事件数や交通事情のみで定まるものではなく，前記事情を総合的に勘案して

定められているものであり，そうじた事情を考慮して，同支部において，少

年事件は取り扱わないこととしていると承知しています。

昨年度も同様の協議問題が提出され，その結果については，最高裁に対し

ても情報提供しているところであり，裁判所としても，適正迅速な裁判の実

現のため，審理の充実を図ることは重要であると考えていることから， 引き

続き，態勢面や運用面を含めて不断の検討，努力を続けていきたいと考えて

おります。
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議題6－4 （さいたま地方裁判所秩父支部等における裁判官の常駐）

東京高等裁判所管内の，さいたま地方裁判所｡さいたま家庭裁判所秩父支

部，前橋地方裁判所･前橋家庭裁判所沼田支部，千葉地方裁判所・千葉家庭

裁判所館山支部同佐原支部,水戸地方裁判所｡水戸家庭裁判所麻生支部に
は裁判官が常駐していない。

以上に対する東京高等裁判所の見解は，概ね，最高裁判所の決定事項で

あること，裁判所も国の予算で運営される公的な機関であって，業務量に見

合った配置をする必要があること，各地方｡家庭裁判所において適宜決定し

ており，最高裁判所にも適切に情報提供して取り組んでまいりたいという

回答をいただいたが,それ以上の具体的な見解については,回答をいただい

ていない。

そこで， さらに以下のとおり質問する。

（1）裁判所は，支部等の裁判官の配置について，どのような見解をとって
いるのか，その見解を実現させるために，いつまでにどのようなことを

行うと考えているのかを伺いたい。

（2）最高裁判所が決定するにあたっては各地方・家庭裁判所からの事件処

理状況等の情報提供が必要不可欠であるが,各地方･家庭裁判所からは，

最高裁判所に対し，いつ‘ どのような情報を提供しているのか， (各地

方・家庭裁判所ごとに）回答を伺いたい。

また，各地方。家庭裁判所は，情報提供とともに見解を述べているの

か（各地方。家庭裁判所ごとに）を伺いたい。

見解を述べている場合は， （各地方・家庭裁判所ごとに）内容とその
理由を伺いたい。

見解を述べていない場合は， （各地方・家庭裁判所ごとに）その理由

を伺いたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）

【回答案】

裁判所法31条2項には「最高裁判所は， 、 ･ ･支部に勤務する裁判官を定め

る｡」 と規定されており， どの支部にどれだけの裁判官を配置するかについて

は，各庁の事件数の動向や事件処理状況等を踏まえて，全国的な見地から，最

高裁判所において決定しています。東京高裁としては，各庁の事件数の動向
や事件処理状況等に目配りをし，適時に最高裁に情報提供するよう努めてお

りますが，最高裁及び地家裁の各見解や検討状況について，回答すべき立場

にないことは御理解ください6
なお，上記の事件状況等を踏まえ，静岡地家裁掛川支部においては平成30

年度から常駐の裁判官1名が執務を行う態勢に変更になりました。

今後も， これまで同様，各地家裁とともに，各支部の事件処理状況等にき
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め細かく目配りしつつ，最高裁にも適切に情報提供をしていきたいと考えて

おります。
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議題フ （千葉県における地方裁判所及び憲庭裁判所支部の新設）

市川簡易裁判所と千葉家庭裁判所市川出張所の管鞘区域に地方裁判所と

家庭裁判所支部を新設するとともに，特に寒庭裁判所の増員について以下
の質問に御回答いただきたい。

市川簡易裁判所での裁判官数はS名とのことであるが，かかる裁判官数
において，係属事件の遅滞ない処理がされているか。

千葉家庭裁判所市川出張所の裁判官の填補の状況は,－曰平均何名か｡家

庭裁判所鯛査官は,常駐しているか｡現在の事件処理状況に遅滞等の支障は

ないか。

今後,裁判官の増員の予定はあるか｡増員の基礎摘報として，東京嵩等裁

判所は,最高裁判所に市川簡易裁判所,千葉家庭裁判所市川出張所の事件処

理状況をいかなる頻度，内容により楕報提供しているか。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）

【回答案】

市川簡易裁判所においては，現在の事件処理に特段の支障は生じていない

と認識しています｡

また，千葉家庭裁判所市川出張所においては，事件動向等を踏まえて，現

在は常時2名の裁判官が執務を行うのに加え，本庁の裁判官が週2回てん補

して執務を行う態勢を執っています。また，家庭裁判所調査官については，

常時執務を行う調査官を本年4月に5名から6名に増加させ，事件処理態

勢の充実を図っております。このような態勢となっていることから，現在

の事件処理に特段の支障は生じていないと認識しています。

裁判官の増員については，各庁の事件数の動向や事件処理状況等を踏ま

えて,全国的な見地から，最高裁において適切に行われていると認識して

います｡東京高裁としては，市川簡裁及び千葉家庭裁判所市川出張所の事
件処理状況等に関する統計数値等を，随時最高裁に情報提供しています。

今後も， これまで同様，適正かつ迅速な事件処理の実現に向け，必要に

応じた執務態勢の整備に取り組んでいきたいと考えています。
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臓題8－1－1 藤沢簡易裁判所，厚木簡易裁判所への家庭裁判所出張所併設に
ついて

（神奈川県弁護士会提出）

議題8－1－2 （神奈川県における家庭裁判所出張所の新設）

神奈川県弁護士会は2013年， 「神奈川司法計画2013」において，

神奈川県内にある藤沢簡易裁判所,厚木簡易裁判所,平塚簡易裁判所に横浜

家庭裁判所出張所を併設し,横浜市北部と川崎市北部にそれぞれ,横浜家庭
裁判所出張所を新設することを提案している。

昨年度の東京高等裁判所事務局長の御回答において，かかる要望を最高

裁判所に伝えるとの見解が示されたが，いつ，どのような形式において，東

京高等裁判所より最高裁判所に要望が伝えられたか御教示いただきたい。

また，東京高等裁判所は，藤沢簡易裁判所，厚木簡易裁判所，平塚簡易裁

判所における家事事件の需要についての調査を実施する意向はあるのか御

教示いただきたい。

さらに，藤沢,厚木，平塚の關停協会が行っている無料相談会における家

事事件の相談が全体に占めている割合の過去5年間の推移について，東京

高等裁判所は，調査する意向があるか御教示いただきたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）

【8－1－1及び8－1－2回答案】

この議題については,従前から出題されており，提案理由にあるとおり，

管内人口や成年後見事件等の事件数が全国的には増加傾向にあるという点

については，東京高裁としても十分に認識しているところであり，今後も

これまで同様，適正かつ迅速な事件処理の実現に向け，必要に応じた執務

態勢の整備に取り組んでいきたいと考えています。

家庭裁判所出張所の設置は，最高裁判所規則（家庭裁判所出張所設置規

則1条）により定められるものであり，最高裁において，検討されるべき問

題であることから， 関東弁護士会連合会及び神奈川県弁護士会からこのよ

うな意見があったということは，昨年度も本協議会開催の頃に最高裁に伝

えましたが，今年度も改めて最高裁に伝えます。

藤沢，厚木，平塚の各簡裁におけ‘る家事事件の需要については，家庭内で

紛争があるかどうか， あるとしたらどのような解決方法を望むかはそれぞ

れであり，家庭裁判所における解決に限られないため，裁判所が調査する

ことは困難であると考えています。 したがって，現時点では調査の予定は

ありません。また，藤沢，厚木及び平塚の調停協会が行っている調停相談会

において，家事事件関連の相談が全体に占めている割合の過去5年間の推

移について，調査の予定はありません。
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人口推移（神奈川県ホームページより）
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議題B-2 (家庭裁判所出張所における出張事件処理について）

新潟家庭裁判所村上出張所･同南魚沼出張所・同柏崎出張所・同糸魚川出
張所の各出張所にて，出張事件処理を行いつつある。

昨年度‘裁判所の見解を伺ったところ，出袈審判や出張鯛停を行うか否か
という点は裁判官又は調停委員会の判断によるものであること，その判断

基準はこの場で回答する性質のものではないとの回答をいただいている
が，それ以上の裁判所の具体的な見解については，回答をいただいていな
い。

そこで,改めて，裁判所は，出張事件処理について，どのような見解をと
っているのか，その見解を実現させるために，具体的に，いつまでに，どの
ようなことを行うと考えているのかを伺いたい。

また，上記新潟家庭裁判所各出張所,前橋家庭裁判所中之条出張所,長野
家庭裁判所木曽福島出張所,同大町出張所,同飯山出張所において平成29
年度及び平成SO年度(集計されているところまで)の各出張事件処理が行
われた件数について， （各出張所ごとに）伺いたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）
【回答案】

昨年もお答えしましたが，家庭裁判所出張所設置規則第2条には， 「各家庭
裁判所において取り扱う事務を一部に限ることができる」旨規定されており，
新潟家裁は，ご指摘の各出張所について，家事事件の受付及び裁判官又は調停
委員会の判断により出張審判又は出張調停の事務を取り扱うこととしていま

す。出張審判や出張調停を行うか否かは,裁判官又は調停委員会の判断による

ものであり，その判断基準はお答えできる性質のものではありませんが，一般
的には，事案の性質や当事者の意向等を考慮していると思われます。
また，お尋ねの出張所の事件処理件数は次のとおりです（以下の各出張所の
事件処理数を回答)。なお，いずれも司法年度を基準とした各庁の自庁統計で
あり,平成30年は1月から10月までの数値となります。

東京高裁としては,今後とも，各出張所の実情や管轄する地域の状況の変化
等に注視していきたいと考えています。

【新潟家裁分】

村上出張所平成30年1件，柏崎出張所平成30年1件，糸魚川出張所
平成29年2件

その余はいずれも出張事件処理なし6

【前橋家裁分】

中之条出張所平成29年4件，平成30年2件

【長野家裁分】

飯山出張所平成29年4件，平成30年1件，大町出張所平成29年72
件，平成30年44件，木曽福島出張所平成29年25件，平成30年14件
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議題S－S地域司法サービスの充実化の観点から，地域に密着した裁判所であ
る簡易裁判所に家裁の出張所を併設する等して，家事鯛停を現在の簡
裁の施設を利用して実施できるようにすることについて，裁判所の見
解と検討状況を伺いたい（特に，家裁立川支部においては，町田簡裁
の所在堪所での家事鯛停を実現されたい） 。

（東京弁霞士会提出）
【回答案】

従前から申し上げているとおり，家裁出張所の設置は，最高裁判所規則
(家庭裁判所出張所設置規則'条）により定められるものであり，最高裁に
おいて検討されるべき問題であることから，最高裁の見解や検討状況を回答
すべき立場にないことはご理解ください。東京弁護士会からこのような意見
があったということは，改めて最高裁に伝えます。

溌題B－4家庭裁判所出張所における出張調停の実施促進と成年後見制度の利
用の促進に関する法律制定にともなう出張所機能のさらなる拡充につ
いて

（新潟県弁篭士会提出）
【回答案】

成年後見制度の利用促進については，ご指摘のとおり，平成28年5月に成
年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され,平成29年3月に成年後見
制度利用促進基本計画が閣議決定されたことから,裁判所としても,最高裁を
中心に，①利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善，②権利擁護支援
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の地域連携ネットワーク作り，③不正防止の徹底と利用しやすさとの調和を図

ることを3本の大きな柱として,様々な観点から，関係機関自治体及び関係

団体との間で協議等を行っているところであります｡お尋ねの成年後見制度の

利用の促進のために各家庭裁判所出張所の機能の拡充がどの程度必要である

か等についても,各家裁において，関係自治体や関係団体との間で協議等がな

されていく!ものと考えています｡東京高裁としては，こうした各家裁と関係自
治体や関係団体との協議の状況等を踏まえ,態勢整備に必要な検討事項等があ

れば，それらについて検討をしていくとともに，上級庁には必要な情報を提供

していきたいと考えています。

なお，先ほどお答えしたとおり，各出張所においてどのような事務を取・り扱

うかは各家裁において決められ，また，具体的な事件について，出張調停をど

のように行うかについては，裁判官又は調停委員会の判断によるものであり，

東京高裁として，その判断基準等はお答えできる性質のものではないというこ

とは， ご理解願います。
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溌題9－1 成年後見制度の利用の促進に関する法律制定に伴う体制強化につい

て，特に中核機関の設置が難航すると思われる司法過疎地などにおいては，
個別具体的な取り組みが必要になってくると思われるが， どのような体制

作りをしているか。また，今後，同法の趣旨を実現するためにどのような方
策を検討しているか，ご教示頂きたい。

（関弁連弁護士偏在問題対策委員会提出）
【回答案】

成年後見制度の利用促進については，裁判所としても，最高裁を中心に，①

利用者がメリットを実感できる制度。運用の改善，②権利擁護支援の地域連携
ネットワーク作り，③不正防止の徹底と利用しやすさとの調和を図ることを3

本の柱として，様々な観点から，関係機関自治体及び関係団体との間で協議

等を行っているところであります｡お尋ねの司法過疎地などにおける利用促進

については，個別具体的な取組を行っていくことが重要であり，今後も引き続

き，中核機関の設置｡機能充実に向けて各家庭裁判所と自治体との間で具体的

にどのように連携を強化していくかなど,利用促進に向けた体制強化等につい

て,各家裁と関係自治体や関係団体等の間で協議がされていくものと考えてい
ます。東京高裁としては，こうした各家裁と関係自治体や関係団体との協議の

状況等を踏まえ，態勢整備に必要な検討事項等があれば，それらについて検討
をしていくとともに,上級庁には必要な情報を提供していきたいと考えていま
す。

識題g－2東京高等裁判所管内の成年後見,保佐,補助の過去5年間の申立につ

き,各盲治体ごとの申立件数及び,後見人等に選任された者の属性(弁謹士，
司法啓士,社会福祉士，その他の専門職，親族，市民後見人，その他）ごと
の人数について御教示いただきたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）
【回答案】

東京高裁では， 「成年後見，保佐，補助の申立についての， 自治体ごとの申

立件数及び後見人等に選任された者の属性（弁護士，司法書士，社会福祉士，
その他の専門職親族，市民後見人，その他）ごとの人数についての統計」を

とっていないので,お答えすることはできません。なお，各家裁においては，

各自治体からの要請等に応じる形で， 自庁統計等を基に,可能な範囲で，要請
内容に応じた統計に関する資料を作成し，情報提供している場合があると聞い
ています。
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I

溌題10-1横浜地方裁判所相模原支部における合溌事件の取り扱いについて

（神奈川県弁溌士会提出）

溌題10-2 (横浜地方裁判所相模原支部）

横浜地方裁判所相模原支部において，民事。刑事の合溌事件を取り扱う

ことに関する裁判所の見解,特に同支部において合議制を導入できない具体

的な障害がどこにあるのかを，横浜地方裁判所横須賀支部との対比におい
て，管轄人口,新受件数，裁判官数，本庁からの距離・時間などの具体的な

観点から，伺いたい。

また，今後，合艤事件を取り扱うことへどのような対応をすればよいか御

教授いただきたい。

なお，昨年まで横浜地方裁判所相模原支部において合艤事件を取り扱うよ

う要望していたことを，最高裁判所及び横浜地方・家庭裁判所にお伝えして

いただいていると思われるが，具体的にどのような対応がなされたのかをお

伺いしたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）

【10-1及び10-2回答案】

この議題についても,例年出題していただいているところですが,合議事件を

地方裁判所の支部で取り扱うかどうかは,最高裁判所規則(地方裁判所及び家

庭裁判所支部設置規則第3条)に基づき，当該支部の事件の係属状況や最寄り

の合議事件取扱庁までの交通事情などを総合的に勘案して,各地家裁が決定

するものであり,また,全国的な状況を踏まえる必要もあることから,上級庁にお

いても検討がされるべき事柄です。

ご指摘の横須賀支部で合議制を導入しているのに,相模原支部で導入してい

ないことの理由についてですが,横須賀支部を合議取扱支部とした経緯につい

ては承知していませんがｳさきに述べたとおり横浜地家裁においては相模原支

部の事件の係属状況や最寄りの合議取扱庁までの交通事情などを総合的に勘

案した上で,相模原支部では合議事件を取り扱わないこととしているものと承知

しております。

本件については,最高裁や横浜地家裁に対して,各種協議会や事務打合せ

の場などで伝えているところですが,本件に関する最高裁や横浜地裁の具体的

な検討状況については,把握しておりません。

今回も御要望があったことは,最高裁及び横浜地裁に改めて伝えたいと考え

ております｡裁判所としても,適正迅速な裁判の実現のため審理の充実を図るこ
とは重要であると考えており,今後とも,態勢面や運用面を含めて不断の検討，

努力を続けていきたいと考えております｡
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騒題11－1 （東京地方裁判所・家庭裁判所立川支部の本庁化）

東京地方裁判所･東京家庭裁判所立川支部を独立した地方裁判所.家庭裁
判所本庁とするのが妥当と考えている。

裁判所の溌論及び取り組み状況について，東京高等裁判所の回答は，従
前概ね，裁判所の本庁の設置は立法政策の問題であること,裁判所とし

ては政府や国会の検討の中で意見を述べていく性質のものであると承知し

ていること，最高裁判所には意見があったことを伝えるというものであっ
た。

そこで,本年においても，同様の出題を継続し,以下のとおり，質問する。

（1）最高裁判所が政府や国会の検討の堰で述べている意見の内容やその理
由，それに対する政府や国会の意見の内容やその理由などについて,具

体的にどのように検討され,どのような溌論がされてきたか,その内容
を伺いたい。

（2）最高裁判所に対し,当連合会からの意見をどのような形で,どのように
伝えているか伺いたい。

当連合会の意見に対する最高裁判所の具体的な見解,そのような見解
をとっている理由をもう少し具体的に伺いたい｡

伝えていないとしたら，伝えていない理由を伺いたい。
（関弁連地域司法充実推進委員会提出）

【回答案】

地方裁判所,家庭裁判所支部の本庁化は,立法政策の問題であり，政府・

国会において，最高裁から意見を述べていく性質の問題であることから，

政府や国会の検討の場での議論の具体的な内容については，お答えする立
場にはありません。

また，最高裁には，各種協議会や事務打合わせの場などで，関東弁護士

会連合会からの意見を伝えていますが，最高裁の具体的な見解をお答えす
る立場にはないことを御理解願います。

関東弁護士会連合会から，このような意見があったということは,今回
も，最高裁に伝えます｡
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溌題11‐2東京地裁立川支部において，行政事件の取り扱いが出来るように，

規貝ﾘ，法改正をすることについて裁判所の見解と検討状況について伺いた

い。

（東京弁護士会提出）

【回答案】

東京地裁立川支部は,管轄地域が広く,事件数も多い点は承知しているところで

す｡一方で,行政事件については,最高裁規則(地方裁判所及び家庭裁判所支部

設置規則(1条2項))により,支部で取り扱われないこととされており,最高裁におい

て検討されるべき問題であるため,東京弁護士会から,東京地裁立川支部で行政事

件を取り扱うべきであるという意見があったということは,最高裁に伝えます。

この点に関する最高裁の見解や検討状況を回答すべき立場にないことはご理解く

ださい。
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畿題1窪－1 静岡家庭裁判所島田出張所の庁舎につき,待合室の拡張,当事者の

鉢合わせを回避するための待合室設置場所の工夫を含めた庁舎の拡張，エ

レペーターの設置を含むバリアフIノー化及び駐車場の設置拡大等物的設備
の拡充を行うことを要望していただきたい。

（静岡県弁護士会提出）

【回答案】

当事者同士が直接顔を合わせることに問題があるなど，裁判所側で特段の配

慮が必要になると考えられるような場合においては，必要に応じて，呼出時間

の調整や待合室を棟によって分離したり,待合室の階を変えたりするなどの措
置を講じているところですが，限られた庁舎スペースにおいて，待合室を直ち

に拡張することや，限られた庁舎敷地において，駐車場を直ちに増設すること

が難しいということは御理解いただきたいと考えています。

なお，本庁舎にはエレベーターは設置されていませんが，高齢者や障害者等

の方が当事者等になっている場合は， 1階で事件処理が可能となるよう，庁舎

1階に法廷，調停室等を整備しているところであり， これらの方が円滑に施設
： ‘

を利用できるよう，今後も十分な配慮をしていきたいと考えています。

識題12－重静岡家庭裁判所掛川支部の庁舎につき，エレベーターの設置を要

望していただきたい。

（静岡県弁駁士会提出）

【回答案】

本庁舎にはエレベーターは設置されていませんが,高齢者や障害者等の方が

当事者等になっている場合は， 1階で事件処理が可能となるよう，庁舎1階に

法廷，調停室等を整備しているところであり， これらの方が円滑に施設を利用
できるよう，今後も十分な配慮をしていきたいと考えています。

譲題12-S長野地方｡家庭裁判所佐久支部"佐久簡易裁判所庁舎の建替えをし

て頂きたい。

（長野県弁謹士会提出）

【回答案】

庁舎の建替えについては，庁舎の耐用年数，老朽度，狭あい度，社会的劣

化状況等を踏まえつつ，全国的な裁判所施設の整備という観点から検討され

るものであり，現時点において佐久支部庁舎を建て替える予定はありません。

一方で，現在の佐久支部庁舎の問題点については認識していますが，エレ

ベーターが未設置である点については，今後,'設置の可否について検討して

いきたいと考えております。現状においては，できる限り1階で事件処理が

可能となるよう，庁舎1階の法廷兼審判廷等を利用して事件処理を行うよう

配慮しており，高齢者や障害者等の方が円滑に施設を利用できるよう，今後

も十分な配慮をしていきたいと考えています。

また，子どもとの試行面会用の部屋については，限られた庁舎スペースの
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中において直ちに設置することは困難ですが，今後の事件動向や事件処理の

実状，必要性等を十分に踏まえながら，設置，整備の必要性について検討し
ていきたいと考えています｡併せて，冷暖房設備等の機械設備についても，

老朽度を踏まえつつ，更新等の必要性について検討していきたいと考えてい

ます。

なお，待合室は，その設置目的からして， もともと秘密情報を口外するこ

とが想定されていない場所であることから，防音を図る必要がないものとし

て取り扱っていることは御理解ください。

譲題12－4管内の支部庁舎には，エレペーターが設置されていない庁舎も少

なくないが， 2階に法廷があり1階別室での代替対応が不可能な場合に,裁

判所はどのような対応をされているのか｡高齢者,障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律の趣旨に鑑み,今後,更なる具体的な改善策を予定さ

れているのかご教示願いたい。

（関弁連弁嬢士偏在問題対策委員会提出）

【回答案】

エレベーターが設置されていない支部庁舎については, 1階で事件処理が可

能となるよう，多目的に使用できる事件関係室(ラウンドテーブル法廷等)を

整備しており， 2階への移動が困難な当事者等が来庁される場合は， これらの

事件関係室を使用することとしています■■■・

なお， 3階建て以上の庁舎にはすべてエレベーターが設置されていますが，

2階建ての庁舎についても，全国的な施設整備の観点から，新営等の機会を
捉えてエレベーターの設置を進めているところであり，高齢者や障害者等の

方が円滑に施設を利用できるよう，今後も十分な配慮をしていきたいと考え

ています。
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司法過疎地の自治体蟻会等が当該地域の司法の充実に関して意見書を懲題1S

採択した場合に，裁判所に送付された意見寄は，どのような手続で取り扱われる

ことになるのか。また，裁判所内において，地家裁支部や家裁出張所等の職員か
ら人的物的基盤に関する要望があった堰合に，どのような時期にどのような段取

27



りを経て，最終的に予算化されることになるのか，その手続についてご教示願い

たい。

（関弁連弁篭士偏在問題対策委員会提出）

【回答案】

当庁に送付いただいた意見書は，内容を確認し，必要に応じて上級庁や関連

する庁にも情報提供を行います。

また，管内の庁に送付いただいた意見書についても，各庁の判断にはなりま

すが，おおむね，同様の取扱いをされているものと承知しております。

人的物的基盤に関する要望に対しては，庁として必要性を認めるものであれ

ば，適宜その要望を最高裁に伝え，最高裁において検討することになります。

議題14訴舩救助要件の疎明について

(神奈川県弁溌士会提出）

【回答案】

昨年もお答えしたとおり，訴訟上の救助については，各裁判体において個々

の事情を総合考慮して個々具体的に判断される事柄であり，運用実態等につい

てお答えできるものでないことをご理解願います。

なお， 「法テラスが援助の必要性を認定しているケースでは，司法アクセス

を保障する見地から，もう少し広く訴訟救助を認めるべきである」旨のご意見

があったことは承りました。

議題15いわゆる提携リースでサプライヤーがユーザーに不正な勧誘を行った

上で倒産し，ユーザーが予想外のリース料を請求される等の悪質サプライ

ヤーによるトラブルの多発に対し,業界団体を中心とした撲滅の取り組み
がされているところ， この点について裁判所における問題や状況の把握の

試みがあれば教えていただきたい。

（関弁連消費者問題対策委員会提出）

【回答案】

当庁において，これまでに，ご質問のようなリースの事案について問題や状

況の把握をしたことはありません。

今回限られた範囲で当庁の実情を調べたところ， 当庁にもいわゆる提携リ

ース取引に基づくリース料請求事件が数十件程度係属しており，その多くの事

件で被告であるユーザー側がサプライヤー側の勧誘や契約内容等に問題があ

ると主張しているようです。ただし，中には，空リースの事案のように，ユー

ザーが被害者ではなく，サプライヤーと結託してリース会社から不正に金員を

取得したと主張されるケースも相当数あるようです。
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多数のユーザーが特定のサプライヤーに不法な勧誘をされたと主張し,集団

訴訟になっているケースでは，ユーザーが多数の法律上の主張（クテリングオ

フ，詐欺，錯誤心裡留保，公序良俗違反，信義則違反等)をしていること，

ユーザー側が書証を保存していない場合が多いこと，サプライヤーが既に倒産
していて審理（人証調べ等）に協力しないことが多いこと等から，主張及び証

拠の整理に時間を要しているようです｡

いずれにせよ, リース料請求事案といっても，事案ごとに紛争の実相は異な

っており，各裁判体において， 当事者の主張･立証を踏まえて，事案ごとに適

正迅速な裁判の実現を目指して審理がされているものと承知しています。

艤題16犯罪被害者等の権利利益の保瞳を図るための刑事手続に付随する措置

に関する法律（平成12年法律第75号，以下「法」という。 ）第4条第

1項第1号に基づく訴訟記録の閲覧又は謄写について，以下の点を伺い

たい。

1 特殊詐欺（いわゆる「振り込め詐欺」等）の刑事事件においてゥ暴力団

員が被告人である場合，当該暴力団員の所属する暴力団の他の暴力団員が

関与する特殊詐欺事案の被害者が,訴訟記録の閲覧又は謄写をする余地が

あるか。

また，法4条第2項及び同条第3項において，検察官はかかる申出に対

する意見を述べる立場にあるが‘その際,刑事事件において提出していな
い証拠類を根拠として,謄写又は閲覧を許すべきである旨の意見を述べる

余地があるか。

2刑事記録の閲覧又は謄写をする余地ある場合，被告人と上記他の暴力

団員との関係性(同一組内でのみ有効か,あるいは別の組であっても同一

上部組織の傘下組織であればよいか）はどのようなものが要求されるか。

（関弁連民事介入暴力対策委員会提出）

【回答案】

問題1の前段について

訴訟記録の閲覧又は謄写を請求する者が，法4条第1項第1号の被害者に

当たるか否かについては，裁判事項であり，個別事案の具体的な事情に基づ
いて判断されるべき事柄であります。
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なお，立法担当者の解説（最高裁判所事務総局刑事局監修「平成19年・

平成20年の犯罪被害者等保護関連改正法及び改正規則の解説」 49ペー

ジ）によると，法第4条第1項第1号の「被告人又は共犯により被告事件に

かかる犯罪行為と同様の態様で継続的に又は反復して行われたこれと同一又

は同種の罪の犯罪行為の被害者」のうち， 「被告人又は共犯により ‘ ・ ・行わ

れた・ ・ ・犯罪行為」の部分は， 当該刑事被告事件に係る犯罪行為の主体と

同一の主体により行われた犯罪行為の被害者であるこ‘とを求めるものであ

り， 「共犯により ・ ・ ・行われた． ・ ・犯罪行為の被害者」 としては，例え

If, Bを被告人とするAとの共謀による被告事件がある場合に，共犯者Aに

よって行われた別の犯罪行為の被害者が二れに当たり得る， と説明されてい
ることが参考になります。

問題1の後半について

検察庁に対する質問であるため，回答なし。

問題2について

裁判体の判断事項である上，仮定の問題であるため，回答は控えさせていただ

きます。
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艤題17－1 東京地方裁判所における退去強制令書の執行停止申立について，

①平成28年及び平成29年における申立件数

②収容部分について執行停止が麗容された件数

③送還部分について執行停止が認容された件数

④取り下げられた件数

⑤本案判決と同時に執行停止に関する判断がなされた件数

を各ご教示願いたい。

（東京弁護士会提出）

【回答案】

退去強制令書発付処分の執行停止の申立てに関するお尋ねの①から⑥まで

の件数については,そのような統計を正式に取っていないので，具体的な件数

はお答えできないことはご理解ください。ただし，取り急ぎ実情を問い合わせ

たところ，お尋ねの①の申立件数は，概数として，平成28年，平成29年と

も約45件程度と聞いています■・
近年の送還と収容に係る入国管理局の運用の状況としては,本案訴訟の係属

中に送還の執行がされた例は見当たらないようであります。また，提訴時は収

容中でも本案訴訟の係属中に仮放免がされて再収容されない例もあるようです。

平成28年，平成29年に申立てのあった事件についてみると，①一部認容・

一部却下の例は，いずれも送還部分について認容し，収容部分について却下し

ており，②全部却下の例は，本案の請求を棄却する判決の言渡しと同時にされ

ており，③仮放免後などに取下げで終了する例もあるようであります。①の例

は,本案訴訟の係属中に仮放免がされていない場合などに個々の事案に応じて

適宜の段階でその決定がされている
○

一般に，執行停止の申立てについては，処分の執行等により生ずる「重大な

損害を避けるため緊急の必要がある」か否か(行政事件訴訟法25条2項)， 「本

案について理由がないとみえるとき｣に当たるか否か（同条4項）について，

疎明に基づいて審理判断されるものであり， 当事者から提出される疎明資料に

基づき，本案訴訟の資料や進行も踏まえつつ，個々の事案に応じて，各裁判体

において諸般の事情を総合考慮した個別具体的な判断によって，決定の時期を

含む審理の進め方や最終的な結論が検討されることになるものと思われます。
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議題17－2東京地方裁判所における退去強制令書発付処分の取消訴訟（無効

確認訴訟）での当事者尋問・証人尋問，審理回数について，

①平成28年及び平成29年における当事者尋問の申出件数

②上記①に対する採用件数，却下件数

③平成28年及び平成29年における証人尋問の申出件数

④上記③に対する採用件数，却下件数

⑤平均審理回数

⑥2回で結審した件数

を各ご教示願いたい。

（東京弁瞳士会提出）

【回答案】

退去強制令書発付処分等の取消訴訟や無効確認訴訟について,お尋ねの①か

ら⑥までの尋問に関する件数や審理の回数については,そのような統計を正式

に取っていないので,具体的な件数等はお答えできないことはご理解ください。

取り急ぎ実情を問い合わせたところ,退去強制令書発付処分等の取消訴訟や無

効確認訴訟の提起の件数は,これまでに概数として把握している限りにおいて，

平成28年，平成29年とも約100件程度ということであり，これらの訴訟

においては，大多数の事件で原告側から原告本人尋問の申出がされており， ｡一

部の事件では原告側から証人尋問の申出もされているようであります■。

これらの訴訟を含む行政事件一般に，①判断の基礎となる事実関係に大きな

争いがあり，事実認定によって結論が左右される事件や，②判断の基礎となる

事実関係について基本的に争いがなく，その法的評価が問題となる事件など，

様々な事件があり，裁判所においては，①の事件については，必要に応じて人

証調べが行われ,②の事件については,基本的に人証調べが行われることなく，

当事者の主張や陳述書等の書証を踏まえて法的評価についての検討判断がさ

れる例が多いように思われます｡

人証申出の採否に関し，退去強制令書発付処分等の取消訴訟や無効確認訴訟

であるからといって，他の行政事件と区別して特別な取扱いをすべき理由はな

く，裁判所において個々の事件について人証調べを行うか否かは，行政事件一
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般におけるのと同様に，①の事件又は②の事件のいずれに当たるかを検討した

上で，更に当該事件ごとの個別具体的な諸事情も総合考慮した上で，各裁判体

において判断しているものと考えられます。
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難題1B調査嘱託に対する回答拒否をする官公署に対し，裁判所としての働き

かけをしているのであれば，その事例を明らかにして頂きたい。

していないのであれば，今後，回答するように,裁判所から申し入れを

すべきであると考えるが， この点に関する裁判所の見解及び検討状況につ

いて伺いたい。

（東京弁蔑士会提出）

【回答案】

裁判所から調査嘱託を受けた団体は，嘱託に応ずる公法上の義務を負うが，

正当な理由があればこれを拒絶できるものと考えられます。

限られた範囲で当庁民事部の実情を調べたところでは,官公署（労働基準監

督署，税務署，都税事務所,消防署， 日本年金機構の年金事務所等）に対して

調査嘱託を行ったのに対し,官公署等が守秘義務等に基づいて拒絶した事例が

数件ありました。
上記のような官公署の回答に対しては,裁判所が働きかけをした例と働きか

けをしなかった例の双方があります6 ・

裁判所が官公署に対して特段の働きかけをしなかった事情としては,①官公

署が拒絶する根拠を述べ，その根拠に理由があると考えられる場合(税務署が

守秘義務を理由とした場合など）や，②申立人が，官公署の回答をやむなしと

して，それ以上特段の対応を求めない場合等があるようであります。

裁判所が官公署に対して働きかけを行った例としては，①裁判所が官公署の

主張する事由に理由がないと考え，その旨を告げて再考を促した例，②関係者

の同意書等を補充して再度回答を求めた例があります。その場合，官公署が応

じた例と応じなかった例があったようです。

以上のように，調査嘱託に官公署が応じなかった場合，裁判所としてどのよ

うな対応をとるかは，個々の裁判所の訴訟指揮の問題であり，事案の内容，嘱

託の内容及び必要性，官公署の主張する拒絶事由等に応じて，個別に検討すべ
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き問題であると考えられます。

むしろ,個別事案において,当事者が各裁判体との間で，調査嘱託を含めて

訴訟進行について十分協議をすることが相当ではないかと考えられます。

Q
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騒魑19 口座名麓人の住所等につき，金融機関への鯛査嘱託の申立がされた鯛

合には，金融機関から回答があることがほとんどであると言ってよいにも

かかわらず，その申立を受けた裁判所が，申立人‘ (代理人）に対し， 「この

調査嘱託に対して,鯛査嘱託先が回答してくれるかどうか,事前に確麗して

おくように。」と対応する事例があるようだが，このような対応の是非につ

いて，裁判所の見解を伺いたい。

（東京弁餓士会提出）

【回答案】

今回限られた範囲で当庁民事部の実情を調べたが,特殊詐欺等の被害者が，

振込先口座の名義人の住所等につき,金融機関への調査嘱託の申立てをした場

合,金融機関から回答があることがほとんどであるという事実は確認できませ

んでした。

また，出題どおりのケース（特殊詐欺等の被害者が振込先の口座の名義人の

住所を調べるため金融機関に調査嘱託）で，裁判所が当事者に対し,金融機関

が調査嘱託に回答するかどうかを事前に確認するようにと指示した例は確認

できませんでした。

なお，本設例の場合に限らず，一般的に，裁判所が調査嘱託の申立てを予定

している当事者に対し，予め調査嘱託先に連絡をとり，調査嘱託に応じるかど

うか，応じる場合に関係者の同意書等の何らかの条件を満たす必要があるか等

について，確認を求めるかどうかは，個々の裁判所の訴訟指揮の問題であり，

その当否は事案により異なると考えられるので，一律に論ずるのは相当ではな

いと思料します。

いずれにしても，個別事案において，当事者が各裁判体との間で，調査嘱託

を含めて訴訟進行について十分協議をすることが相当ではないかと考えられ

ます。
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議題20保管金提出密に振込口座名義人の住所を配城する欄があるが，削除し

て頂きたい。

（東京弁篭士会提出）

【回答案】

保管金提出書の様式は内部通達で定められているところであるが,頂いた御

意見は上級庁にも伝えます。

（参考）

平成29年3月31日経監第463号経理局長通達「保管金事務処理システ

ムを利用した保管金に関する事務処理の運用について」

議魑21 裁判所及び検察庁における公益通報窓口設置状況について, ：

①裁判所及び検察庁における公益通報の窓口の有無

②公益通報窓口が設置されていない場合には，今後の設置予定について

③公益通報窓口力慨に設置されている場合，その制度内容及び運用状況

を各ご教示願いたい。

（東京弁確士会提出）

【回答案】

裁判所では，最高裁判所事務総局総務局第一課及び，高等裁判所事務局総務

課に, ､公益通報に関する受付・相談を行う窓口が置かれています。

これらの窓口で受け付けた公益通報は,最高裁判所事務総局総務局長に送付

され，必要な調査を行い，当該公益通報に係る通報事実があると認めるときに

は,通報対象事実の中止その他是正のために必要な措置をとることになります。

なお受付件数等の具体的な運用状況については，統計をとっていないため

把握していません。
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鐵題22東京地方裁判所及び東京高等裁判所における，市民的及び政治的権利

に関する国際規約（以下「自由権規約」という｡)の解釈と適用に関する専

門的訓練実施の有無,実施している場合はその対象者,頻度，内容を各ご教

示願いたい。

（東京弁謹士会提出）

【回答案】

裁判所では，全国規模の研修として，司法研修所において国際人権条約に

関する研修を実施しており，各裁判官のキャリアに応じたそれぞれの段階に

おいて受講できるよう複数の研修を実施しています。
特に,そのうち年1回実施される新たに判事補に任官した者を対象に行う

研修， さらに新たに地裁又は家裁の部総括に任命された者（概ね任官後20

年前後の裁判官）を対象に行う研究会においては，国際人権問題を専門とす

る大学教授を講師として， 自由権規約の解釈・適用を中心に国際人権をめぐ

る現状と課題等についての講演をしていただくなど， 自由権規約の解釈。適

用をテーマとしたカリキュラムを実施しています。
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謹題23東京高等ロ地方。簡易合同庁舎におけるアスベストの飛散，エレベー

タシャフト内でのアスベスト検出について

①同建物内のアスベストの所在の現状，及び，今後の対策に関する検討
をするため，同建物内の工事等の段階でのアスペスト議査結果，工事

作業日報，各種測定結果（写真を含む） ，設計図面の提供

②上記資料の検討や,今後の対策の検酎のため,裁判所アスペスト検証
対策協議会を法曹三者で設置すること

③協議会には弁護士会の推薦する専門家をメンバーに加え，現地立ち入

り鯛査も実施すること

について,裁判所の見解を伺いたい。

また，上罷建物以外の管轄内の裁判所管理の建物についても，上記と同様

に,アスベストの所在の現状,対策検尉をし,順次無害化することについて，

裁判所の見解を伺いたい。

（東京弁護士会提出）

【回答案】

今年1月に東京高地簡裁合同庁舎（以下「合同庁舎」という｡）の一部のエレ

ベーターシャフトから空気1リットル当たり1本を超えるアスベスト繊維が

検出された事案については，関係者の皆様に多大な御迷惑をお掛けしました。

運転を再開した後のエレベーターシャフトは現在も安定した状態が継続して
おりますが,アスベスト繊維が検出された原因分析等については，有識者との

意見交換を踏まえ最終的な調整を行っているところであり，東京三弁護士会に

対しては，追ってお知らせしたいと考えております。

また，平成28年9月の最高裁判所事務総局経理局による「東京高地簡裁合

同庁舎ダクトシャフト改修工事に関する調査結果について」において「合同庁

舎の広い範囲の天井裏からアスベスト繊維が検出されたことに関しては，その

対応策について引き続き速やかに検討を進めていくことが必要であると認識

しており，その際には,今回と同様，有識者からの意見聴取を行うこととした

いと考えている｡」旨の記載がされておりますが,平成29年1月から合同庁舎

を管理する東京高裁においてアスベストに関する有識者からの意見聴取を行
い，合同庁舎に使用されているアスベスト対策について，取りうる方策等の検

討を進めております。これについても別途お知らせしたいと考えております｡

次に，東京高裁管内の施設について御説明します。

東京高裁管内についても順次アスベスト対策を実施しており，今後も計画的

に対策工事を実施していく予定をしています。工事の実施に当たっては，工事

対象庁に対応する単位弁護士会に説明を行う予定です。
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【決裁】

平成SO年度「法曹連絡協議会」速記録の校正（回答）について

【決裁事項】

関弁連から依頼のあった標記速記録の校正について，

としたい（回答期限： 2月4日（月）)。

詞迩械

付すること奇の回軽

<1一百|黍耳獅了ﾌｰｰ：

【備考】

※局長発言部分は黄色マーカー部分でj うち校正を要する箇所は水色付菱部分になり

ます(内容は事前に局長に御確認いただきました｡)。

※東京地裁の発言部分については，原庁から「修正なし」 として関弁連に回答済みで

す6
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平成30年12月21日

東京高等裁判所

総務課庶務係御中

関東弁護士会連合会(担当事務局:■
〒100-0013

千代田区霞が関1-1-3弁護士会館14階

TELO3-3581-3838 FAXO3-3581-0223

平成BO年度「法曹連絡協議会」速記録校正のご依頼の御送付

平素よりお世話になっております。

本年12月4日に法曹会館において開催させていただきました平成30年度法曹連

絡協議会では， ご協力を賜り誠にありがとうございました。

同協議会の速記録が出来上がりましたので，貴裁判所の吉崎事務局長様にご校正を

賜りたく，別紙のとおりご依頼をお送り申し上げます。

お忙しい折誠に恐縮に存じますが，宜しくお取り計らいいだきたくお願い申し上げ

ます。
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関弁連発第363号

平成30年12月21B

東京高等裁判所

事務局長吉崎佳弥様

■
関東弁護士会連合会

理事長三宅

元

平成30年度「法曹連絡協議会」速記録の校正について（ご依頼）

拝啓時L下,益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

過日は，当連合会が開催いたしました平成SO年度「法曹連絡協議会」に，ご多忙
中にもかかわらずご出席いただきまして，誠にありがとうございました○

関係各位のご協力のお陰をもちまして，内容の充実したものになったと思っており
ます6改めてお礼申し上げます。

当連合会では， この会議の模様を広報誌｢関弁連会報j通巻110号（平成31年
3月末発行予定)に掲載し，所属会員に情報提供する予定です。

つきましては,:お忙しいところ恐縮に存じますがj:別紙の速記録のご自身の発言部
分につきご確認いただきたくお願い申し上げます。

速記録に訂正｡補充等があります場合は,訂正.補充のご指示をご記入いただいた
校正原稿を本紙と併せまして平成31年2月4日 （月）までに当連合会あてご連絡い

合につきましても,下記ただきますようお願い申し上げます（訂正・補充等がない場合につきましても,下記
にご記入のうえご連絡ください) 。

今後とも,､当連合会の活動にご理解を賜り，ご協力いただきますよう， よろしくお
願い申し上げます。

敬具

Iーー･ロローー・ﾛロ ｡■・ー・ﾛロ ･ロ・ー･ﾛ｡ ’画・・一一・一一・ﾛ・一一一一一＝－■・・ ・・・一一一・ 口･ロ ･■D ・ﾛ・－－．－ ，

法曹連絡協議会速記録原稿に修正が

′ある

(別紙のとおり）

之長し、■、

土

ご氏名口 崎佳弥

送付先関東弁護士会連合会事務局(担当■
ファクシミリ番号: o3･F-3581-0223
電話番号 ：03－3581－3838
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平成SO年度法曹連絡協議会速記録

平成30年12月4日 （火）午後3時から

法曹会館2階「高砂」

栗林勉（関東弁護士会連合会副理事長・東京弁護士会）

時
所
会

日
場
司

出席者 ‘

○裁判所

東京高等裁判所 道晴長 官

民事部代表常置委員

刑事部代表常置委員

事 務 局長

所 長

所 長

民事部所長代行

民事部所長代行

刑事部所長代行

刑事部所長代行

所長代行

所 長

家事部所長代行

少年部所長代行

林
大
青

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

段
柳
崎
部
浪
部
藤
藤
田
間
斐
野
原

亨

勤
弥
子
介
次
健
人

規
佳
眞
亮
勇
雅

士
ロ

高
安
渡
後
伊
島
本
甲
水
園

知的財産高等裁判所

東京地方裁判所

一

健
哲
有
敏

裕
彦
子
彦

東京家庭裁判所

○検察庁

東京高等検察庁 検 事

次席検

検 事

次 席検

長
事
正
事

八木

山上

甲斐

久木元

宏
秀
行

幸
明
夫
伸

殿
殿
殿
殿

東京地方検察庁

○関東弁護士会連合会役員

○管内弁護士会役員

○関東弁護士会連合会委員会代表者

（開会午後3時）

本日はご多忙の折，【司会・栗林勉氏（関弁連副理事長･東京弁護士会)】 本日はご多忙の折，

裁判所，検察庁，管内弁護士会から多数の皆様にご出席いただきましてありが

とうございます。
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時間がまい:りましたので,本年度の法曹連絡協議会を開会させていただきま

す。私は本日の司会進行を務めます関東弁護士会連合会副理事長の栗林でござ

います｡所属は東京弁護士会です｡：

初めに,関東弁護士会連合会理事長の三宅弘からご挨拶申し上げます。

三宅理事長，よろしくお願いいたします｡

【三宅弘氏（関弁連理事長。第二東京弁護士会)】 本年度の関弁連理事長の

三宅でございます。第二東京弁護士会の所属で35期です。

本日は，師走に入り，かつ宮崎で’28年ぶりの夏日という暑い気候ですが，

ご多'|亡の折から,東京高等裁判所長官・林道晴様，東京高等裁判所,知的財産

高等裁判所,東京地方裁判所，東京家庭裁判所，並びに東京高等検察庁検事

長・八木宏幸機東京高等検察庁,東京地方検察庁の皆営様には，お集まりい

ただき誠にありがとうございますbこの席の並び方は私ども:日弁連の理事会が

こういう感じでございまして，普段はこの3人（第一東京弁護士会｡第二東京

弁護士会・東京弁護士会の各会長）は皆様方がお座りのほうにいまして我々は

質疑を受けるほうですが;きょうは珍しく反対側に座っております（笑)。

本年度は52回目ということでございまして，昭和42年(1967年）に

第1回法曹連絡協議会を始めさせていただき，関東弁護士会連合会管内の日ご

ろの司法行政,様々なことについてお話を聞かせていただき，またご要望をさ

せていただいております。今年もかなり分厚い議題を掲げさせていただいてお

り，1つの議題に足番号が幾つもあるものもありますが,、これは各単位会から

締切りの10月31日ぎりぎりまでに上がってきた議題を関弁連が集約したも

のです．このようないろいろな議題の中には,昨年とほとんど同じではないか

と，回答をおつくりいただく際に思ったものもあるでしょうが， これは各単位

会からの切なる願いということでご容赦いただき， きょうも充実した会議を開

かせていただければと思うところでございます。

長々と挨拶するよりは， 1つずつ答えを述べていただいて最後まで行き着き

ますように，本日はどうぞよろしくお願いいたします。 （拍手）

【司会l三宅理事長ありがとうございます。

それでは， これから議題に入らせていただきます。 “

初めに進行についてご説明申し上げます｡本日の議題は，合計23題予定さ

せていただきました。可能な限り時間内で全ての議題についてご討議をお願い

いたしたく,スムーズな進行にご協力をお願いいたします。進行は，配付した

冊子に掲載した議題の順に行います。時間の関係から，議題及び提案理由の読

み上げ並びに提案理由の補足説明は省略いたします。各議題について，初めに

裁判所及び検察庁からご回答いただき，ご回答について必要な場合は,提案会

･2．



及び提案委員会からの追加質問， これについての裁判所，検察庁からのご回答，

という順序で行いたいと思います。

それでは早速議題に入ります。

協議内容

自然災害への取り組み

: (大規模自然災害対策の取り組みの実施状況）

東京高裁管内の裁判所，検察庁そして弁護士会等における喫緊の課

題である首都直下地震また南海トラフ巨大地震等の大規模自然災害

発生時の対応を検討，準備するにあたり，以下の点について各ご教示

いただきたい。

1 （裁判所）

（1）本年,大規模な災害を被った大阪，札幌等の地域の裁判所に対

して,①当該裁判所（支部等を含む｡）が業務についてどのような

対応（期日取り消し，そのための当事者への連絡, その他管理業

‘ 務等）を決められたか，②実際にどのような対応状況であったか

（個々の裁判体が個々に判断されたのか，統一的な取扱いがなさ

『 れることはなかったか｡),③職員の出勤状況はどのようなもので

あったか，④職員の退勤指示等はどのように実施されたか，⑤関

係機関（弁謹士会,法律事務所,検察庁，法テラス等）に対する

連携，連絡の実施の状況はどのようなものであったか,⑥それら

を実施するに際しての気付き,課題等はどのようなものであるか，

について照会･確認をされたか6

（2） （1）において照会・確認を実施したと回答される場合，その概

要をご教示ください。

(3)(1)において照会･確認を実施していないと回答される場合

その理由，及び今後確認する意向があるかどう‘かをご教示<ださ
い。

2 （検察庁）

（1）本年，大規模な災害を被った大阪，札幌等の地域の検察庁に対

して，①当該検察庁(支部等を含む｡)が業務についてどのような

対応（取り調べ（身柄・在宅）の延期そのための当事者への連

絡，その他管理業務等）を決められたか，②実際にどのような対

応状況であったか，③職員の出勤状況はどのようなものであった

第1

議題1
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か，④職員の退勤指示等はどのように実施されたか）⑤関係機関

（裁判所，弁護士会，法律事務所，法テラス等）に対する連携，

連絡の実施の状況はどのようなものであったか，⑥それらを実施

するに際しての気付き,課題等はどのようなものであるか，につ

いて照会・確認をされたか。

（2） （1）において照会｡確認を実施したと回答される場合，その概

要をご教示ください．

(3) (1)において照会・確認を実施していないと回答される場合，

その理由，及び今後確認する意向があるかどうかをご教示くださ

い。 ‘

S (裁判所，検察庁）東京三弁護士会が東京高裁，東京地裁，東京

家庭裁判所,東京高検，東京地検，そして法テラス東京が大規模災

害時の対応についてここ数年にわたり継続して協議会を開催してい

ること，茨城県弁護士会が水戸地裁,水戸地検と大規模災害時にお

ける対応について協議を開始していると伺っている。これらの取り

組みは災害時対応に極めて有効なことと思料されるが，現在も弁護

士会員は事務所の所在地の管轄裁判所だけでなく都県を跨いで裁判：

等の業務をしておりi また，今後，大規模災害は広域的な被災が想

定されるため，地裁管内での協議では効果的な取り組みが困難なこ

とも想定される（大阪高裁管内では各裁判所の期日取り消しの広

報・連絡体制にばらつきがあったと伺っている｡)。そこで，東京高

裁管内という広域的な災害対応（裁判業務の期日取り消し等の統一

的対応，移送等の方針検討等）を検討するため，年に1度の頻度

(できれば年度初め）で協議会を開催することを当連合会が東京高

裁，東京高検に呼びかけた場合， これに応じて参加いただけるか。

また，裁判所，検察庁側から同様の提案をされる意向はあるか。

（関弁連災害対策協議会PT提出）

F、

【司会】 議題1は，大規模自然災害対策の取り組みの実施状況に関する議題

です。この議題につきましては,東京高等裁判所事務局長・吉崎様及び東京高

等検察庁次席検事･山上様からご回答いただけると伺っております。

初めに吉崎様， よろしくお願いいたします｡

【吉崎佳弥氏(東京高等裁判所事務局長)】 東京高裁の吉崎でございます｡椿
〉

参
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（1） と （2）を併せてご回答いたします｡公式の照会・確認は行っておりま

せんがウ事実上，当日の実情につきまして概括的に情報を得てございます。例

えば大阪の発災の際には,職員の出勤がままならない中でどのように対応した

かなどについての情報を事実上得ているところです6

続きまして， 1の（3）につきましては，当庁における対応の参考となる事

項については今後必要に応じて個別に確認をしていくことが考えられるところ

です。 ′
3の

瞳珪土ヨ協議会の開催の件ですが． ,続きましてタ

裁判所として協議会に参加すること自体は差し支えございませ〃けれども，裁

判の事務処理･事件処理は個々の裁判体の判断事項であること, ＊韓封三宝践冨王）
管内各庁はそれぞれの庁で定めた業務継続計画に基づいて対応を行うというこ

とj各庁の被害状況や程度を一律に想定することは地域性の違いも考慮すると

困難であること，以上の点に照らしますと，何らかの統一的な対応をあらかじ

め決めておくことは容易ではないという点についてはご理解いただきたいと存

じます6

一方で，大規模災害に備えて，地家裁管内単位で裁判所，検察庁，弁護士会，

法テラスにおいて情報交換を行って連携を構築していく必要性は高いと考えて

おりまして，高裁としましても，事務打合せなどの場におきまして管内の各庁

にその旨伝えているところです。

以上でございます｡

【司会】 吉崎様，ありがとうございました。

続きまして，山上様, よろしくお願いいたします。

【山上秀明氏（東京高等検察庁次席検事)】 東京高検の山上でございます。よ

ろしくお願いいたします。

まず議題1の2の点ですが， 当庁としての特段の照会・確認は行っておりま

せん。もっとも，大阪府北部地震は通勤時間帯での発生であったことから，通

勤できなかった職員が多くいたようです｡ しかし，出勤した職員をやりくりし，
物的・人的被害もなかったことから業務に大きな支障は生じなかったと聞き及

んでおります｡

続きまして北海道胆振東部地震ですが，道内高地検において出勤できなかっ

た職員が約2割いたと聞き及んでおります。また，広範囲で停電が発生したと

ころですが，各検察庁においては非常用の発電機が稼働しことから，最小限の

情報処理機器類を稼働させて対応しj幸いにも各庁舎とも電話・水道にほとん

ど影響はなく，業務に大きな支障はなかったものと聞き及んでおります。

それから3の点ですが，検察庁といたしまして現在の段階で積極的に提案す
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るという意向はありませんけれども， ･大規模災害発生時における主要機関の機

能維持等にっいては重要な事項と考えておりますので，関弁連から呼びかけが

あれば協議に応じてまいりたいと思っているところです。

以上でございます。

【司会】 山上様，ありがとうございます。提案委員会である関弁連災害対策
協議会PTの中野座長，ただいまのご回答につきまして更にご質問等はござい
ますか。

【中野明安氏（関弁連常務理事･関弁連災害対策協議会PT座長・第二東京弁
護士会)】 ありがとうございます。災害対策プロジェクトチームの中野でご
ざいます｡吉崎様，それから次席検事ありがとうございました。

先ほど吉崎事務局長からもあったとおり，正式なお問いかけでなくても結構
です,事実上そのようなお話を伺ったということで大変嬉しく思います。この

ような高裁の取扱い，高裁が確認するということは，高裁管内の地方裁判所も
家庭裁判所が確認するという複数の手間を省く意味でも非常に重要なことだと

思いまして,高裁がそのような情報を入手したことについて地家裁にそのよう

な情報が流れるような仕組みとか，事実上そのようなご説明をされているのか，
ということだけ教えていただければと.思います。

それから，高検次席検事から，呼びかけがあれば応じていただけるというお
話がありまして非常に有り難く思っております。高裁も同様の考えであるとい

うことで伺ってよろしいのかどうか， もう一度ご回答いただければと思います。
以上です｡

【司会】 それでは吉崎様， よろしくお願いいたします。

【吉崎佳弥氏(東京高等裁判所事務局長)】 まず，事実上得た情報について管
内の他の地家裁に情報提供しているかにつきましては， ‘事実上得たものですの
で特段公式には流しておりませんが，事実上情報が流れている可能性はあるか
と思います｡

続きまして，協議会に関しましては，先ほど冒頭に申し上げたとおりj参加
すること嬢鉱え齢いという鶴でございます。
以上です。

【司会】 ありがとうございます。よろしいでしょうか。
'

第2男女共同参画への取り組み

議題乏東京高裁管内の裁判所及び検察庁における男女共同参画の具体的取
り組み及びその成果と問題点，今後の課題等をご教示いただきたい。
（関弁連男女共同参画及び両性の平等推進に関する委員会提出）
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【司会】 それでは続きまして議題2に移ります。議題2は，男女共同参画へ

の取り組みに関する議題です。この議題につきましても，東京高等裁判所事務

局長・吉崎様及び東京高等検察庁次席検事・山上様からご回答いただけると伺

っております。
牢し上ｳ．”"《;

初めに吉崎様， よろしくお願いします。

i吉崎佳弥氏(東京高等裁判所事務局長)｝鮭弱旨懸宅簑〈逹繼
容赦ください， 0 、

, 「女性の職業生活における

…

裁判所では，国全体の積極的な取倒組㈲として,1女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律」により数値目標の設定を含む特定事業主行動計画の

策定が義務づけられたことに伴いまして， 「裁判所特定事業主行動計画」を策

定・公表しております。裁判所におきましては,女性の採用比率が5割を超え，

全職員に占める女性の割合が増加しつつあることもありまして，今後，組織

活力を維持。向上するためIごは，女性の活躍の推進に取り組み，多様な人材を

生かす方策を進めることが不可欠であると考えておりまして,そのためには行

動計画に基づく取織組鰐を進めていく必要があると考えております。

具体的な取倒組吟状況につきましては㈲行動計画に基づいて定期的に公表し
ているところですが，大きく分けまして4点あります。 「採用］ 「登用1 ［長時

, ／・

間勤務の是正等，男女双方の働き方改革j 「家事・子育てや介護しながら活躍

できる職場環境の整撒，この4点に分けてご説明いたします｡

まず「採用］ですが，裁判官につきましては,これまでも男女を問わず裁判

官としてふさわしい者についてできる限り任官してもらいたいとの考えのもと

臨んできておりまして，実際そのような者が判事補に採用されてきていると認

識しております。また,剛職員つ一般職につきましても，男女の偏りなく募

集パンフレットへの掲載や業務説明会などへの派遣を行うなど， きめ細やかな

実効性のある広報活動などを推進しております。 ・

続いて「登用Jにつきましては，裁判官について登用という概念は馴染みに

くいところですが,一般職につきましては，女性職員の職域拡大，計画的な育

麓篁鰹加鱒難職皐蕊鴛駕驫棄蕊
種研修や事務打合せの機会を通じて，裁判官，管理職員をはじめとする全ての

職員に対して女性職員の活躍に向けた取劉組㈲の重要性などについて意識啓

蒙･啓発を行っております。更に，採用間もないころから継続的に各種研修な

どにおいて，先輩職員の活躍状況や経験談などを紹介する機会を設けたりして

鎧るところです。
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3点目, 「長時間勤務の是正等，男女双方の働き方改革」ですが，各職場が

実情に応じてワーク・ライフ・バランスに関するDVDの上映会の開催を行っ

ているほかj職場ミーティングなどを行ったり，職場の実情に応じた事務の簡

素化・合理化に取り組むなど，働き方改革に向けた各種取旬組閣を推進してお

ります｡また，フレックスタイム制などの制度について,研修の機会などに管

理職員や人事担当者の理解を深めたりハン隙ブックを整備したりすることで職

員への周知を図るなど;育児や介護の事情により時間制約のある職員がその状

況に応じて柔軟な働き方ができるよう職場環境の整備に努めているところです。

4点目,爆後毫字毒)｢家事‘子育てや介護しながら活躍できる職場環境の整
備｣については，策定したチヤイル膳プランを活用したり，育児休業，配偶者

出産休暇，育児参加休暇の取得を促進したり,裁判官・職員に向けて両立支援

制度に関するハンけツクを改訂する，あるいは繩に整備するなどして,管
理職員などを通じて各制度の周知・利用を促ず体制を整えています。また，育

児休業中に職務関連情報を提供したり，復帰時に研修などを実施する，などと

いつた育児休業を取得した裁判官･職員の円滑な復帰に向けたフォローアップ

体制の充実にも努めています｡

最後になりますが，ワーク・ライフ・バランスの実現は裁判所全体の目標で

ありまして，東京高裁及びその管内においてこれに資する取鰯組㈲をこれまで
，Q

も行ってきたところですけれども,今後も継続的に更にきめ細やかな取倒組賎）
を行っていく必要があると考えているところです6

以上でございます。

【司会】吉崎機ありがとうございます。

続きまして，山上様, よろしくお願いいたします。

【山上秀明氏（東京高等検察庁次席検事)】 高検の山上でございます。こちら

もやや長めではございますが，わざとではありませんのでご理解ください。
検察庁におきましては,男女共同参画推進委員会というものを設置し,同委

員会において諸々の提案を行うなどし,男女共同参画に関する取り組みを行っ

ているところです。具体的には，男女共同参画週間の初日に東京高検検事長が

取り組みを呼びかけるメールを発出し,また超過勤務削減週間の初日，それか
ら毎週水曜日の当斉定時退庁日，毎月19日の育児の日には，職員が交代で担

当して全職員に対してメールを発信しております｡そのほか，育児中の職員に

よる意見交換会，職員のキヤリアアップに関する講演会，出産。育児・介護に

関する講演会の実施や各種支援策等の情報発信，職員の家族を対象とした職場
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見学会を実施するなどの取り組みを行っているところです。

また’法務省等の特定事業主の行動計画，いわゆる「アットホウムプラ

ン｣等に基づきまして数値目標が定められております。検察庁においても,パ

イロット．アクション，特定の数値目標を達成する取り組みとして，まず①

「早出．遅出勤務の実施｣。東京高検では,平成29年度は月1回以上，平成3

o年度は月2回以上といたしました｡ ､それから②｢年次休暇の取得｣。東京高

検では18日以上です。③「男性職員の配偶者出産休暇等の合計5日以上の取

得」をやっておりまして， これは東京高検では取得率100%でありました。

これらの目標を設定し, ‘その達成に向けた取り組みを行っております。東京高

検におきましては,昨年度は； 目標である①月1回の早出・遅出勤務の実施，

②年次休暇’8日以上,③男性職員の配偶者出産休暇等の合計5日以上の取得
： ‘

はいずれも達成できておりまして,③の，いわゆる育児休暇は，管内のいずれ

の地検においても取得率50%を超えております。最も大規模な東京地検でも

63． 6％は達成されていると聞いているところです｡

これらの各種活動によりまして，男女ともに働きやすい職場環境の実現に向

けた，職員全ての意識を啓発する取り組みを行っておりますが,今後は育児や

介護のため労働時間に制約のある職員がますます増えることが予想されるため，

事務の合理化・効率化と並行し，限られた時間で成果を上げられるような， よ

り生産性の高い働き方を実現していくことが求められているものと考えている

ところです。

以上です。

【司会】 山上様，ありがとうございます｡提案委員会である関弁連男女共同

参画及び両性の平等推進に関する委員会の下門委員長，ただいまのご回答につ

きまして更にご質問等はございますかbよろしくお願いします。

【下門優枝氏（関弁連男女共同参画及び両性の平等推進に関する委員会委員

長．第〒東京弁護士会)】裁判所の方及び検察庁の方,大変詳しいご説明あ

りがとうございました｡私は,関東弁護士会連合会の男女共同参画及び両性の

平等推進に関する委員会の委員長の下門です｡私は第一東京弁護士会から出て
おります。

今ご教示いただきました点を1つのお手本として，各単位会の実情に合わせ

て，できるだけ実現していくように取り組みたいと思っております。ありが､と

うございました。副委員長のほうから少しお話ししたいことがあるとのことで

すのでお願いします。

【佐藤正知氏（関弁連男女共同参画及び両性の平等推進に関する委員会副委員

長．神奈川県弁護士会)】 同じく副委員長の佐藤です。追加で少しだけ，特
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に裁判所のほうに質問をさせてください。

まず登用に関して，これは一般職の方についてということだったと思います

が，研修とか試験について機会を確保するための取り組みを行っているとおつ

しやっていましたが，具体的にどのような取り組みをなさっているのか。それ

からもう，点はj ワーク．ライフ．バランスについて,DVD上映とか職場ミ

ーテイングあるいはフレックスタイ‘ム制というようなお話がありましたが，ワ

ーク．ライフ．バランスについて裁判官についての状況はいかがか， というあ

たりについて教えてください。お願いします｡

【司会】 それではよろしくお願いします。

【吉崎佳弥氏(東京高等裁判所事務局長)】 お答え申し上げます。まず登用に

関しまして,各種の研修や事務打合せの機会を通じて啓発をしているという点
ですが，具体的な研修や事務打合せについて私がつぶさに見聞きしているわけ

ではありませんけれども，担当する人事課の職員などから,全ての職員に対し

てそのような取濁組鰐の重要性について話をしている， といったようなものと

承知しております。

ワーク．ライフ．バランスに関するDVDの上映会などにつきましては，裁

判官も含めて見る機会を与えられていて職場の実需雲されていると承知しております。

以上です。

【司会】 よろしいでしょうか。ありがとうございます。

第3地域司法充実推進への取り組み

【民事・家事調停官制度】

議題葱戻事自蒙事調律菅藏震あ猛禿i三うこ碇

(栃木県弁護士会提出）

【司会】 それでは次に，議題3から議題13までに移ります。これらの議題

は，いずれも地域司法充実推進への取り組みに関する議題です。

まず議題3はぅ民事・家事調停官制度の拡充に関する議題です。これについ

ては，東京高等裁判所事務局長・吉崎様からご回答をよろしくお願いいたしま

す。

【吉崎佳弥氏（東京高等裁判所事務局長)】 ご回答申し上げます。

調停官制度につきましては，提案理由にあるとおりの目的から創設されて，

その目的に沿う形で徐々に導入庁を拡大しているところですb調停官の勤務す

る裁判所は，最高裁が指定する旨，最高裁規貝Iに規定されておりまして， どの

’
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庁にどれだけの調停官を配置するかにつきましては，各庁の事件数の動向や事

件処理状況などを踏まえて全国的な見地から最高裁判所において決定している
． ！

ということです。東京高裁としましては，各庁の事件数の動向や事件処理状況

などに目配りをし，適時に最高裁に情報提供するように努めておりますが，最

高裁の検討状況についてここで回答すべき立場にないことはご理解いただきた

いと思います。今後もこれまでと同様に，各地家裁とともに各庁の事件処理状

況などにきめ細かく目配りをして，最高裁に適切に情報提供していきたいと考

えております。 ‘ ‘

以上です。

【司会】ありがとうございます｡提案会の栃木県弁護士会・増子会長，ただ

いまのご回答につきまして,更にご質問等ございますか。よろしくお願いしま

す。

【増子孝徳氏（関弁連常務理事・栃木県弁護士会会長)】 栃木県弁護士会の増

子でございます6最高裁への情報提供等,適切にしていただきますようよろし

くお願いいたします。提案会といたしましては，追加の質問はございません。

【司会】 ありがとうございます。

【地域司法と民事裁判のIT化】

議題4地域司法の充実の観点から，いわゆる支部問題がこのIT化の実現

にどのような影響を及ぼすのかについて

（神奈jil県弁護士会提出）

【司会】 続きまして議題4に入ります。議題4は，地域司法と民事裁判のI

T化に関する議題です｡東京高等裁判所事務局長･吉崎様， よろしくお願いい

たします。

【吉崎佳弥氏（東京高等裁判所事務局長)】 ご回答申し上げます。

民事訴訟手続のIT化につきましてば内閣官房に設置された裁判手続等の

IT化検討会により本年春にその検討結果が取りまとめられ公表されて以降，

この7月には商事法務研究会に民事裁判手続とIT化研究会が立ち上げられ，

この研究会には最高裁も関係省庁として参加しているという状況にありますb

現在裁判所としましては， この惇奉穰識毒設置毒お霞弓研究会における議論など
を踏まえましてIT化への検討を進めているところではありますが， 当面の間

は,各庁に設置されたIT化について検討を行う検討体を中心として， ウェブ

会議の利用による争点整理など現行法の枠組みの中で可能な方策を検討しつつ，

法整備に向けた検討に対応していく予定です6

?11‐



また，今後IT化が進展したとしましても,地域に対して充実した司法サー

ビスを提供する必要性はなお高いものがあると認識しておりまして,今後にお

きましてもそのような観点を踏まえた検討が行われていくものと考えておりま

す。

現在，弁護士会の皆様方には， ウェブ会議を活用した模擬裁判の実施などに

ついてご協力をいただいているところではありますが，裁判所が民事訴訟手続

のIT化を具体的に実現していくに墨たりましては,弁護士会の皆様方の協力
は必要不可欠なものと考えておりますbこれまでのご協力に深く感謝しますと

とも樹|き続きご協力をお願いしたいと考えるものです｡
以上でございます。

【司会】 吉崎様，ありがとうございます。提案会の神奈川県弁護士会・村松

副会長, ：ただいまのご回答につきまして更にご質問はございますか｡ ､

【村松剛氏（神奈川県弁護士会副会長)】 神奈川県弁護士会の村松です。追

加の質問はありませんが，弁護士会とすると，このIT化がどう進んでいくの

かというのは非常に関心を持っているところですし，また，情報が少ないので

どうしても不安というものも会員の中で「ない」というのはやはり嘘になるの

かなと思っておりますdそういう意味で，議論の状況等を含めて情報を広く共

有する形で法曹界で理解を深められるような取り組みができればと思っており

ます。よろしくお願いいたします。

【司会】 ありがとうございます。

【労働審判】

議題ら静岡地方裁判所沼津支部における労働審判の早期実施を要望してい

ただきたい。

（静岡県弁護士会提出）

【司会】 続きまして議題5に入ります。議題5は，労働審判に関する議題で

す。吉崎様, ご回答をよろしくお願いします。

【吉崎佳弥氏（東京高等裁判所事務局長)】 沼津支部における労働審判の関係

です。

昨年もご回答申し上げましたが，支部において労働審判事件を取り扱うかど

うかにつきましてば当該支部で労働審判事件を取り扱うとした場合に予想さ

れる事件数め見通しや，地裁本庁への移動に要する時間などの利便性を基本と
しつつ，各庁の労働審判事件の運用状況や事件処理体制，労働審判員の安定的

な確保に向けた地域的な事情も総合的に勘案して，最終的には各地方裁判所に

‐11．



おいて，いわゆる支部設置規則3条1項の規定に基づく裁判官会議の議決によ

り定められているものです。また, これらの判断や体制整備をするには全国的

な状況を踏まえる必要があることから，上級庁においても検討がされるべきも

のです。

静岡地裁沼津支部につきましては，先ほど申し述べた考慮要素を総合的に検

討した結果,これまでの間，取撫ｦ庁とはされてきていなかったものと理解し

ております。なお，労働審判事件を支部で取り扱うかどうかにつきましては,

各庁の労働審判事件の運用状況などによるところですので，東京高裁と;しては，

これまでと同様，各庁の運用状況を注視し，上級庁には必要な情報を提供して

いきたいと考えております。

以上です。

【司会】 ありがとうございます。提案会の静岡県弁護士会・小宮山副会長，

ただいまのご回答いただきました点について更にご質問等はございますか。

【小宮山克己氏（関弁連理事・静岡県弁護士会副会長)】静岡県弁護士会の副

会長の小宮山です。追加の質問はございません6去年と同じ質問でしたが，今

後ともよろしくお願いします。

【司会】 ありがとうございます。

【裁判官・調査官の配置】

議題6－1 静岡家庭裁判所島田出張所に常駐の裁判官及び調査官を配置し

ていただきたい6

（静岡県弁護士会提出）

議題e－2長野家庭裁判所佐久支部に，常駐の家庭裁判所調査官を配置し

て頂きたい。

（長野県弁護士会提出）

議題6－s長野家庭裁判所佐久支部において，少年審判を取り扱って頂き

たい。

（長野県弁護士会提出）

議題6－4 （さいたま地方裁判所秩父支部等における裁判官の常駐）

東京高等裁判所管内の, さいたま地方裁判所“さいたま家庭裁判所

秩父支部，前橋地方裁判所？前橋家庭裁判所沼田支部，千葉地方裁判

所。千葉家庭裁判所館山支部,同佐原支部，水戸地方裁判所・水戸家

庭裁判所麻生支部には裁判官が常駐していない。

以上に対する東京高等裁判所の見解は，概ね；最高裁判所の決定事

項であること，裁判所も国の予算で運営される公的な機関であって，
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業務量に見合った配置をする必要があること，各地方･家庭裁判所に

おいて適宜決定しでおり，最高裁判所にも適切に情報提供して取り組

んでまいりたいという回答をいただいたが，それ以上の具体的な見解

については，回答をいただいていない。

そこで，さらに以下のとおり質問する。

（1）裁判所は,支部等の裁判官の配置について，どのような見解をと

っているのか,その見解を実現させるために，いつまでにどのよう

なことを行うと考えているのかを伺いたい。

（2）最高裁判所が決定するにあたっては各地方。家庭裁判所からの事

件処理状況等の情報提供が必要不可欠であるが，各地方･家庭裁判

所からは，最高裁判所に対し，いつ，どのような情報を提供してい

るのか, (各地方b家庭裁判所ごとに）回答を伺いたい｡

また，各地方ロ家庭裁判所は，情報提供とともに見解を述べてい

るのか(各地方･家庭裁判所ごとに)を伺いたい｡

見解を述べている場合は， 〈各地方・家庭裁判所ごとに）内容と

その理由を伺いたい。

見解を述べていない場合は， （各地方・家庭裁判所ごとに）その

理由を伺いたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）

【司会】 それでは，議題6－1から議題6－4に入ります。これらはいずれ

も裁判官・調査官の配置に関する議題です｡

東京高等裁判所事務局長．吉崎様，議題6－1から議題6－4に関しまして，
ご回答をよろしくお願いします。

【吉崎佳弥氏（東京高等裁判所事務局長)】 それでは，議題6－1から議題6

－4につきまして一括してご回答申し上げます。 霧塑垂‐壹封詐罰且篭手罰
● 一 ● ＞

－ － ■

､

鮭毒…封
まず総論的にこの問題についてご回答申し上げますと，裁判官の配置につき

ましては，各庁の事件数の動向や事件処理状況などを踏まえて全国的な見地か

ら最高裁において適切に行われているものと認識しております。また，家庭裁

判所調査官の配置につきましても，業務量に見合った適正な人の配置のあり方

を全国的な視点で考えていく必要がありまして，家庭裁判所調査官が関与する
事件の事件数が少ない裁判所におきましては,近隣の庁に配置されている調査

官が填補して事件を担当するという体制をとっているところです6
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そこで議題6-1,島田出釜壽鵠’まず裁判官については』名の裁判
官が週4日出向いて執務を行う体制をとっております6裁判官の填補体制につ

いては,"平成27年までは週3日であったところ，平成28年からは週4日'執

務を行う体制へと充実が図られていると認識しております。続いて家裁調査官

ですが，静岡家裁本庁の家裁調査官が週3/日 （水。木･金1，島田出張所に対
して必ず填補しております｡期日の立会いの必要に応じて，各填補日ごとに最

大3名の家裁調査官が填補して事件を担当する体制をとっています。また，事

件処理の必要に応じては週4言填補することもあると聞いております｡この間
題につきましては,引き続き静岡家裁とともに事件処理状況などにきめ細かく

目配りしつつｳ最高裁にも適切に情報提供していきたいと考えており，今後も
これまでと同様，適正かつ迅速な事件処理の実現に向けて，必要に応じた執務

体制の整備に取り組んでいきたいと考えております。

議題6－2に移らせていただきます。佐久支部の関係ですが，家裁調査官の
こし

ぺた燭ど同様です。そこで先ほど…配置に関する総論は，

佐久支部に関してですが,佐久支部においては少年事件を取り扱っておらず,

また上田支部からの交通の便がよいため,家事事件で調査が必要な事件につい
い

ては上田支部の家裁調査官が填補して事件を担当して燭るところです。佐久支

部における調停の期日は週狛とされているところ,ほぼ両日とも,最低でも
'名の上田支部め家裁調査官が填補して事件を担当している状況にあります。

また，事件処理の必要に応じて週2日以-ピの填補をすることもある寺聞いてお
ります｡なお,長野県内に配置されている家裁調査官の数は，長野家裁本庁が

6名；上田支部が5名：松本支部が4名,/諏訪支部が1名r飯田支部が2名；

伊那支部が2名合す｡同様に,きめ細かく目配りしつつ最高裁にも適切に情報
提供したいと考えております。

議題6一3，佐久支部の少年審判の関係です｡支部において少年保護事件を
． ／

取り扱うかどうかにつきましては,支部設置規則3条に基づいて当該支部の管
轄区域の事件動向や諸事情などを勘案して家裁の裁判官会議において定められ

るものでして，また全国的な状況を踏まえる必要もあることから上級庁におい

ても検討がされるべき事柄と認識しております｡上田支部におきましては，本

序の新受事件数が上回る年があること，佐久支部の管轄地域が広大であって地

域によっては上田支部に赴くのに相当の時間を要することはもとより承知して

おりますが，支部において少年事件を取り扱うかどうかは，事件数や交通事情

のみで定まるものではな乏鶴kべた事情を総合的に勘案して定められているも
のでして，そうした事情を考慮して佐久支部においては少年事件を取り扱わな

いものとしていると承知しております｡昨年度も同様の協議問題が提出されて，
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その結果については最高裁に対しても情報提供しているところです。裁判所と

しましてもj適正・迅速な裁判の実現に向け審理の充実を図ることは重要であ

ると考えられることから，引き続き体制面や運用面を含めて不断の検討・努力

を続けていきたいと考えております。

最後にと轡,議題6－4，秩父支部等における裁判官の常駐の関係です。
裁判所法31条2項には「最高裁判所は支部に勤務する裁判官を定める」と規

定されておりまして， どの支部にどれだけの裁判官を配置するかについては各

庁の事件数の動向や事件処理状況などを踏まえて全国的な見地から最高裁判所

において決定しているところです。東京高裁としましては,各庁の事件数の動

向や事件処理状況などに目配りをし，適時に最高裁に情報提供するように努め

ておりますが，最高裁及び地家裁の各見解や検討状況についてこの場で回答す

べき立場にないことはご理解いただきたいと思います。
． ／

なお, ご指摘の事件状況なども踏まえ瀞両地家裁掛川支部におきまして"
平成SO年度から常駐の裁判官1名が執務を行う体制に変更になっております。

今後もこれまでと同様，各支部の事件処理状況にきめ細かく目配りしつつ，最

高裁にも適切に情報提供していきたいと考えております。

以上でございます。

【司会】吉崎様，ありがとうございました。提案会及び委員会から,ただい

まのご回答につきまして更にご質問などはございますか。よろしくお願いしま

す。

【金子肇氏（関弁連常務理事･長野県弁護士会会長)】長野県弁護士会の会

長の金子です。どうもありがとうございました。先ほど事務局長からもあった

ように昨年もこの問題を出しておりまして，冒頭の三宅理事長のコメントにも

あったようにこれは長野県の非常に切なる願いでございます｡恐らく来年も同

じ問題が出ると思いますが,最高裁のほうにも情報を提供していただいてこの

一年間ご検討いただき，来年は少しでも前進した回答をいただきたいと思って

います。よろしくお願いします｡

I司会】 ありがとうございました。

【地方裁判所・家庭裁判所支部の新設等】

議題7(千葉県における地方裁判所及び家庭裁判所支部の新設）
市川簡易裁判所と千葉家庭裁判所市川出張所の管轄区域に地方裁判

所と家庭裁判所支部を新設するとともに，特に家庭裁判所の増員につ

いて以下の質問に御回答いただきたい。

市川簡易裁判所での裁判官数は3名とのことであるが，かかる裁判
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官数において，係属事件の遅滞ない処理がされているか。

千葉家庭裁判所市川出張所の裁判官の填補の状況は，一日平均何名

か｡家庭裁判所調査官は，常駐しているか。現在の事件処理状況に遅

滞等の支障はないか。

今後,裁判官の増員の予定はあるか。増員の基礎情報として，東京

高等裁判所は,最高裁判所に市川簡易裁判所,千葉家庭裁判所市川出
張所の事件処理状況をいかなる頻度， 内容により情報提供している

か。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）

【司会】 それでは続きまして議題7に移ります。議題7は，地方裁判所・家

庭裁判所支部の新設等に関する議題です。吉崎様, ご回答をよろしくお願いし

ます。

【吉崎佳弥氏（東京高等裁判所事務局長)】 市川簡裁，市川出張所に関する議

題です6

まず，市ﾉ||簡易裁判所につきましては，現在の事件処理に特段の支障は生じ

ていないものと認識しております。また，千葉家裁市川出張所におきましては，

事件動向などを踏まえまして現在は常時2毛の裁半l官が執務を行うのに加えま
して本庁の裁判官が週2回填補して執務を行う体制をとっております。また，

家裁調査官につきましては,常時執務を行う調査官を本年4角に5名から6毛
に1名増加させて事件処理体制の充実を図っているところです。このような体

制となっていることから,現在の事件処理に特段の支障は生じていないものと

認識しております6

裁判官の増員につきましては，各庁の事件数の動向や事件処理状況などを踏

まえて全国的な見地から最高裁において適切に行われていると認識しておりま

す。東京高裁としましては，市川簡裁及び市川出張所の事件処理状況などに関

する統計数値などを随時最高裁に情報提供しているところです｡今後もこれま

で同様，適正かつ迅速な事件処理の実現に向けて必要に応じた執務体制の整備

に取り組んでいきたいと考えております。

以上でございます。

【司会】 ありがとうございました。提案委員会の関弁連地域司法充実推進委

員会の原委員ただいまのご回答に関しまして更にご質問等はございますか。

【原崇人氏（関弁連地域司法充実推進委員会委員・千葉県弁護士会)】 関弁

連地域司法充実推進委員会の原と申します。本日はありがとうございます。

加えての質問はないですが， このテーマ，いわゆる京葉地域と言いますが，
I
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市川簡裁･出張所には125万人の人口がいるというところがありまして， こ

こが支部化することは，千葉会， また関弁連の悲願でもございますので，また

手をかえ品をかえ来年度も出題させていただきます(笑)｡よるLくお願いい
たします。

【司会】 それではよろしくお願いします。

【家裁出張所の新設・事件処理等】

議題8－1－1藤沢簡易裁判所，厚木簡易裁判所への家庭裁判所出張所併

設について

（神奈川県弁護士会提出）

議題B-1=2 (神奈川県における家庭裁判所出張所の新設）

神奈川県弁護士会は2013年， 「神奈川司法計画20"13」にお

いて，神奈川県内にある藤沢簡易裁判所，厚木簡易裁判所,平塚簡易

裁判所に横浜家庭裁判所出張所を併設し,横浜市北部と川崎市北部に
それぞれ横浜家庭裁判所出張所を新設することを提案している。

昨年度の東京高等裁判所事務局長の御回答において，かかる要望を
最高裁判所に伝えるとの見解が示されたが，いつ， どのような形式に

おいて，東京高等裁判所より最高裁判所に要望力；伝えられたか御教示

いただきたい｡

また；東京高等裁判所は，藤沢簡易裁判所γ厚木簡易裁判所，平塚
． j

簡易裁判所における家事事件の需要についての調査を実施する意向は

あるのか御教示いただきたい。

さらに，藤沢，厚木，平塚の調停協会が行っている無料相談会にお

ける家事事件の相談が全体に占めている割合の過去5年間の推移につ
いてゥ東京高等裁判所は，調査する意向があるか御教示いただきた

い。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）

議題B-2 (家庭裁判所出張所における出張事件処理について）

新潟家庭裁判所村上出張所・同南魚沼出張所・同柏崎出張所・同糸

魚川出張所の各出張所にて，出張事件処理を行いつつある。

昨年度，裁判所の見解を伺ったところ，出張審判や出張調停を行う

か否かという点は裁判官又は調停委員会の判断によるものであるこ

と，その判断基準はこの場で回答する性質のものではないとの回答を

いただいているが，それ以上の裁判所の具体的な見解については，回

答をいただいていない。
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そこで，改めて，裁判所は，出張事件処理について， どのような見

解をとっているのか，その見解を実現させるために，具体的に，いつ

までに， どのようなことを行うと考えているのかを伺いたい。

また，上記新潟家庭裁判所各出張所，前橋家庭裁判所中之条出張

所，長野家庭裁判所木曽福島出張所,同大町出張所,同飯山出張所に

おいて平成z9年度及び平成SO年度（集計されているところまで）

の各出張事件処理が行われた件数について， （各出張所ごとに）伺い

たい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）

議題8－3地域司法サービスの充実化の観点から，地域に密着した裁判所

である簡易裁判所に家裁の出張所を併設する等して，家事調停を現在

の簡裁の施設を利用して実施できるようにすることについて，裁判所

の見解と検討状況を伺いたい（特に，家裁立川支部においては，町田

簡裁の所在場所での家事調停を実現されたい） 。

(東京弁護士会提出）

議題B－4家庭裁判所出張所における出張調停の実施促進と成年後見制度

の利用の促進に関する法律制定にともなう出張所機能のさらなる拡充

について

（新潟県弁護士会提出）

【司会】 続きまして，議題8に移ります。議題8－1－1から議題8－4に

つきま!しては，いずれも家裁出張所の新設・事件処理等に関する議題です。

吉崎様,議題8－1－1から議題8－4につきましてご回答をよ･ろしくお願

いします。

【吉崎佳弥氏(東京高等裁判所事務局長)】 ご回答申し上げます｡

2鷲歸霊鰯蕊轤噸掌苧ご麓雲舞三
きましては従前から出題されておりまして，提案理由にもあるとおり，管内人

口や成年後見事件などの事件数が全国的には増加傾向にあるという点について

は東京高裁としても十分認識しているところですし；今後もこれまでと同様，

適正かつ迅速な事件処理の実現に向けて必要に応じた執務体制の整備に取り組

んでいきたいと考えております。

家裁出張所の設置については最高裁規則により定められるものでして最高裁

において検討されるべき問題であることから，関弁連及び神奈川県弁護士会か

らこのような意見があったことは昨年度もこの協議会開催のころに最高裁に伝
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えておりますが，今年度も改めて最高裁に伝えたいと存じます6

藤沢:厚木;平塚あ各簡裁における家事事件の需要については,家庭内で紛

争があるかどうか,あるとしたらどのような解決方法を望むか←ﾉといった点は
それぞれでありまし豫庭裁半j所における解決に限られないため,裁判所が調
査することは困難であると考えております。したがいまして,現時点では調査

（

の予定はございません.また,藤沢厚木：平塚の調停協会が行っている調停
／

相談会において家事事件関連の相談が全体に占めている割合の過去5年間の推

移もお問い合わせいただいておりますが， この調査の予定もない／ということ
になります。

｜

ノ

しておりますが,出張所設置規則2条には

各家庭裁判所において取扱事務を一部に限ることができる旨規定されておりま

して,新潟家識とおいて，ご指摘の各出張所について家事事件の受付及び裁判

官または調停委員会の判断により出張審判為は出張調停の事務を取り扱うこ
ととしております。一方,出張審判や出張調停を行うか否かについては裁判官

または調停委員会の判断によるものでして，その判断基準をここでお答えでき

る性質のものではありませんが，一般的には事案の性質や当事者の意向などを

考慮しているものと思われます○

お尋ねの出張所の事件処理数は以下に述べるとおりです｡いずれも司法年度

を基準とした各庁の自庁統計でありまして,後轌遙ご平成30獄申し上げ
る場合は,月~.1.O月獺値とご認識ください｡新潟家裁分ですが,村上出張
誠坪成30年に1慨柏崎出張所は平成30斡こ'蝿糸魚川出張誠こおい
”平成29竿に2俸ありました6その余I=ついては'いずれも出張事件処理
はありませんでした｡続いて前橋家裁管内の分ですが， 中之条出張誠こついて

は平成29年に4件f 30年に2侭出張が行われたということです。続いて

長野家裁管内労ですが;飯山出張誠坪成三9職ﾐ4"30年笏§1燦大町

崇辮雪簿灘蹴撫鱸駕撤撫菫
とも各出張所の実情や管轄する地域の状況の変化などに注視していきたいと考

えております6

e窪義議織＝塁二t三雲李曇週騨テノ
続きまして議題8－3 瞳競司鋳ｻｰｰｷﾆ受帝畿fi梢鰯膏卉き-傷井片張薪伶併認#

＝裁判…艇繍糊を…泣彗溥需票澪Ⅷ前から申し上
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げているとおり，家裁出張所の設置は最高裁判所規則，出張所設置規則により

定められているものでして，最高裁において検討されるべき問題であることか

ら最高裁の見解や検討状況を回答すべき立場にないことをご理解ください｡東

京弁護士会からこのような意見があったことを改めて最高裁に伝えたいと存じ

ます｡

俸鯉=鎧ま出宝蓋堂珪まり
）議題8－4に入ります。

成年後見制度の利用促進については， ご指摘のとおり平成28年5角に成年後

見制度の利用の促進に関する法律が施行され,平成2．年3跡こ成年後見制度
利用促進基本計画が閣議決定されたことから》裁判所としましても最高裁を中

心に, (妻常昌)｢利用者がメリットを実感できる制度･運用の改善｣,隻煮冒二）
｢権利・擁護･支援の地域連携ネットワークづくり｣,管鳶冒)｢不正防止の徹底
と利用しやすさとの調和を図ること｣，以上の3本を大きな柱として,様々な

観点から関係機関， 自治体,関係団体との間で協議などを行っているところで

穏壼にある成年後見制度の利用塵のために各家裁出張所の機能充実が〃
の程度必要であるかなどについても，各家裁におきまして関係自治体や関係団

体との間で協議などがなされていくものと承知しております。東京高裁としま

しては， このような家裁や関係自治体，関係団体との協議の状況などを踏まえ

まして，体制整備に必要な検討事項があればそれらについて検討していくとと

も姓級庁には必要な情報を提供していきたいと考えております。
なお，先ほど申し上げたとおり，各出張所においてどのような事務を取り扱

うかは各家裁において決められるものでして,また具体的な事件について出張
調停を行うかどうかは裁判官または調停委員会の判断によるものです｡東京高

裁として判断基準等をお答えできる性質のものではないことはご理解いただき

たいと思います。

議題8関係は以上でございます。

【司会】 ありがとうございました。ただいま，予定より2分早く進んでおり

ますので，追加のご質問があったらよろしくお願いします。

それでは，提案会,提案委員会から,ただいまのご回答につきまして更にご

質問等はございますか。よろしくお願いします。

【山田晶久氏（新潟県弁護士会副会長)】 新潟県弁護士会の副会長の山田と申

します｡ありがとうございました。

質問ではないですがPRといいますか情報提供をさせていただきたいんです

が，議題書12頁の議題8－4の提案理由の1の（2）にあるとおり，この時
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点当時（平成28年1月現在)，全国の家裁出張所のうち，家事調停審判を実

施していなかった出張所は11庁ありまして， うち4庁が新潟県内にあります

(村上，柏崎南魚沼,糸魚川)。以前はいわゆるゼロワン地域と言いまして弁

護士が1人とかゼロとかいう地域でしたが，近年弁護士が定着してきておりま

して，村上にも以前はゼロでしたが今は1名，弁護士が開業しております｡柏

崎は4名， うち1名はインハウスですが定着して弁護士が開業しております。

南魚沼は2名，糸魚川は今年10月に日弁連のひまわり基金の法律事務所が開

設されて今’名，弁護士が常駐して開業しております｡弁護士会としても地域

に根差した司法サービスを提供していきたいと尽力しておりますので，ぜひと

も今後とも裁判所におかれましては,家裁出張所の機能充実に尽力いただきま

すようお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

【司会】 ありがとうございます｡ほかの提案会はよろしいでしょうか。 ”

【大谷豊氏（関弁連地域司法充実推進委員会副委員長・神奈川県弁護士会)】

關弁連の地域司法充実推進委員会の副委員長の大谷です。

議題8－1－2の問題ですが,この中で藤沢地域ですがここは全国でも珍し

ぐ，神奈川県でも珍しく人口急増地域で毎月大体ルOOO人近く増加してい

ます。人口も今123万か124万人ぐらいいるところでありまして， 当然事

件数もかなり多い。こういう状況の中で，先ほど成年後見推進の関係でやはり

家裁の役割はすごく大事なものだと思います。そういう意味で，少なくとも藤

沢地域において家裁の出張所の併設という形で高裁管内のほうでも検討してい

ただきたいと思っております。今後ともよろしくお願いします．

【司会】 ありがとうございます。ほか,-よるしいでしょうか｡，

【原崇人氏(雷弁連地域司法充実推進委員会委員･千葉県弁護士会)】 お時
間大丈夫ということなのでj関弁連の地域司法充実推進委員会の原と申します。

議題8－2に関連して,統計の数字をいただきましてありがとうございます。

お答えできないかもしれませんが，新潟と長野の出張調停の数がすごく違う理

由について， もし高裁のほうで何かご承知の点がありましたらお答えいただけ

ればと思いますが､よろしくお願いします。

'りません｡＝乱

吉崎佳弥氏（東京高等裁判肋事務局長)」
し

4■■■■■■■■昌昌■■■一司凸＝■■■『一一＝二一一

【司会】 ほかに質問はございますか。ではお願いします。

【市川充氏（東京弁護士会副会長)】 議題8－3の提案会の東京弁護士会で

すが， この件については引き続きよろしくお願いしたいと存じます。追加質問

はございません。

【司会】 ありがとうございます。それでは，次の議題に移ってよろしいでし
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ようか。

【成年後見制度利用促進法関係】

議題g－1成年後見制度の利用の促進に関する法律制定に伴う体制強化に

ついて，特に中核機関の設置が難航すると思われる司法過疎地などに

おいては，個別具体的な取り組みが必要になってくると思われるが，

どのような体制作りをしているか6また，今後,同法の趣旨を実現す

るためにどのような方策を検討しているか，ご教示頂きたい｡

（関弁連弁護士偏在問題対策委員会提出）

議題g－2東京高等裁判所管内の成年後見，保佐，補助の過去5年間の申

立につき，各自治体ごとの申立件数及び，後見人等に選任された者の

属性（弁護士,司法鴇士, ‘社会福祉土その他の専門職親族，市民

後見人，その他）ごとの人数について御教示いただきたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）

【司会】 議題9－1及び議題9－2は，いずれも成年後見制度利用促進法関

連の議題です。

東京高等裁判所事務局長・吉崎様，議題9－1及び議題9－2についてご回

答をよろしくお願いいたします。

【吉崎佳弥氏（東京高等裁判所事務局長)】 ご回答申し上げます。

まず議題9－1ですが，成年後見制度の利用促進につきましては先ほど申

し上げた3本柱について，裁判所としても最高裁を中心に様々な観点から,関

係機関， 自治体及び関係団体との間で協議などを行ってきているところです｡

お尋ねの司法過疎地などにおける利用促進につきましては，個別具体的な取鯛

組翰を行っていくことが重要であり，今後も引き続き中核機関の設置，機能充

実に向けて”各家裁と自治体との間で具体的にどのような連携を強化していく

かなど利用促進に向けた体制強化について，各家裁と関係自治体，関係団体と

の間で協議がされていくものと考えております。東京高裁としましては， こう

した各家裁と関係自治体，関係団体との協議の状況などを踏まえまして，体制

整備に必要な検討事項などがありましたらそれらについて検討をしていくとと

もに，上級庁には必要な

続きまし等議題9－2
芽報を提供していきたいと考えており喜

軍鐡F勤了労椅潟闇ャ予舎-オテ1歩等壽筈も-句斐写倒筬西

見，保佐､補助の申立てについての自治体ごとの申立件数，後見人等に選任さ

れた者の属性ごとの人数についての統計をお問い合わせいただいておりますが，

結論的には，東京高裁ではこのような統計を習っておりませんのでお答えする
取
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ことはできません。なお，各家裁においては，各自治体からの要請などに応じ

る形で， 自庁統計などをもとに可能な範囲で要請内容に応じた統計に関する資

料を作成し情報提供している場合があると聞き及んでおります。

以上でございます。

【司会】 吉崎様，ありがとうございます。提案委員会から，ただいまのご回

答につきまして更にご質問はございますか。ではよろしくお願いします。

【千葉真理子氏（関弁連弁護士偏在問題対策委員会副委員長？茨城県弁護士

会)】 議題9－1を提案しました弁護士偏在問題対策委員会副委員長の千葉

と申します。

情報提供に近いかもしれませんが，先ほど司法過疎地においては個別具体的

に家裁と自治体の協議に基づいていろいろとフォローしていただけるというお

話がありましたけれども，過疎地の自治体は意識が低いところが多いと思いま

す。我々偏在問題対策委員会では年2回，偏在地・過疎地を調査して自治体や

簡易裁判所などに聞き取り調査，実地調査をしています｡そこで弁護士がいな

い，ゼロのところですと，本当に自治体も意識が低い。例えば今年，茨城県常

陸太田に行きましたがゥ独立簡裁管内人口は約10万人いるけれども自治体，

市役所等を訪問してもそこに弁護士はゼロなんですね。そういう自治体と家裁

が協議したときにj人口10万人いたら30数％も高齢化率, 3万人を超える

高齢者の中で3分の1が後見の必要があっても1万人が取り残されているので

はないかといった不安を非常に感じます6

ですから，ぜひ協議にあたっては家裁がリードするといった姿勢で，後見制

度を全国どこの方も利用できる制度の促進に資する:ようにやっていただければ

と思いますbよろしくお願いします。

【司会】 ありがとうございます。

【相模原支部での合議事件の取扱い】

議題10=1 横浜地方裁判所相模原支部における合議事件の取り扱いにつ

いて

（神奈川県弁護士会提出）

議題10-2 (横浜地方裁判所相模原支部）

横浜地方裁判所相模原支部において，民事、刑事の合議事件を取り扱

うことに関する裁判所の見解，特に同支部において合議制を導入できな

い具体的な障害がどこにあるのかを，横浜地方裁判所横須賀支部との対

比において‘管轄人口，新受件数，裁判官数,本庁からの距離･時間な

どの具体的な観点から，伺いたい。

『
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また，今後，合議事件を取り扱うことへどのような対応をすればよい

か御教授いただきたい。

なお，昨年まで横浜地方裁判所相模原支部において合議事件を取り扱

うよう要望していたことを,最高裁判所及び横浜地方.家庭裁判所にお

伝えしていただいていると思われるが，具体的にどのような対応がなさ

れたのかをお伺いしたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）

【司会】 それでは続きまして,議題10－1及び議題10-2に移ります。

いずれも横浜地方裁判所相模原支部での合議事件の取扱いに関する議題です。

吉崎様，議題10-1及び議題10-2についてご回答をよろしくお願いし

ます。

【吉崎佳弥氏(東京高等裁判所事務局長)】 各議題一括して‘ご回答申し上げま

す。

この議題につきましても例年出題していただいているところですが，合議事

件を地方裁判所の支部で取り扱うかどうかにつきましては，支部設置規則3条

に基づきまして当該支部の事件の係属状況や最寄りの合議事件取扱庁までの交

通事情などを総合的に勘案して各地家裁が決定するものでして， また全国的な

状況も踏まえる必要があることから上級庁においても検討がされるべき事柄と

考難呈臺麓鰐萱支部で合議制を導入しているのに相模原支部で導入
していないことの理由についてですが,横須賀支部を合議取扱支部とした経緯
については承知しておりませんけれども， さきに述べたとおり,横浜地家裁に

おいては相模原支部の事件の係属状況や最寄りの合議事件取扱庁までの交通事

情などを総合的に勘案した上で相模原支部では合議事件を取り扱わないことと

しているものと承知しております。

本件につきましては,最高裁や横浜地家裁に対して各種協議会や事務打合せ

の場などで伝えているところですがウ本件に関する最高裁や横浜地家裁の具体

的な検討状況についてはこちらでは把握しておりません。今回ご要望があった

こどは,最高裁,横浜地家裁に改めて伝えたいと考えております｡裁判所とし
ましても，適正・迅速な裁判の実現のため審理の充実を図ることは重要である

と考えておりまして，今後とも体制面や運用面を含めて不断の検討努力を続け

ていきたいと考えております。

以上でございます。

【司会】 吉崎様， ありがとうございます。提案会及び委員会から，ただいま
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のご回答につきまして更にご質問等ございますか。お願いします。

【村松剛氏（神奈川県弁護士会副会長)】 神奈川県弁護士会の村松です。ご

説明ありがとうございました6

例年くどいようですけれども従前よりお願いしているところですが，相模原

市は政令市でありましてそれなりに人口規模がありまして，なおかつ周辺の市

も含めた形での管轄区域になっております。 したがいまして，人口だけではな

くて経済規模もそれなりの経済活動の規模もありまして事件も複雑化しており
ノ ．

ますので，そういった面からもご検討いただきたいことと，従前と違って一番

最寄りだった八王子支部が立jl lに行っていることもやはりあるんだろうと思う

んですね。そういったことを踏まえながら， もう一歩ご検討いただけたらと思

います。よろしくお願いします｡

【司会】 ありがとうございます。ではどうぞよろしくお願いします。

【大谷豊氏（関弁連地域司法充実推進委員会副委員長・神奈川県弁護士会)】

関弁連の地域司法充実推進委員会の副委員長の大谷です｡この議題はもう7

年間続けて出させていただいております。昨年，吉崎事務局長にも言ったんで

すが，去年とは違う形で出題させていただきますということで，今回横須賀支

部との関係で改めて具体的な提案をさせていただきました。横須賀支部，本庁

との関係で言いますと，相模原支部は，距離からしても，人口からしても,事

件数からしても横須賀よりも多い。そういう関係の中で，相模原支部はどうし

て扱わないのかということについて東京高裁の考え方を具体的に聞きたいとい

うことで，今回は出題傾向を変えさせていただきました。今後ともこの件につ

いてはご検討いただいて進めていただきたいと思います｡

それともう1点ですが， これで一番問題にしているのばやはり刑事関係でこ

れが一番重要だと思っております。準抗告の事件になるとどうしても本庁のほ

うに行かなければいけないということになります。そういう点の不便さも考え

ていただいて,更に議論を進めていただく方向で検討していただきたいと思っ

ております。どうもありがとうございます。

【司会】 ありがとうございます。

【立川支部を巡る問題】

議題1 1－1 （東京地方裁判所・家庭裁判所立川支部の本庁化）

東京地方裁判所･東京家庭裁判所立川支部を独立した地方裁判所。

家庭裁判所本庁とするのが妥当と考えている。

裁判所の議論及び取り組み状況について，東京高等裁判所の回答

は，従前,概ね，裁判所の本庁の設置は立法政策の問題であること，
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裁判所としては政府や国会の検討の中で意見を述べてい<性質のもの

であると承知していること，最高裁判所には意見があったことを伝え

るというものであった｡。

そこで，本年においても，同様の出題を継続し,以下のとおり，質問

する。

（1）最高裁判所が政府や国会の検尉の場で述べている意見の内容やそ

の理由,それに対する政府や国会の意見の内容やその理由などにつ

いて,具体的にどのように検討され,どのような議論がされてきた

か,その内容を伺いたい｡

（2;）最高裁判所に対し,当連合会からの意見をどのような形で,どの

ように伝えているか伺いたい。

当連合会の意見に対する最高裁判所の具体的な見解,そのような

見解をとっている理由をもう少し具体的に伺いたい。

伝えていないとしたら，伝えていない理由を伺いたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提出）

議題1 1－z東京地裁立jII支部において9 :行政事件の取り扱いが出来るよ

うに『規則，法改正をすることについて裁判所の見解と検討状況につ

いて伺いたい。

（東京弁護士会提出）
I

【司会】 それでは議題11に移ります。議題11－1と議題11－2はいず

れも立川支部に関する議題です｡吉崎様,併せてご回答をよろしくお願いしま

す。

【吉崎佳弥氏（東京高等裁判所事務局長)】 まず議題11－1からお答え申し

上げます0

地方裁判所･家庭裁判所支部の本庁化につきましては立法政策の問題であり

まして，政府，国会において最高裁から意見を述べていく性質の問題であるこ

とから，政府や国会の検討の場での議論の具体的内容についてはこの場で高裁

からお答えすることはできないという』塔の立場についてはご理解いただきたい

と思います｡また，最高裁には，各種協議会や事務打合せの場などで関東弁護

士会連合会からのご意見は伝えておりますが,最高裁の具体的な見解をお答え

する立場にないこともご理解いただきたいと思います。関弁連からこのような

ご意見があったことは,今回も最高裁に伝えさせていただきます。

続きまして議題11－2，行政事件の取扱いに関する点です。東京地裁の立

川支部の管轄地域が広く，事件数も多い点はもとより承知しているところです。
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他方で，行政事件については支部設置規則1条2項によりまして支部で取り扱

わないこととされておりまして，最高裁において検討されるべき問題であるた

め，東京弁護士会から立川支部で行政事件を取り扱うべきであるというご意見

があったことは最高裁に伝えさせていただきたいと思います。この点に関する

最高裁の見解や検討状況を回答すべき立場にない点は，重ねてご理解いただき

たいと思います。

以上でございます。

【司会】 ありがとうございます。提案会及び提案委員会から，ただいまのご

説明に関して更にご質問はございますか｡よろしくお願いします。

【原崇人氏（関弁連地域司法充実推進委員会委員・千葉県弁護士会)】 関弁

連地域司法充実推進委員会の原です｡度々すみません5
議題11－1について添付資料を付けさせていただきますので，ご参照のほ

どよろしくお願いいたします｡また， この問題も立川，多摩地域及び関弁連の

悲願でございますのでj来年度も引き続き，手をかえ品をかえ要望させていた

だきます。よろしくお願いします。

以上です。

【司会】 ありがとうございます。ちょうど今，時間ぴったりで4時を通過い

たしましたのでよろしくお願いします。

ー

【裁判所庁舎・設備】

議題12－1 静岡家庭裁判所島田出張所の庁舎につき，待合室の拡張当

事者の鉢合わせを回避するための待合室設置場所の工夫を含めた庁舎

の拡張,エレベーターの設置を含むバリアフリー化及び駐車場の設置

拡大等物的設備の拡充を行うことを要望していただきたい。

(静岡県弁護士会提出)

議題12－2静岡家庭裁判所掛川支部の庁舎につき， エレベーターの設置

を要望していただきたい。

（静岡県弁護士会提出）

議題12－3長野地方・家庭裁判所佐久支部。佐久簡易裁判所庁舎の建替

えをして頂きたい。

（長野県弁護士会提出）

議題12－4管内の支部庁舎には,エレベーターが設置されていない庁舎

も少なくないが， 2階に法廷があり1階別室での代替対応が不可能な

場合に，裁判所はどのような対応をされているのか。高齢者,障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律の趣旨に鑑み，今後，更なる

－28‐



I

具体的な改善策を予定されているのかご教示願いたい。

（関弁連弁護士偏在問題対策委員会提出）

【司会】 次に，議題12－1から議題12－4に移ります｡いずれも裁判所

の庁舎・設備に関する議題です。

吉崎様，議題12－1から議題12－4についてご回答をよろしくお願いい
たします。

【吉崎佳弥氏（東京高等裁判所事務局長)】 それではご回答申し上げます｡倖
● や 、 ● 、 盤

．_.i、 ． ‐ ，
r YL一三

● 争 乱
●

ま｡）

議題12－1，島田出張所の庁舎の関係でございます｡当事者同士が直接顔

を合わせることに問題がある点など裁判所側で特段の配慮が必要となると考え

るような場合においては，必要に応じて呼出し時間の調整や待合室を棟によっ

て分離したり待合室の階を変えたりするなどの措置を講じているところですが，

限られた庁舎スペースにおいて待合室を直ちに拡張することや，限られた庁舎

敷地において駐車場を直ちに増設することが難しい点につきましてはご理解い

ただきたいと思います。なお，島田出張所の庁舎にはエレベーターは設置され

ておりませんが，高齢者や障がい者などの方が当事者等になっている場合には，

1階で事件処理が可能となるよう庁舎の1階に法廷･調停室等を整備している

ところでありまして， これらの方が円滑に施設を禾ﾘ用できるよう今後も十分な

配慮をしていきたいと考えております。

議題12－2，掛川支部の庁舎の関係ですが， こちらも同様です。エレベー

ターは設置されておりませんが,，階で事件処理が可能となるよう今後も十分
な配慮をしていきたいと考えております。

議題12－3，佐久支部・佐久簡裁庁舎の建替えに関してですが，庁舎の建

替えについては，庁舎の耐用年数,老朽度，狭隆度，社会的劣化状況などを踏

まえつつ全国的な裁判所施設の整備という観点から検討されるものでして，現

時点において佐久支部の庁舎を建て替える予定はございません。一方で，現在

の佐久支部庁舎の問題点についてはもとより認識しておりますが,エレベータ

ーが未設置である点につきましては，今後,設置の可否について検討していき

たいと考えております。現状においては，できる限り1階で事件処理が可能と

なるよう庁舎1階の法廷兼審判廷等を利用して事件処理を行うように配慮して

おりまして，高齢者や障がい者などの方が円滑に施設を利用できるよう今後も

十分な配慮をしていきたいと考えております。
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子どもとの試行面会用の部屋につきましては，限られた庁舎スペースの中に

おきまして直ちに設置することは困難ですが，今後の事件動向や事件処理の実

情。必要性などを十分に踏まえながら設備。整備の必要性について検討してい

きたいと考えております。併せて冷暖房施設などの機械設備についても，その

老朽度を踏まえつつ更新などの必要性について検討していきたいと考えており

ます。なお，待合室に関してですが,:その設置目的からしてもともと秘密の情

報を口外することが想定されていない場所と認識していることから，防音を図

る必要はないものとして取り扱っていることについてはご理解いただきたいと

思います。

議題12－4，管内の支部庁舎のエレベーターの問題ですが， これも先ほど

と同様の回答にな､ります。エレベーターが設置されていない支部庁舎につきま

しては， 1階で事件処理が可能となるよう多目的に利用できる事件関係室，例

えばラウンドテーブル法廷などを整備しておりまして， 2階への移動が困難な

当事者などが来庁される場合にはこれらの事件関係室を使用することとしてお

ります｡なお， 3階建て以正の庁舎には全てエレベーターが設置されておりま
すが,2階建ての庁舎についても，全国的な施設整備の観点から新営などの機

会を捉えてエレベーターの設置を進めているところでして，高齢者や障がい者

などの方が円滑に施設を利用できるよう今後も十分な配慮をしていきたいと考

えているところです。

以上でございます。

【司会】 ありがとうございます。提案会及び提案委員会から,ただいまのご

回答に関しまして更にご質問はございますか。ではよろしくお願いします。

【大多和暁氏(関弁連常務理事。静岡県弁護士会会長)】 静岡県弁護士会の

会長の大多和です。追加の質問はありませんが，林長官におかれては，以前，

静岡地裁の所長もされておりまして静岡の実情には精通していると思いますの

で,議題6－1とともに，ぜひ林長官の時代に実現していただきたいと思って

います.(笑)。

以上要望いたします。

【司会】 ありがとうございます。ほかにご質問等ございますか。よろしくお

願いします。

【大井基弘氏（関弁連弁護士偏在問題対策委員会委員長・長野県弁護士会)】

関弁連弁護士偏在問題対策委員会委員長を務めております大井基弘と申します。

今年もよろしくお願いします。

今ほど議題12－4についてお答えいただきましたが， 1つご質問ですが，

こちらで質問内容として示している1階別室で諸々できる限りの対応をしてい
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ただいているというところはこちらの調査でも把握していますが，それでも1

階利用ができない場合，提案理由にも書きましたが尋問期日の本人・証人とか

在宅事件の被告人とかいった方が階段を上れない場合にどういった対応をされ

ているのか。また，そIの対応のマニュアル的なものが裁判所に存在するのかに

ついてちょっとお答えがいただけなかったように思いましたので，改めてよろ

しくお願いします。

【吉瞳佳迩氏_(東京高等裁判所事務局長)】提案理由，ご質問と噛み合わない

お答えで申し訳ありませんでした ′‐ ， O

やむを得ない事情で1階に整備している多目的に使用できる事件関係室を使

用できない場合には，職員が階段を利用してご案内するという方法も考えられ

ます。そういった措置を講じる場合には,当事者の方々の安全に十分配慮しな

がらj より慎重に対応したいと考えているところです。竜ニュアルがあるかど

うかについては,倖ｾ認毒騨まゴ±走り私自身は承知してございません。
以上です。

【大井基弘氏（関弁連弁護士偏在問題対策委員会委員長・長野県弁護士会)】

ありがとうございます｡ここからは意見ですが, 当委員会から平成三5年度，
また28年度に引き続いて今年もバリアフリーの問題を提案させていただきま

したけれども，実は25年度に提案させていただいたときにはトイレのバリア

フリー化も議題に入っていたんですが，この5年間でトイレのバリアフリー化

については議題にできないほど改善されておりまして，他方で階段のほうの要

望についてはなかなか改善が見られていないと感じているところです。このあ

たりも,先ほどお話がありましたように2階建ての支部庁舎は階段対応がなさ

れていると認識しておりますが,バリアフリーに関しての予算づけは恐らくど
こからも異論がない部分であろうかと思いますので，ぜひ今後数年でこの議題

もなくすような方向でしていただければ有り難いと思っております。 よろしく

お願いいたします｡

【司会】 大井委員長，ありがとうございました。

~

【地方議会の意見書等の取扱い】

議題13 司法過疎地の自治体議会等が当該地域の司法の充実に関して意見

書を採択した場合に,裁判所に送付された意見書は, どのような手続

で取り扱われることになるのか。また，裁判所内において,地家裁支

部や家裁出張所等の職員から人的物的基盤に関する要望があった場合

に， どのような時期にどのような段取りを経て，最終的に予算化され

ることになるのか，その手続についてご教示願いたい。
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(関弁連弁護士偏在問題対策委員会提出）

【司会】 それでは，続きまして議題13に移ります。議題13は地方議会の

意見書等の取扱いに関する議題ですd

吉崎様,議題13についてのご回答をよろしくお願いいたします。

【吉崎佳弥氏（東京高等裁判所事務局長)】 ご回答申し上げます。

この種の意見書を当庁にご送付いただいた場合には，その内容を確認しまし

て必要に応じて上級庁や関連する庁にも情報提供を行っている， というのが実

情です。また，管内の庁にご送付いただいた意見書につきましても，各庁の判

断ということにはなりますが，概ね今述べた東京高裁と同様の取扱いがされて

いるものと認識しております。人的･物的基盤に関する要望に対しては〉庁と

してその必要性を認めるものであれば適宜その要望を最高裁に伝えて最高裁に

おいて検討することになるj というものでございます。

以上でございます。

【司会】 ありがとうございます。ただいまのご説明に関しまして，提案委員

会の関弁連弁護士偏在問題対策委員会の大井委員長よるしいでしょうか。

【大井基弘氏（関弁連弁護士偏在問題対策委員会委員長･長野県弁護士会)】

すみません, 1つ質問をさせていただきたいんですが，具体的にどのような会

議で，どういったタイミングで予算化の話がなされているのかについて,提案

理由のところにも書きましたけれどももう少し具体的に教えていただければ大

変有り難いんですが．

【宣崎佳弥氏(東京高等裁判所事務局長)】
関する内部の事務処理の問題であることから

個別案件に

ではこの場

提要恐纒毛字体鶏,弓睦-単引

の内実{こついて胃

でお答えすることは差し控えさせていただきます｡

【大井基弘氏(関弁連弁護士偏在問題対策委員会委員長・長野県弁護士会)】

市民にとって身近な裁判所の実現は,やはり市民の声を無視しては進められな

いと思いますので，そのあたり，裁判所の情報公開的なものとしてぜひ来年は

ご回答いただければ有り難いと考えるところです6実際,各地で意見書等を採

択されているのは,地域の住民もそうですし地域の弁護士もそうですし,恐ら

く地域の裁判所も思いは同じだと思います。その思いを実現するために; 自治

体としては裁判所の予算づけ等を後押しするようなことができればという思い

で各地で頑張っていますので，ぜひ，謙抑的になり過ぎない予算要求をしてい

ただければと思っております。意見です｡よろしくお願いします。

【司会】 ありがとうございます。

以上をもちまして，地域司法に関する議題については終了いたしました。
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第4訴訟実務･運用関係

議題14訴訟救助要件の疎明について

(神奈川県弁護士会提出）

【司会】 続きまして，議題14は訴訟救助要件の疎明に関する議題です。こ

の議題につきましても,東京高裁事務局長6吉崎様からご回答をお願いいたし

ます。

【吉崎佳弥氏（東京高等裁判所事務局長)】 この点については昨年も類似の問

題をご提案いただきました。昨年佳ﾀお答えしたとおりということになりますが，

訴訟上の救助につきましては各裁判体において個々の事情を総合考慮して個別

具体的に判断される事柄であ'りまして，運用実態などについてお答えできるも

のではないことはご理解いただきたいと思います。なお，ご意見の中でj法テ

ラスが援助の必要性を認定しているケースでは，司法アクセスを保障する見地

からもう少し広く訴訟救助を認めるべきである〉 といったご意見をいただいた

ことにつきましては承りました。

以上でございます。

【司会】ありがとうございます。提案会の神奈川県弁護士会・西本副会長，

ただいまのご回答につきまして更にご質問等はございますか。よろしくお願い

します｡

【西本暁氏（神奈川県弁護士会副会長)】 ございません。

議題15いわゆる提携リースでサプライヤーがユーザーに不正な勧誘を行

った上で倒産し,ユーザーが予想外のリース料を請求される等の悪質

サプライヤーによるトラブルの多発に対し，業界団体を中心とした撲

減の取り組みがされているところ， この点について裁判所における問

題や状況の把握の試みがあれば教えていただきたい。

〈関弁連消費者問題対策委員会提出）

【司会】 それでは，続きまして議題15にまいります。提携リースに関する

悪質サプライヤーによるトラブルに関する議題です。

この議題につきましては, ､東京地方裁判所民事部所長代行・渡部様からご回

答いただけると伺っております。渡部様， よろしくお願いいたします○
【渡部勇次氏（東京地方裁判所民事部所長代行)】 東京地裁の渡部でございま

す。私からご回答させていただきます。

＆
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会長，ただいまのご回答について更にご質問等はございますか。

【海野浩之氏（関弁連常務理事・東京弁護士会副会長)】 ありがとうございま

lﾝた。

個別の訴訟の事案になりますのでご回答はなかなか難しいところかと思いま

すが，今，当事者と裁判所での協議が重要だというお話をお聞きしましたので，

それを本会に持ち帰ってフイー隙バックをさせていただきたいと考えておりま

す。ありがとうございます。

議題窪O保管金提出書に振込口座名義人の住所を記載する欄があるが，削

除して頂きたい。

（東京弁護士会提出）

【司会】 それでは，議題20に移ります。議題20は，保管金提出書に関す

る議題です｡,議題20につきましては,東京高等裁判所事務局長‘吉崎様から
ご回答いただけると伺っております。

吉崎様， ．よろしくお願いします。

【吉崎佳弥氏（東京高等裁判所事務局長)】 ご回答申し上げます6

保管金提出書の様式は内部通達で定められているところですので，いただい

たご意見につきましては上級庁に伝えたいと存じます。以上でございます。

【司会】 ありがとうございます｡提案会の東京弁護士会・海野副会長，ただ

いまのご回答について更にご質問等はございますか｡

【海野浩之氏（関弁連常務理事・東京弁護士会副会長)】 ぜひ検討をお願いし

たいと強く思いますのでよろしくお願いします。

第5その他諸問題

議題21 裁判所及び検察庁における公益通報窓口設置状況について，

①裁判所及び検察庁における公益通報の窓口の有無

②.公益通報窓口が設置されていない場合には，今後の設置予定につい

て ，

③公益通報窓口が既に設置されている場合，その制度内容及び運用状

況

を各ご教示願いたい｡

（東京弁護士会提出）

【司会】 それでは議題21に移ります6裁判所及び検察庁における公益通報
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窓口設置状況に関する議題です。この議題につきましては，東京高等裁判所事

務局長・吉崎様及び東京高等検察庁次席検事･山上様からご回答いただけると

伺っております｡

初めに吉崎槙よろしくお願いいたします。

【盲瞳佳弥氏(東京高等裁判所事務局長)】 裁判所では，最高裁判所事務総局
総務局第一課，高等裁判所事務局総務課にそれぞれ公益通報に関する受付・相

談を行う窓口が置かれております。これらの窓口で受け付けた公益通報は最

高裁判所事務総局総務局長に送付され，必要な調査を行い，当該公益通報に係

る通報事実があると認めるときには，通報対象事実の中止その他是正のために

必要な措置をとることになります。

なお, (委縮圭士珪造圭圭弓)受付件数などの具体的な運用状況については統計
をとっていないため把握してございません。

以上でございます。

【司会】 吉崎様，ありがとうございます｡

続きまして山上様， よろしくお願いいたしますQ

【山上秀明氏（東京高等検察庁次席検事)】 検察庁におきましては，公益通報

に係る内部通報及びこれに関する相談についてウ公益通報者保護法及び各通達

等に基づき,通報または相談に応じる窓口を事務局人事課に設置して対応して
おります｡通報があった場合には必要な調査を行って是正措置等を講ずる等の

処理を行いますが，通報者が不利益な取扱いを受けないようにすることはもち

ろんのこと，通報処理に従事する者に対しても厳しい守秘義務を課しており，

また通報に係わる事案の処理後も内部通報者が不利益な取扱いを受けていない

かなどについて確認してj通報者保護のための十分なフオローアップを行うこ

とも義務づけております。

外部通報及びこれに震連する相談ですが，検察庁の場合，その実質が犯罪行

為の情報提供，告訴･告発と変わるところがないと思われますので，通報対象

事実を管轄する地方検察庁の捜査担当部署(東京地検では特別捜査部の直告受

理担当になります）に窓口を設けてj外部の者からの通報相談に適切に対応す

るように努めているところです。

以上でございます6

【司会】 山上様，ありがとうございましたd提案会の東京弁護士会・市川副

会長ご回答について更にご質問等はございますか｡よろしくお願いします6

【市川充氏（東京弁護士会副会長)】ご丁寧にご回答いただきま‘してありが

とうございました。この議題,質問は本法曹連絡協議会にふさわしいものだっ

たかどうかは若干疑問があるところではございますが，大変安心いたしました。

’

･43．



ありがとうございます。

I

議題22東京地方裁判所及び東京高等裁判所における，市民的及び政治的

権利に関する国際規約（以下「自由権規約」という｡）の解釈と適用に

関する専門的訓練実施の有無，実施している場合はその対象者，頻

度，内容を各ご教示願いたい。

（東京弁護士会提出）

【司会】 それでは，議題22に移ります。 自由権規約の解釈と適用に関する

専門的訓練の実施に関する議題です｡議題22につきましては，東京高等裁判

所事務局長・吉崎様からご回答いただけると伺っております。

吉崎様， よろしくお願いします。 ◇

【吉崎佳弥氏（東京高等裁判所事務局長）

行

る研修も実施しております。 各裁判官の

薙数の研

到際人淵

キャリアに応じたそれぞれの段階においてその研修を受講できるよる咳複数の研

修が実施されているところです｡特に，崖ｴ写幸喜年1回実施される新任判事補
を対象に行う研修,また新たに地裁・家裁の部総括に任命された者に対する研

修におきましては，国際人権問題を専門とする大学教授を講師として自由権規

約の解釈･適用を中心に国際人権をめぐる現状と課題などについての講演をし

ていただくなど, 自由権規約の解釈･適用をテーマとしたカリキュラムを実施

していると承知しております。

以上でございます。

【司会】 ありがとうございます6提案会の東京弁護士会・海野副会長，ただ

いまのご回答について更にご質問等はございますか。 、

【海野浩之氏(関弁連常務理事・東京弁護士会副会長)】 回答ありがとうござ

いました。

現在参議院で入管法の改正が審議されているところでありまして，改正が通

りましたらば外国人の在留資格や難民に関する訴訟がまた増えていくように思

いますので，今後とも自由権規約の解釈と適用につきましては,引き続き訓練，

専門的な知見の取得の実施をお願いしたいと思っております｡ありがとうござ

‘いました｡

議題23東京高等・地方・簡易合同庁舎におけるアスベストの飛散，エレ

ベータシャフト内でのアスベスト検出について
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①同建物内のアスベストの所在の現状，及び，今後の対策に関する検

討をするため，同建物内の工事等の段階でのアスベスト調査結果，
工事作業日報各種測定結果（写真を含む） ，設計図面の提供

②上記資料の検討や，今後の対策の検討のため，裁判所アスベスト検

証対策協議会を法曹三者で設置すること

③協議会には弁護士会の推薦する専門家をメンバーに加え，現地立ち
入り調査も実施すること

について,裁判所の見解を伺いたい。

また,上記建物以外の管轄内の裁判所管理の建物についても,上記

と同様に，アスベストの所在の現状,対策検討をし，順次無害化する

ことについて，裁判所の見解を伺いたい。

（東京弁護士会提出）

【司会】 それでは最後の議題に移ります。予定時間を15分ほど早く進んで

おります（笑)。

最後の議題は，裁判所庁舎のアスベスト対策に関する議題です。

東京高等裁判所事務局長・吉崎様， よろしくお願いいたします。

【吉崎佳弥氏（東京高等裁判所事務局長)】東京高等・地方，簡易合同庁舎に

つきまして,今年'朗こ一部のｴﾚペｰﾀシヤフトヒ韓丞＝堂三重±茸童
舗内から,空気'リットル当たり'椎超えるｱｽべｽﾄ繊維が検出された
という事案ｶﾐ起きました。この事案が起きた際には,関係者の皆様に多大なご

駕鰐黙兵壼菫墓蟇鰯霊鷺蝋言菫嘉睾髻二二
ﾉこのｱｽべｽﾄ繊維が検出された原因分析ります。…

などにつきましては，有識者との意見交換を踏まえて最終的な調整を行ってい

るところでありまして，東京三弁護士会の皆様方に対しては，追って原因分析

の内容についてお知らせしたいと考えております｡

また,平成28年9月Zに，最高裁判所事務総局経理局による「東京高地簡裁
合同庁舎ダクトシヤフト改修工事に関する調査結果について」におきまして，

以下のような記載即ち， ｢合同庁舎の広い範囲の天井裏からアスベスト繊維

が検出されたことに関しては，その対応策について引き続き速やかに検討を進

めていくことが必要であると認識しており，その際には今回と同様，有識者か

らの意見聴取を行うこととしたいと考えている」 という記載がされております。

平成29年,月から合同庁舎を管理する東京高裁において,ｱｽべｽﾄに関す
る有識者からの意見聴取を行い，合同庁舎に使用されているアスベストに対す
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る対策についてとり得る方策などの検討を進めております。 これにつきまして

も別途お知らせしたいと考えております。

以上が合同庁舎に関するもので，続きまして，東京高裁管内の他の施設につ

いてご説明申し上げます。東京高裁管内の他の庁舎につきましても，順次アス
ベスト対策を実施しておりましてj今後もこれを計画的に実施し対策工事を施

行していく予定です。

以上でございます。

【司会】 吉崎様，ありがとうございます｡提案会の東京弁護士会･坂口副会

長，ただいまのご回答について更に質問等はございますか。

【坂口禎彦氏（東京弁護士会副会長)】 ありがとうございます。東京弁護士会

副会長の坂口です。時間もたっぷりあることながら， ということではなくて，

かなりの議題でしたので簡潔に（笑)。

本当に調査をしていただいていることは，東京三会でも東京高裁の担当者を

交えていろいろお話を伺っております。分析する経緯も，原因等も含めて非常

に難しい面はあるかと思いますが，引き続き，具体的な対策をとるところまで

対応していただければと存じます。ご存じのようにアスベストの問題は本当に

健康被害に係わる, また場合によっては生命にも係わる問題でして,裁判所で

働いていらっしゃる裁判官の皆様のみならず庁舎に来庁する市民の方も含めて

非常に関心の高いことだと思います。

最後の議題ですので， と思いましたがこれで終わります。ありがとうござい

ました｡

【司会】 ありがとうございます。

以上をもちまして，お陰さまで全ての議題を時間内に終了することができま

した。ご協力ありがとうございました。

最後に，神奈川県弁護士会の芳野会長に閉会の辞をお願いいたします。

【芳野直子氏（関弁連常務理事･神奈川県弁護士会会長)】 神奈川県弁護士会

の会長の芳野と申します。

本日は大変長い間と言おうと思ったんですが15分も短縮できました，それ

でも1時間45分もの長い間，充実した協議ができましたこと，大変嬉しく思

っています。きょうは日本全国暖かい状況ではございましたが， この会場は更

にもう1～2度気温が上がったような感じがしております。

きょういただいたいろいろな回答につきましては，単位会や各委員会に持ち

帰っていろいろなものに生かさせていただきたいと思います。きょうは枝番を

含めると37ものたくさんの議題を出させていただきました｡去年と重複があ

るものもあるということでしたが， これはこちらの，議題を提出する者の熱い
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